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１ 計画の位置づけの趣旨 

関ケ原町（以下、「本町」という。）は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和
45 年法律第 137 号）第 6 条第 1 項の規定により、平成 28 年 3 月に、平成 28 年度か
ら令和 7（平成 37）年度までを計画期間とする「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」
（以下、「本計画」という。）を策定しました。 

前計画の期間が令和 7 年度で満了することから、各種法改正や新しく策定された法
律、清掃・リサイクル事業を取り巻く様々な情勢の変化等を踏まえて見直しを行い、
併せて、食品ロス削減推進計画を本計画に盛り込むことを目的として、本計画を改定
します。 

ごみ処理基本計画の改定は、「ごみ処理基本計画策定指針（環境省大臣官房廃棄
物・リサイクル対策部廃棄物対策課 平成 28 年 9 月）」を踏まえて行い、併せて、
食品ロスの削減に関する法律第 13 条に基づく「市町村食品ロス削減推進計画」を盛
り込みます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１章 計画の位置づけの趣旨 
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２ 計画の位置づけ 
 

(1) 廃棄物処理関連法令及び関連計画等 
本計画、並びに関連法令及び計画との位置づけは、図 1-1 に示すとおりです。 
本計画は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項を定めるものであり、国及び

県の計画並びに本町の総合計画や環境基本計画等の関連計画と連携・整合を図りま
す。併せて、食品ロスの削減に関する法律第 13 条に基づく「市町村食品ロス削減推
進計画」を盛り込みます。 

 

       
図 1-1 計画の位置づけ  

関ケ原町一般廃棄物処理実施計画
・ごみ処理実施計画
・生活排水処理実施計画

国

岐阜県災害廃棄物処理計画第三次岐阜県廃棄物処理計画県

関ケ原町

〈廃棄物の適正処理〉
〈再生利用の推進〉

第五次循環型社会形成推進基本計画
(R6.8.2閣議決定)

第六次環境基本計画 (R6.5.21閣議決定)

関ケ原町一般廃棄物処理計画

個別リサイクル法
容器包装リサイクル法

家電リサイクル法

食品リサイクル法

建設リサイクル法

自動車リサイクル法

小型家電リサイクル法

その他資源循環

資源有効利用促進法

プラスチック資源循環促進法

第3次一般廃棄物処理基本計画
・ごみ処理基本計画
・生活排水処理基本計画

廃棄物処理法基本方針 (R7.2.18改定)

廃棄物処理施設整備計画

廃棄物処理法

循環型社会形成推進基本法

環境基本法

関ケ原町災害廃棄物処理計画

食品ロス削減推進法

関ケ原町総合計画 (平成30年度～令和9年度）
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(2) 国際的な関連計画 
 
ア SDGs 

SDGs は、2015 年の国連サミットで採択された国際的な目標です。「誰一人取
り残さない」を基本理念とし、2030 年までに持続可能な社会を実現するために、
17 のゴールと 169 のターゲットで構成されています。 

本計画に関連する SDGｓのゴール及びターゲットは図 1-2 に示すとおりです。 
特に、「ゴール 12 つくる責任 つかう責任」は、持続可能な消費と生産のパタ

ーンを確保することを、「ゴール 6 安全な水とトイレを世界中に」は、すべての
人々が安全な水と衛生施設を利用できるようにすることを目指しています。 

 
ゴール ターゲット 

 

4.7 

2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、
男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様
性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可
能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 

 

6.3 
2030 年までに、汚染を減らす、ゴミが捨てられないようにする、有害な化学物質が
流れ込むことを最低限にする、処理しないまま流す排水を半分に減らす、世界中で水
の安全な再利用を大きく増やすなどの取り組みによって、水質を改善する。 

6.ｂ 水と衛生の管理向上における地域コミュニティの参加を支援・強化する 

 

7.2 
2030 年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大
幅に拡大させる。 

 

8.4 
2030 年までに、世界の消費と生産における資源効率を漸進的に改善させ、先進国主
導の下、持続可能な消費と生産に関する 10 年計画枠組みに従い、経済成長と環境悪
化の分断を図る。 

 

11.6 
2030 年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払う
ことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。 

 

12.3 
2030 年までに、お店や消費者のところで捨てられる食料（一人当たりの量）を半分
に減らす。また、生産者からお店への流れのなかで、食料が捨てられたり、失われた
りすることを減らす。 

12.5 
2030 年までに、ごみが出ることを防いだり、減らしたり、リサイクル・リユースを
して、ごみの発生する量を大きく減らす。 

 
13.3 

気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制
度機能を改善する。 

 
14.1 

2025 年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆ
る種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。 

 
15.4 

2030 年までに持続可能な開発に不可欠な便益をもたらす山地生態系の能力を強化す
るため、生物多様性を含む山地生態系の保全を確実に行う。 

 
17.17 

さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市
民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

    図 1-2 本計画に関連する SDGｓのゴール及びターゲット 
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イ パリ協定 
持続可能な社会の構築に向けて最大の障害は気候変動問題です。 
平成 27 年の国連気候変動枠組条約の締約国会議(通称 COP）で合意された「パ

リ協定」の概要は図 1-3 に示すとおりです。世界の平均気温上昇を産業革命以前
に比べ 1.5℃に抑えることを目標としています。 

日本は、この目標達成のため、2030 年度までに温室効果ガスを 2013 年度から
46%削減することを目指しており、さらに 50%削減の高みを目指すことを表明し
ています。 

この目標に向けて、令和 3 年 10 月には、地球温暖化対策計画や気候変動適応
計画が改定され、カーボンニュートラル※を目指すための様々な取り組みが進め
られており、廃棄物分野でも脱炭素に向けた取り組みが求められています。 

 

 
 
図 1-3 パリ協定の概要 

 
 
 
 

 
※ カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を実質的にゼロにすることです。具体的に

は、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量から、植林や森林管理による吸収量を差し引いて、合計を
ゼロにすることを目指します。 

パリ協定の概要

目的 世界共通の長期目標として、産業革命前からの平均気温の上
昇を2℃より十分下方に保持。1.5℃に抑える努力を追求。

目標 上記の目的を達するため、今世紀後半に温室効果ガスの人為
的な排出と吸収のバランスを達成できるよう、排出ピークを
できるだけ早期に迎え、最新の科学に従って急激に削減。

各国の目標 各国は、約束（削減目標）を作成・提出・維持する。削減目
標の目的を達成するための国内対策をとる。削減目標は、5
年毎に提出・更新し、従来より前進を示す。

長期戦略 全ての国が長期の低排出開発戦略を策定・提出するよう努め
るべき。（COP決定で、2020年までの提出を招請）

グローバル・ストックテイク
（世界全体での棚卸し）

5年毎に全体進捗を評価するため、協定の実施を定期的に確
認する。世界全体の実施状況の確認結果は、各国の行動及び
支援を更新する際の情報となる。
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(3) 国の関連計画 
 
ア 第六次環境基本計画 

第六次環境基本計画は、第一次計画からちょうど 30 年の節目に策定された環
境基本計画です。本計画の基本的考え方・構成は図 1-4 に示すとおりです。 
 現在及び将来の国民一人一人の「ウェルビーイング※／高い生活の質」の実現を
環境政策の最上位の目標として掲げた、という点が大きな特徴です。 

現在、私たちが直面している気候変動、生物多様性の損失、汚染という地球の
３つの危機に対し、早急に経済社会システムの変革を図り、環境収容力を守り環
境の質を上げることによって、経済社会が成長・発展できる「循環共生型社会」
の実現を打ち出しています。 

廃棄物処理においても、循環経済を理解し、焼却や埋立に依存せず、再生材の
質・量の向上を図る必要があります。 

 

  
   図 1-4 第六次環境基本計画の基本的考え方・構成 

 
※ ウェルビーイングとは、心身ともに健康で、社会的に満たされた状態のことです。幸福と訳されること

もあり、WHO 憲章で注目されました。創造性や仕事のパフォーマンス向上に繋がり、組織への良い影
響も期待できるため、企業の人事戦略においても重視されています。 

環境危機（「地球沸騰化」等）、様々な経済・社会的課題への対処の必要性

「環境保全」を通じた、「現在及び将来の国民一人一人の生活の質、幸福度、ウェルビーイング、経済厚生の向上」
「人類の福祉への貢献」

目
的

「循環共生型社会」（環境収容力を守り環境の質を上げることによって成長・発展できる文明）

【循環】（≒科学）
■炭素等の元素レベルを含む自然界の健
全な物質循環の確保

■地下資源依存から｢地上資源基調｣へ
■環境負荷の総量を削減し、更に良好な
環境を創出

【共生】（≒哲学）
■我が国の伝統的自然観に基づき、人類が生態系の健全
な一員に

■人と地球の健康の一体化（プラネタリー・ヘルス）
■一人一人の意識・取組と、地域・企業等の取組、国全
体の経済社会の在り方、地球全体の未来が、同心円

ビ
ジ
ョ
ン

将来にわたって「ウェルビーイング／高い生活の質」（市場的価値＋非市場的価値）をもたらす「新たな成長」
「変え方を変える」6つの視点（①ストック、②長期的視点、③本質的ニーズ、④無形資産・心の豊かさ、

⑤コミュニティ・包摂性、⑥自立・分散の重視）の提示方
針

■ストックである自然資本（環境）を維持・回復・充実させることが「新たな成長」の基盤
■無形資産である「環境価値」の活用による経済全体の高付加価値化等

●科学に基づく取組のスピードとスケールの確保（「勝負の2030年」へも対応)
●ネット・ゼロ、循環経済、ネイチャーポジティブ等の施策の総合・シナジー
●政府、市場、国民（市民社会・地域コミュニティ）の共進化
●「地域循環共生圏」の構築による「新たな成長」の実践・実装

政
策
展
開
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イ 第五次循環型社会形成推進基本計画 
     第五次循環型社会形成推進基本計画とは、循環型社会の形成に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図るために定めるものです。 
循環経済への移行は、気候変動、生物多様性の保全、環境汚染の防止等の環境

面の課題と合わせて、地方創生や質の高い暮らしの実現、産業競争力の強化や経
済安全保障といった社会課題の同時解決にもつながるものであり、国家戦略とし
て取組むべき重要な政策課題です。 

こうした観点から、本計画では、循環経済への移行を国家戦略として位置付け
た上で、5 つの重点分野及び図 1-5 に示す循環型社会に関する全体像の指標（概
要）を掲げています。 

 
 

【第五次循環型社会形成推進基本計画の 5 つの重点分野】 
① 循環型社会形成に向けた循環経済への移行による持続可能な地域と社会づくり 
② 資源循環のための事業者間連携によるライフサイクル全体での徹底的な資源循環 
③ 多種多様な地域の循環システムの構築と地方創生の実現 
④ 資源循環・廃棄物管理基盤の強靱化と着実な適正処理・環境再生の実行 
⑤ 適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進 

 
 

     
図 1-5 循環型社会に関する全体像の指標（概要） 
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ウ 廃棄物処理法基本方針 
「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推 

進を図るための基本的な方針」（以下、「廃棄物処理法基本方針」という。）は、廃
棄物処理法第５条の２第１項の規定に基づき定められています。 

令和６年８月に決定された第五次循環型社会形成推進基本計画と整合させる
形で、表 1-1 に示すとおり目標値が改定されています。 

 
表 1-1 廃棄物処理法基本方針の目標値 

指標 目標値（目標年度） 

①一般廃棄物の排出量 
令和４年度比約９％削減（令和 12 年度） 
※40 百万トン（R４年度）→約 37 百万トン（R12 年度） 

②１人１日当たりの 
家庭系ごみ排出量 

約 478 グラム（令和 12 年度） 
※R４年度は 496 グラム 

③一般廃棄物の 
出口側循環利用率 

約 26％（令和 12 年度） 
※R４年度は約 20％ 

④１人１日当たりごみ焼却量※ 
約 580 グラム（令和 12 年度） 
※R４年度は 679 グラム 

⑤一般廃棄物の最終処分量 
令和４年度比約５％削減（令和 12 年度） 
※3.4 百万トン（R４年度）→約 3.2 百万トン（R12 年度） 

⑥産業廃棄物の排出量  
令和４年度比約１％増加に抑制（令和 12 年度） 
※370 百万トン（R４年度）→約 374 百万トン（R12 年
度） 

⑦産業廃棄物の 
出口側循環利用率 

約 37％（令和 12 年度） 
※R４年度は約 37％ 

⑧産業廃棄物の最終処分量 
令和４年度比約 10%削減（令和 12 年度） 
※8.7 百万トン（R４年度）→約 7.8 百万トン（R12 年度） 

⑨廃棄物エネルギーを地域を 
含めた外部に供給している 
施設の割合 

46％（令和９年度） 
※R２年度は約 41％ 

⑩一般廃棄物の最終処分場の 
残余年数 

22.4 年分を維持 （令和 12 年度） 
※R４年度は 23.4 年分 

⑪産業廃棄物の最終処分場の 
残余年数 

17 年分を維持（令和 12 年度） 
※R４年度は 20.8 年分 

※1 人 1 日当たりごみ焼却量とは、国民 1 人が 1 日に排出する一般廃棄物のうち、焼却処理される量。本指
標の減少は、国民・事業者のごみの発生抑制の取組に加え、自治体などのごみの焼却処理から循環利用へ
の転換に向けた取組の進展を表す。 
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エ 食品ロスの削減の推進 
ごみ処理と食品ロスの削減の推進の関係は、焼却施設の負担削減、処理コスト

の削減及び資源循環の促進にかかわりがあります。 
廃棄された生ごみの多くが焼却処分されています。食品廃棄物は水分を多く含

むため燃えにくく、効率の悪い焼却を強いてしまい燃料や灰の処分費用が膨らみ
ます。また、食品ロスは食品の生産過程で二酸化炭素を排出し、さらに焼却処理
の過程でつまり「作るとき」と「捨てるとき」に二重で環境負荷が発生してしま
います。このため、食品廃棄物は分別すれば肥料・飼料・バイオガス発電などに
活用可能となります。 

地方公共団体が策定する食品ロス削減推進計画は、国の削減目標や実施する基
本的施策と調和する形で検討されることが望まれています。 

計画の策定に当たっては、食品ロス削減推進法のほか、この法律に基づき策定
された「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」（令和 7 年 3 月 25 日閣議
決定）が示されており、各主体が連携し、削減に取り組むための指針となってい
ます。 

 
 
       【食品ロスの削減の目標】 
        2000 年度比で 2030 年度までに 

①家庭系食品ロスは、50％削減 
事業系食品ロスは、60%削減 

②食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合を 80% 
   

表 1-2 食品ロスの削減の推進に関する基本的施策 
施策 内容 

教育及び学習の振興、
普及啓発等 

国民が、それぞれの立場で食品ロスの削減に自発的に取り組んでいけ
るよう、その重要性についての理解と関心の増進等のための教育や普
及啓発の施策を、食育に関する取り組みと連携しながら推進する。 

食品関連事業者等の 
取り組みに対する支援 

食品ロス削減のための取り組み事例の共有・周知を図りながら、生産、
製造、販売等の各段階において発生している食品ロスの削減のための
積極的な取り組みを推進する。 

表彰 食品ロスの削減に関し顕著な功績があると認められる者に対し、表彰
を行う。 

実態調査及び調査・ 
研究の推進 

食品ロスの削減に関する施策の効果的な実施に資するよう調査及び
研究を推進する。 

情報の収集及び提供 食品ロスの削減について、先進的な取り組みに関する情報その他の情
報を収集し、提供する。 

未利用食品を提供する 
ための活動の支援等 

フードバンク活動は、食品ロスの削減に直結するものであるほか、生
活困窮者への支援などの観点からも意義のある取り組みであり、国民
に対してフードバンク活動への理解を促進する。 
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オ プラスチック資源循環戦略 
プラスチックは、その有用性から、幅広い製品や容器包装にあまねく利用され

ており現代社会に不可欠な素材です。 
その一方で、海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入

規制強化等への対応を契機として 、国内におけるプラスチックに係る資源循環
の促進等の重要性が高まっています。 

これを受けて、わが国では、これら課題に対応した国内資源循環体制を構築し
つつ、持続可能な社会を実現し、次世代に豊かな環境を引き継いでいくため、「プ
ラスチック資源循環戦略」を令和元（2019）年５月に策定し、「３Ｒ＋Renewable」
の基本原則と、表 1-3 に示すマイルストーンを掲げています。 

 
表 1-3 プラスチック資源循環戦略のマイルストーン 

項目 マイルストーン 
リデュース ①2030 年までにワンウェイプラスチックを累積 25％排出抑制 
リユース・リサイクル ②2025 年までにリユース・リサイクル可能なデザインに 

③2030 年までに容器包装の６割をリユース・リサイクル 
④2035 年までに使用済プラスチックを 100％リユース・リサイ

クル等により、有効利用 
再生利用・バイオマス
プラスチック 

⑤2030 年までに再生利用を倍増 
⑥2030 年までにバイオマスプラスチックを約 200 万トン導入 

 
カ プラスチック資源循環促進法 

国内外のプラスチック廃棄物をめぐる環境変化に対応するため、国は令和 3
（2021）年 6 月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」を制定
しました。 

この法律は、製品の設計から廃棄物の処理に至るまで、プラスチックの資源循
環（3R+Renewable）を促進するための措置を講じるものです。 

法律の目的は、プラスチック使用製品の使用合理化、廃棄物の再商品化や再資
源化を進め、生活環境の保全と国民経済の発展に寄与することにあります。 

この実現には、全ての関係主体が役割分担に基づき、相互に連携・参画し、資
源循環を一体的に進めることが重要です。 
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表 1-4 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の概要 
ライフ 

サイクル 
法での措置事項 

（概要） 
対象 対象者 

設計・製造 
プラスチック使用製品 

設計指針 
プラスチック 

使用製品 
プラスチック使用
製品製造事業者等 

販売・提供 
特定プラスチック 

使用製品の使用の合理化 
特定プラスチック 

使用製品（12 品目） 

特定プラスチック 
使用製品提供事業
者（小売・サービ

ス事業者等） 

排出 
・ 

回収 
・ 

リサイクル 

市区町村による 
分別収集・再商品化 

プラスチック 
使用製品廃棄物 

市区町村 

製造・販売事業者等によ
る自主回収・再資源化 

自らが製造・販売・
提供したプラスチッ

ク使用製品 

プラスチック使用
製品の製造・販売

事業者等 
排出事業者による 

排出の抑制・再資源化等 
プラスチック使用製

品産業廃棄物等 
排出事業者 

 
表 1-5 各関係主体の役割 

関係主体 取り組み 

事業者 

①プラスチック使用製品設計指針に即してプラスチック使用製品を設計すること 
②プラスチック使用製品の使用の合理化のために業種や業態の実態に応じて有効な取

り組みを選択し、当該取り組みを行うことによりプラスチック使用製品廃棄物の排出
を抑制すること 

③自ら製造・販売したプラスチック使用製品の自主回収・再資源化を率先して実施する
こと 

④排出事業者としてプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等
を促進すること 

消費者 

①プラスチック使用製品の使用の合理化によりプラスチック使用製品廃棄物の排出を
抑制すること 

②プラスチック使用製品廃棄物を市区町村及び事業者双方の回収ルートに適した分別
をして排出すること 

③認定プラスチック使用製品を使用すること 

国 

①必要な資金の確保等の措置を講ずること 
②情報の収集、整理及び活用並びに研究開発の推進及びその成果の普及等の措置を講ず

ること 
③教育活動、広報活動等を通じた国民の理解醸成及び協力の要請等の措置を講ずること 

市区町村 
・家庭から排出されるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集、再商品化その他の国の

施策に準じてプラスチックに係る資源循環の促進等に必要な措置を講ずること 

都道府県 
・市区町村がその責務を十分に果たすために必要な技術的援助を与え、国の施策に準じ

てプラスチックに係る資源循環の促進等に必要な措置を講ずること 
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(4) 県の関連計画 
 
ア 第三次岐阜県廃棄物処理計画 

岐阜県では、廃棄物の減量化と適正処理を推進するための基本方針として「岐 
阜県廃棄物処理計画」を策定しています。 

廃棄物の排出抑制・循環的利用及び適正処理の推進、美しい生活環境の保全及び
災害・感染症・気候変動への備えの 3 つを施策の柱にするとともに、プラスチック
ごみ削減の推進、食品廃棄物削減の推進及び各主体との連携強化を重点分野に位置
づけて、取組を推進しています。 

 
   図 1-6 第三次岐阜県廃棄物処理計画の概要 

 
    表 1-6 岐阜県廃棄物処理計画の目標値 

指標 令和 5 年度実績 令和 12 年度 
一般廃棄物の減量化に関する目標値 
 排出量 622 千トン 548 千トン 
 再生利用率（量） 22％(135 千トン) 26％(142 千トン) 
 中間処理による減量 442 千トン 369 千トン 
 最終処分量 45 千トン 37 千トン 
プラスチックごみと食品廃棄物に関連する目標 
 1 人 1 日当たり生活系ごみ排出量 622g/人・日 595g/人・日 
 事業者当たりのごみ削減率（2018 年度比） 3.3%減 10%減 

基本方針

1 廃棄物の排出抑制・ 2 美しい 3 災害・感染症・

循環的利用及び 生活環境の保全 気候変動への備え

適正処理の推進

(1) ごみ減量化の推進 (1) 不法投棄等の不適正処 (1) 災害廃棄物処理対策の

(2) リサイクルの推進 理対策の徹底 推進

(3) 一般廃棄物の適正処理 (2) 街や川の清掃など海洋 (2) 感染症対策の推進

の推進 ごみ対策の推進 (3) 気候変動への対応

(4) 産業廃棄物の適正処理

の推進

(5) 有害廃棄物の適正処理

の推進

4 産官学等との連携強化

(1) プラスチック資源循環推進のための会議の開催

(2) SNS等を活用したしなやかなつながりの構築

(3) 各市町村の廃棄物処理状況や取組事例の共有

(4) 取組効果を見える化する仕組の構築

資源循環型社会の形成

施策の柱

個別の
取組

新たな取組を重点分野として推進
〇プラスチックごみ削減の推進
〇食品廃棄物削減の推進
〇各主体との連携強化

第3次計画の新たな取組
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イ 岐阜県食品ロス削減推進計画（令和 4（2022）年 3月） 
岐阜県では、食品ロス削減推進法第 12 条第 1 項の規定に基づき、食品ロスの

削減を総合的かつ計画的に推進するため、「岐阜県食品ロス削減推進計画」を策定
しています。 

行政、事業者、消費者、関係団体等による取り組みを促進するとともに、各主
体間の連携強化を図ることで、「オール岐阜」による食品ロス削減の取り組みを展
開しています。 

 
  

   自分事で取り組む食品ロス削減 
   ～「清流の国ぎふ」を未来につなぐその一歩～ 

 
       
 
        ① 消費者、事業者、関係団体、行政等の各主体が、自身の行動が環境に与 

える影響を理解し、食品ロス削減のための取り組みをはじめ、環境に配慮 
した行動を実践する社会 

② 消費者、事業者、関係団体、行政等の連携協力のもと、食品ロスの削減 
につながる取り組みが「県民運動」として展開される社会 
 

 
 
① 家庭系、事業系ともに平成 12（2000）年度比で令和 12（2030）年度 

までに食品ロス発生量を半減させる。 
                ② 令和 12（2030）年度までに食品ロス削減の取り組みを３つ以上行う県民 

の割合を 100％にする。 
 

 
             
        ① 発生抑制に重点を置いた食品ロスの削減 
                   ・食品ロス問題に関する知識や意識の向上と具体的な行動の実践 

・家庭、事業者等による食品ロス削減の取り組み拡大 
                ② 未利用食品等の有効活用及び適正な再生利用 

・フードバンク活動、フードドライブ等の支援 
・食品リサイクルの推進（食品廃棄物の飼料化、肥料化等） 

③ 食品ロス削減推進体制の整備（食品ロス削減「県民運動」の推進） 
・有識者、事業者、関係団体、行政等の多様な主体による連携、協力 
・優良事例等の共有と展開 

 
   図 1-7 岐阜県食品ロス削減推進計画の概要 

理念 

目指すべき将来像 

基本的な目標 

推進事項の方向性 
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(5) 本町の関連計画 
 
ア 関ケ原町総合計画 

     総合計画とは、まちづくりの総合的な計画として最も上位に位置づけられ、総
合的かつ計画的な行政運営を進めていく上で、基本的な指針となるものです。 

計画期間は平成 30 年度～令和 9 年度までの 10 年間とし、基本理念、将来都
市像、基本目標は図 1-8 に示すとおりです。 

基本目標「４ 安全・安心に暮らせるまちづくり」において、ごみ収集・処
理体制の充実、し尿の適正な処理を主要施策として掲げています。 

ごみ処理については、環境保全の重要性が叫ばれる中、廃棄物等の発生を抑
制し、有益な廃棄物は資源化して活用することで環境への負荷をできる限り減
らす社会を形成していくことが求められています。 

今後も、ごみの排出動向に即し、ごみ処理・リサイクル体制の充実を進める
とともに、住民への啓発活動を推進しながら、ごみ分別の徹底やごみの減量
化、リサイクル等の促進、不法投棄の防止等に一層積極的に取り組んでいく必
要があります。 

し尿処理については、大垣衛生施設組合で処理を行っています。今後も、広
域的な連携のもと、施設の適切な維持管理を図る必要があります。 

 

 
   

  図 1-8 基本理念、将来像及び基本目標   
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基本目標４ 基本目標５ 基本目標６
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３ 計画の対象範囲 
本計画の対象区域は、本町全域とします。 

 
４ 計画で扱う廃棄物の範囲 

廃棄物の種類と本計画の範囲は、図 1-9 に示すとおりです。 
廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に区分され、処理において市町村が統括的な責任

を有する一般廃棄物を本計画の範囲とします。 
 

   
図 1-9 廃棄物の種類と計画の範囲 

  
５ 計画の期間 

この計画の期間は図 1-10 に示すとおり、令和 8 年度から令和 17 年度までの 10 年
間とし、令和 12 年度を中間年次とします。 

また、各種法改正や新しく策定された法律、清掃・リサイクル事業を取り巻く様々
な情勢の変化等を踏まえて見直しを行うとともに、「ごみ処理基本計画」に「食品ロス
削減推進計画」盛り込みます。 

 

   
    図 1-10 計画の期間 
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１ 位置及び地勢 
本町は、岐阜県の西端に位置し、北は伊吹山を主峰とする伊吹山地、南は鈴鹿山脈

に囲まれています。平野部でも海抜 100m～200m の高低差があり、変化の多い地形が
特徴で、東西 8.1km、南北 12.5km の町です。 

町土の約 80％を山林が占め、豊かな緑と史跡に恵まれ、古来より交通の要衝として
栄えて、天下分け目の戦いが二度（壬申の乱・関ケ原の戦い）行われた地としても有
名です。また、本町は、県が管理する一級河川「相川、藤古川、今須川、大栗毛川」
の最上流部に位置しています。 

本町には、名神高速道路関ケ原ＩＣがあり、広域的なアクセスが確保されているほ
か、国道 21 号、関ケ原バイパス、国道 365 号を軸に、県道３路線、町道 400 路線
により道路網が形成されています。 

公共交通については、ＪＲ東海道本線が走り、関ケ原駅が設置されています。また、
自主運行路線バスのほか、関ケ原町ふれあいバス（巡回コミュニティバス）を運行し
ています。 

  

 
出典：地理院地図 

 
図 2-1 関ケ原町の地図  

第 2章 本町の概況 
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２ 気象 
過去 10 年間の気温及び降水量の推移は図 2-2 に、令和 6 年の月別気温及び降水量

の推移は図 2-3 に示すとおりです。 
本町は、夏季は南東からの湿った空気の影響で豊富な降水に恵まれ、気温が高く、

蒸し暑い日が多い一方、冬季は北西の風が強く、日本海からの多くの水蒸気が、山脈
の途切れる隙間を通って南下し、ときとして多量の降雪となります。 

近隣の市町に比べて冬期における降雪量が多くみられ、豪雪地帯対策特別措置法の
豪雪地帯として指定されています。 

 

 
資料：気象庁（関ケ原） 

図 2-2 気温と降水量の推移 
 

 
資料：気象庁（関ケ原）                            

図 2-3 月別気温及び降水量の推移（令和 6 年）  
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３ 人口動態 
 

(1) 人口及び世帯数 
人口及び世帯数の推移は、図 2-4 に示すとおりです。 
人口は 10 年間で 1,528 人（20.6％）減少し、また、1 世帯当たりの人口は 10 年

間で 0.25 人（8.83％）減少し、世帯規模の縮小が進んでいます。 
 

 
資料：県統計課「岐阜県人口動態統計調査」              各年 10 月 1 日現在 

 
図 2-4 人口及び世帯数の推移 

 
(2) 年齢（５歳階級）別男女別人口 

年齢（５歳階級）別男女別人口（人口ピラミッド）は、図 2-5 に示すとおりです。 
年少人口（0～14 歳）は 433 人（7.4％）、生産年齢人口（15 歳～64 歳）は 2,844

人（48.3％）、高齢者人口（65 歳以上）は 2,585 人（43.9％）となっており、高齢者
人口に厚みがある人口構造となっています。 

  

 
   資料：県統計課「岐阜県人口動態統計調査」            令和 6 年 10 月 1 日現在 

 
図 2-5 年齢（５歳階級）別男女別人口（人口ピラミッド） 
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(3) 人口動態 
一定期間における出生及び死亡に伴う人口の動きである自然動態の推移は図 2-6

に示すとおりであり、死亡数が出生数を上回る自然減となっています。 
一定期間における転入及び転出に伴う人口の動きである社会動態の推移は図 2-7

に示すとおりであり、転出数が転入数を上回る社会減となっています。 
 

 
資料：県統計課「岐阜県人口動態統計調査」               各年度年間合計 

 
図 2-6 自然動態の推移 

 
 

 
資料：県統計課「岐阜県人口動態統計調査」                各年度年間合計 

 
図 2-7 社会動態の推移 
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４ 産業の動向 
 

(1) 産業分類別事業所数及び従業者数 
   産業分類別の事業所数及び従業者数の内訳は表 2-1 に、割合は図 2-8 に示すとお

りです。 
事業所数では、卸売業・小売業が 71 事業所（24.1％）と最も多くなっています。 
従業者数では、製造業が 1,526 人（49.5％）と最も多く、約半数を占めています。 
 

表 2-1 産業分類別事業所数・従業者数 

資料：経済センサス－活動調査  ※ 民営事業所のみ           令和 3 年 6 月 1 日現在 

 

 
図 2-8 産業分類別事業所数・従業者数の割合 

建設業
13.9%

製造業
18.7%

卸売業，小売業
24.1%宿泊業，飲食

サービス業
8.8%

医療，福祉
5.1%

その他
29.3%

事業所数

建設業
9.7%

製造業
49.5%卸売業，小売業

10.8%

宿泊業，飲食
サービス業

6.0%

医療，福祉
7.5%

その他
16.5%

従業者数

区    分 
事業所数 従業者数 

（事業所） 構成比 （人） 構成比 
農業，林業，漁業 7 2.4% 110 3.6% 
鉱業，採石業，砂利採取業 － － － － 
建設業 41 13.9% 298 9.7% 
製造業 55 18.7% 1,526 49.5% 
電気・ガス・熱供給・水道業 2 0.7% 2 0.1% 
情報通信業 1 0.3% 1 0.0% 
運輸業，郵便業 6 2.0% 117 3.8% 
卸売業，小売業 71 24.1% 333 10.8% 
金融業，保険業 3 1.0% 30 1.0% 
不動産業，物品賃貸業 9 3.1% 27 0.9% 
学術研究，専門・技術サービス業 3 1.0% 4 0.1% 
宿泊業，飲食サービス業 26 8.8% 185 6.0% 
生活関連サービス業，娯楽業 17 5.8% 28 0.9% 
教育，学習支援業 7 2.4% 15 0.5% 
医療，福祉 15 5.1% 232 7.5% 
複合サービス事業 5 1.7% 30 1.0% 
サービス業（他に分類されないもの） 26 8.8% 144 4.7% 

総数 294 100.0% 3,082 100.0% 
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(2) 農業 
農家数の推移は、図 2-9 に示すとおりです。準主業農家及び副業的農家は著しく

減少しています。 
経営耕地面積の推移は、図 2-10 に示すとおりです。田は減少し、畑は微増してい

ます。 
 

 
資料：農林業センサス                          各年 2 月 1 日現在 
 

図 2-9 農家数の推移 
 
 

 
 資料：東海農政局統計部「東海農林水産統計年報」             各年 7 月 15 日現在 

 
図 2-10 経営耕地面積の推移 
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(3) 工業 
工業の事業所数、従業員数及び製造品出荷額等の推移は、図 2-11 に示すとおりで

す。事業所数は令和 2 年に減少しましたが、従業員数は逆に増加し、期間内で最多
となっています。製造品出荷額等は平成 30 年をピークに減少した後、横ばいで推
移しています。 

令和 2 年における産業分類別の製造品出荷額等の割合は図 2-12 に示すとおりで
す。はん用機械器具製造業が最も多く、63.1％を占めています。 

 

 
※ 事業所数、従業者数は翌年 6 月 1 日現在 
資料：工業統計調査（令和 2 年：令和 3 年経済センサス－活動調査） 

 
図 2-11 工業の事業所数、従業員数及び製造品出荷額等の推移 

 

 
資料：令和 3 年経済センサス－活動調査 
 

図 2-12 産業分類別製造品出荷額等の割合（令和 2 年） 
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(4) 商業 
商業の事業所数、従業員数の推移は、図 2-13 に示すとおりです。事業所数、従業

員数は増加しています。 
年間商品販売額の推移は、図 2-14 に示すとおりです。卸売業及び小売業の年間商

品販売額は大きく増加しています。 
 

   
資料：経済センサス－活動調査（平成 26 年：商業統計調査）         各年 6 月 1 日現在 

 

図 2-13 商業の事業所数及び従業員数の推移 
 

   
※平成 26 年（販売額は平成 25 年 1 月から 12 月までの 1 年間の販売額） 
※平成 28 年（販売額は平成 27 年 1 月から 12 月までの 1 年間の販売額） 
※令和 3 年（販売額は令和 2 年 1 月から 12 月までの 1 年間の販売額） 
資料：経済センサス－活動調査（平成 26 年：商業統計調査） 

 

図 2-14 年間商品販売額の推移の推移 
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(5) 観光 
観光客数の推移は、表 2-2 に示すとおりです。 
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により、令和 2 年及び令和 3 年は観光客

数が大幅に減少しましたが、令和 4 年以降に増加し、令和 5 年は 80 万人を超えて
います。 

 
表 2-2 観光客数の推移 

単位：人 
 項目 令和元年 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 

関ケ原町歴史民俗学習館 30,751 8,804 32,809 34,072 50,852 

東海道自然歩道 22,690 14,640 15,552 18,350 19,853 

関ケ原鍾乳洞 32,698 30,868 25,858 30,181 35,847 

古戦場史跡 72,252 50,016 62,209 54,388 70,620 

胡麻の郷 86,300 31,200 10,030 32,550 40,700 

sekigahara 花伊吹 237,300 79,927 33,860 64,980 105,100 

伊吹山ドライブウェイ 200,433 218,387 173,002 214,490 231,618 

関ケ原ウォーランド 27,650 31,699 14,770 21,923 20,380 

関ケ原駅前観光交流館 35,497 24,417 23,246 33,957 38,598 

笹尾山交流館 25,363 14,683 13,857 13,054 16,950 

岐阜関ケ原古戦場記念館 ー 28,819 98,226 124,178 195,094 

合計 770,934 533,460 503,419 642,123 825,612 

資料：岐阜県観光入込客数調査 
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５ 土地利用 
地目別土地面積の割合は、図 2-15 に示すとおりです。 
本町の８割近くが山林で占められ、このうち北部及び南部山地を中心に揖斐関ケ原

養老国定公園に指定されるなど、良好な自然環境を形成しています。 
残る平坦地においては、農地や宅地などの利用がなされており、住宅、商店、工場、

公共施設などが連担する関ケ原駅周辺や国道沿線の市街地は用途地域に指定され、こ
の周辺に農地及び農村集落が分布しています。 

 

 
資料：県都市政策課                          令和 4 年 1 月 1 日現在 

 
     図 2-15 地目別土地面積の割合 

  

農地
5.7%

森林
76.7%

原野等
1.1%

道路
4.3%

宅地
4.8%

その他
7.3%
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１ ごみ処理の概要 

本町のごみ搬入方法として、集積場での収集と、委託業者である関ケ原衛生有限会
社が設置・管理する拠点回収施設「ecos（エコス）」への直接搬入を採用しています。 

燃やせるごみは、南濃衛生施設利用事務組合（以下、「南濃衛生」といいます。）の
焼却施設「養老ドリームパーク」で焼却処理後、スラグは資源再生業者に、焼却残渣
は組合の最終処分場で埋立処分されます。 

燃やせないごみ、粗大ごみ、有害ごみは、西南濃粗大廃棄物処理組合（以下、「西南
濃粗大」といいます。）の処理施設「西南濃粗大廃棄物処理センター」で破砕・選別処
理が行われ、可燃物、磁性物、不燃物に分けられ、それぞれ中間処理、資源化、最終
処分が行われます。 

資源物のうち、発砲スチロール及びプラスチック類は、南濃衛生のリサイクルセン
ターで中間処理後に資源再生業者に引き渡され、その他の資源物は収集後直接資源再
生業者に引き渡されます。 

また、資源物ストックヤードに一時保管されるものは紙・布類、発泡スチロール及
び小型家電です。 

 

 
拠点回収施設「ecos（エコス）」 

 

 
関ケ原町資源物ストックヤード 

第３章 ごみ処理の現状と課題 
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２ 分別区分と処理フロー 
 

(1) 分別区分 
本町が収集・回収するごみの分別区分は、表 3-1 に示すとおりです。 

 
表 3-1 本町の分別区分 

種別 内容 

燃やせるごみ 

台所ごみ、紙オムツ、紙くず、天ぷら油等、木くず、汚れ
たペットボトル、おもちゃやハンガーなどのプラスチック
類、ビニール類、皮製品類、草・枯葉・枝、資源に出せな
い布類 

燃やせないごみ 
ガラス類、小型家電用品類、金物類、皿、湯飲み、電球、
携帯用ガスコンロ、スプレー缶、ペンキ・油類の空缶 

プラスチック製容器包装  
カップ類（プラスチックに限る）、袋類、ボトル類、パッ
ク・トレイ類、家電製品などの緩衝材、ペットボトルのふ
た・ラベル 

資
源
物 

新聞・布類 
新聞紙（チラシ同梱 OK)、衣類、着物・帯、タオル、シー
ツ、カーテン 

雑誌・ダンボール 
雑誌・本・パンフレット、その他の雑誌、牛乳等飲料用紙
パック、ダンボール、厚紙 

ペットボトル 
 

飲料用、酒類用、しょう油用 

缶類 
ドリンク類、缶詰等食品用缶、のり缶、食用油缶、菓子食
品の缶 

ビン類 無色ビン、茶色ビン、その他の色のビン 

発泡スチロール 発泡スチロール 

粗大ごみ 
電化製品類、家具類、金属類、フトン・毛布・カーペッ
ト、木材類 

有害ごみ 蛍光灯、鏡、体温計、温度計、ガスライター 

乾電池 乾電池 

小型家電 

カメラ、電話機、掃除機、音楽プレーヤー、ノートパソコ
ン、ゲーム機、電子文具、カーオーディオ、ビデオカメ
ラ、ヘアドライヤー、リチウムイオン電池、モバイルバッ
テリー等 
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(2) ごみ処理フロー 
本町のごみ処理フローは、図 3-1 に示すとおりです。 

  

 

図 3-1 ごみ処理フロー 

ごみ種別 搬入方法 収集場所 中間処理 資源化方法 最終処分

収集 ステーション

直接搬入
資源再生業者
（スラグ・鉄）

可燃物

燃やせないごみ 収集 ステーション

収集 ステーション
資源再生業者
（磁性物）

直接搬入

有害ごみ 収集 ステーション

プラスチック製容器包装 収集 ステーション

資源再生業者

発泡スチロール 収集 ステーション
ストックヤード
（一時保管）

収集 ステーション

直接搬入 エコス

収集 ステーション
ストックヤード
（一時保管）

直接搬入 エコス

収集 ステーション

直接搬入 エコス

収集 ステーション

直接搬入 エコス

乾電池 拠点回収 回収場所
ストックヤード
（一時保管）

西南濃粗大
（一時保管）

資源再生業者

小型家電 拠点回収 回収ボックス
ストックヤード
（一時保管）

資源再生業者

廃食油 直接搬入 エコス 資源再生業者

がれき類 直接搬入 笹尾埋立処分場

資源再生業者

住民 直営 委託業者

燃やせるごみ
南濃衛生

養老ドリームパーク
（焼却処理）

南濃衛生
最終処分場

（灰・不燃物）

西南濃粗大
廃棄物処理センター
（破砕・選別）

粗大ごみ
西南濃粗大
最終処分場
（不燃物）

集団回収

南濃衛生
リサイクルセンター
（選別・圧縮）

不適物

新聞・布類
雑誌・ダンボール

資源再生業者

ペットボトル 資源再生業者

缶類 資源再生業者

ビン類 資源再生業者

リチウムイオン電池

モバイルバッテリー
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３ ごみ処理体制 
 

(1) 収集・運搬 
本町の収集・運搬体制は、表 3-2 に示すとおりです。 
また、資源物ストックヤード及び拠点回収施設である ecos（エコス）の概要は、

表 3-3 及び表 3-4 に示すとおりです。 
 

  表 3-2 収集・運搬体制 
種別 収集形態 収集方法 収集頻度 排出方法 

燃やせるごみ 

委託 

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
収
集
︵
一
部
拠
点
回
収
︶ 

週１回 指定袋 
燃やせないごみ 月１回 指定袋 
プラスチック製容器包装 月２回 指定袋 

資
源
物 

新聞・布類 月１回 ひもで縛る 
雑誌・ダンボール 月１回 ひもで縛る 
ペットボトル 月１回 収集かご  
缶類 月１回 収集かご 
ビン類 月１回 収集かご 
発泡スチロール 直営 ２ヶ月に１回 － 

粗大ごみ 委託 年４回 － 
有害ごみ 直営 年４回 － 
乾電池 － 拠点回収 随時 － 
小型家電 － 拠点回収 随時 － 

 

  表 3-3 ストックヤードの概要 
項目 内容 

名称 関ケ原町資源物ストックヤード 
所在地 不破郡関ケ原町大字藤下 205 
開設年月 平成 19 年 4 月 
面積 3,980 m2 

 
  表 3-4 ecos（拠点回収施設）の概要 

項目 内容 
名称 ecos（エコス） 
所在地 不破郡関ケ原町大字関ケ原 3462-1 
開設年月 平成 25 年 8 月 

回収品目 
ペットボトル、ペットボトルキャップ、空き缶、空き瓶、段
ボール、新聞紙・チラシ、雑誌・雑紙、牛乳パック、古着
類、かばん・くつ、廃食油、有害ごみ 
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(2) 中間処理 
本町は、広域的なごみ処理体制のもと、組合において処理しており、ごみ処理施

設の概要は表 3-5 及び表 3-6 に示すとおりです。 
燃やせるごみは、南濃衛生施設利用事務組合の「養老ドリームパーク」のガス化

溶融施設にて焼却処理が行われ、焼却残渣の一部は溶融スラグとして資源化されて
います。 

また、資源物のうち、ペットボトル及びプラスチック類は、南濃衛生施設利用事
務組合のリサイクルセンターで選別・圧縮・梱包処理されます。 

燃やせないごみ、粗大ごみ、有害ごみは、西南濃粗大廃棄物処理組合の処理施設
「西南濃粗大廃棄物処理センター」で破砕・選別処理が行われ、可燃物、磁性物、
不燃物に選別されます。 

 
  表 3-5 養老ドリームパークの概要 

項目 内容 
施設名称 清掃センター（養老ドリームパーク） 
所在地 岐阜県養老郡養老町有尾 730 番地 
敷地面積 40,412m² 
建物面積 13,672m² 

竣工年月 平成 21 年 1 月 
 
 

＜ガス化溶融施設＞ 
項目 内容 

処理能力 80t/24h（40t/24h×2 炉） 
処理方式 流動床式ガス化溶融炉 
受入・供給設備 ピット・アンド・クレーン方式（２段ピット方式） 
焼却設備 流動床式ガス化炉＋燃焼溶融炉 
燃焼ガス冷却設備 熱回収＋水噴射方式 
排ガス処理設備 バグフィルタ＋有害ガス除去装置＋触媒反応塔 
飛灰処理設備 セメント＋キレート処理 
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＜リサイクルセンター＞ 
項目 内容 

処理能力 16t/5h 
古紙・布類処理ライン 圧縮梱包（6.0t/5h） 
プラスチック類処理ライン 破袋+手選別+圧縮梱包（2.0t/5h） 
発泡スチロール処理ライン 減容（0.2t/5h） 
金属類処理ライン 手選別+磁選+圧縮（0.5t/5h） 
ガラスビン処理ライン 手選別（0.7t/5h） 
陶磁器類処理ライン 粉砕（0.05t/5h） 
剪定枝処理ライン 破砕（0.5t/5h） 
建築廃材処理ライン 磁選+破砕（6.0t/5h） 
廃タイヤ処理ライン ホイル外し+切断（0.05t/5h） 

 
 

表 3-6 西南濃粗大廃棄物処理センターの概要 
項目 内容 

施設名称 西南濃粗大廃棄物処理センター 
所在地 岐阜県養老郡養老町有尾字下池内 
面積 47,148.6 m2 
処理対象物 燃やせないごみ・粗大ごみ 
処理能力 70t／5h 
処理方式 破砕処理｜二軸剪断式破砕機、横型回転式破砕機 
建設年度 竣工 平成 10 年 
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(3) 最終処分 
最終処分場の概要は、表 3-7 及び表 3-8 に示すとおりです。 
本町が管理する笹尾埋立処分場では、がれき類の埋め立てを行っています。 
また、本町の燃やせるごみの焼却残渣、燃やせないごみ・粗大ごみの破砕残渣

は南濃衛生施設利用事務組合、西南濃粗大廃棄物処理組合が管理する最終処分場
で埋立処分しています。 

 
表 3-7 最終処分場の概要（本町管理） 

項目 笹尾埋立処分場 
名称 関ケ原町笹尾埋立処分場 
所在地 不破郡関ケ原町大字藤下地内 
処理対象物 がれき類（安定品目） 
埋立面積 1,765 m2 
埋立容積 3,142 m3 
残余容量 1,836 m3 
埋立方式 その他埋立方式 

 

表 3-8 最終処分場の概要（本町管理外） 
項目 南濃衛生施設利用事務組合 西南濃粗大廃棄物処理組合 

名称 一般廃棄物最終処分場 一般廃棄物最終処分場（管理型） 
所在地 関ケ原町大字関ケ原字筑田地内 養老町有尾字下池地内 
処理対象物 焼却残渣 不燃物（破砕残渣） 
埋立面積 875 m2 10,100 m2 
埋立容量 7,610 m3 30,600 m3 
埋立方式 準好気性サンドイッチ方式 サンドイッチ方式 

主要設備 

・擁壁等流出防止設備 
・遮水工 
・浸出水集排水設備 
・雨水等集排水設備 

・浸出水処理設備 
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４ ごみ処理実績 
 

(1) ごみ排出区分の定義 
本計画におけるごみ排出区分の定義は、図 3-2 に示すとおりです。 
本計画では、住民及び事業者等によって排出される全ての一般廃棄物の量を「ご

み発生量」とします。 
しかし、生ごみ堆肥化等の自家処理、民間事業者による資源の回収、事業者独自

の資源回収・処理等については、実数として捉えることが困難なことから、これを
除いたものを「ごみ総排出量」とします。 

「ごみ総排出量」のうち、本町の家庭から排出されたものを「生活系ごみ」、事業
所等から排出されたごみを「事業系ごみ」とします。 

また、生活系ごみのうち、資源物と資源集団回収で集められた資源を除いた、処
理・処分が必要な燃やせるごみ及び燃やせないごみ等を「家庭系ごみ」とします。 

 

ご
み
発
生
量 

 
 

数値の把握が困難なもの 
（潜在ごみ） 

生ごみ堆肥化等の自家処理 
民間事業者による資源の回収や 
事業者の独自処理 

ご
み
総
排
出
量 

生
活
系
ご
み 

資源集団回収 集団回収により集められる資源 

資源物 
家庭から排出される収集または 
拠点回収で集める資源 

家
庭
系
ご
み 

燃やせるごみ 
燃やせないごみ等 

家庭から排出される資源物以外の 
処理・処分が必要なごみ 

事業系ごみ 事業所等から排出されるごみ 

 
図 3-2 ごみ排出区分の定義 
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(2) ごみ排出量・処理量の推移 
本町における過去 5 年間のごみ排出量、中間処理量、資源化量及び最終処分量の

推移は、表 3-9 に示すとおりです。 
また、令和６年度の一般廃棄物の処理状況フローは、図 3-3 に示すとおりです。 

 
表 3-9 ごみ排出量・処理量の推移 

 
 

単位 R2 R3 R4 R5 R6

日 365 365 365 366 365

人口 人 6,771 6,577 6,384 6,244 6,096

一般廃棄物排出量削減化率（R4年度比） % 5.2 -1.5 0.0 -5.3 -7.1 

1人1日当たりごみ総排出量 g/人･日 797.4 769.1 804.2 776.5 782.4

1人1日当たり家庭系ごみ排出量 g/人･日 459.0 451.9 458.2 435.8 434.8

1人1日当たりごみ焼却量 g/人･日 614.4 604.1 632.1 616.8 617.0

ごみ排出量 t/年 1970.7 1846.2 1873.8 1774.5 1741.0

生活系ごみ t/年 1427.0 1390.9 1372.2 1261.7 1254.6

可燃ごみ t/年 969.4 940.0 923.6 873.1 846.9

不燃・粗大ごみ t/年 164.9 144.8 144.1 122.9 120.5

埋立ごみ t/年 1.0 5.0 8.3 3.7 44.2

資源ごみ t/年 220.8 218.4 212.8 186.5 174.1

拠点回収（エコス） t/年 70.8 82.7 83.4 75.5 68.9

事業系ごみ t/年 464.7 389.4 435.4 459.2 437.0

可燃ごみ t/年 361.8 351.9 393.2 420.7 402.3

不燃・粗大ごみ t/年 102.9 37.5 42.2 38.5 34.6

集団回収 t/年 79.0 65.9 66.2 53.6 49.4

焼却処理量 t/年 1518.4 1450.3 1472.9 1409.5 1372.9

生活系可燃ごみ t/年 969.4 940.0 923.6 873.1 846.9

事業系可燃ごみ t/年 361.8 351.9 393.2 420.7 402.3

中間処理後の可燃物 t/年 187.2 158.3 156.0 115.7 123.7

分別処理量(ビニール・プラスチック） t/年 39.2 39.1 36.6 34.4 32.9

ベール重量 t/年 30.8 31.2 31.4 30.0 28.8

不適物量 t/年 8.4 7.9 5.2 4.4 4.1

不燃・粗大ごみ中間処理量 t/年 267.7 229.1 214.5 182.7 185.8

可燃残渣 t/年 178.8 150.4 150.9 111.3 119.5

不燃残渣 t/年 3.2 16.1 12.7 5.7 11.8

資源化物 t/年 85.8 62.6 51.0 65.7 54.5

資源化量 t/年 473.1 444.2 429.7 399.2 366.8

生活系資源ごみ － 不適物 t/年 212.4 210.5 207.7 182.1 170.0

拠点回収 t/年 70.8 82.7 83.4 75.5 68.9

集団回収 t/年 79.0 65.9 66.2 53.6 49.4

資源化量（焼却処理） t/年 25.2 22.5 21.5 22.3 24.0

資源化物（不燃・粗大ごみ中間処理） t/年 85.8 62.6 51.0 65.7 54.5

リサイクル率 ％ 24.0 24.1 22.9 22.5 21.1

最終処分量 t/年 109.3 121.0 130.8 116.1 166.6

生活系埋立ごみ t/年 1.0 5.0 8.3 3.7 44.2

最終処分量（焼却処理） t/年 105.1 99.9 109.9 106.7 110.7

不燃残渣（不燃・粗大ごみ中間処理） t/年 3.2 16.1 12.7 5.7 11.8

最終処分量削減率（令和４年度比） ％ -16.4 -7.5 0.0 -11.2 27.4

年間日数

中
間
処
理

資
源
化

最
終
処
分

項目
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図 3-3 一般廃棄物の処理状況フロー（令和６年度） 
 

  

人

ｔ/年

49 ｔ/年

22 ｔ/年

26 ｔ/年

1 ｔ/年

1 ｔ/年

ｔ/年 ｔ/年 ｔ/年 ｔ/年

ｔ/年 ｔ/年 ｔ/年 ｔ/年

ｔ/年 ｔ/年 ｔ/年

ｔ/年

ｔ/年

ｔ/年 120 ｔ/年

111 ｔ/年 24 ｔ/年 12 ｔ/年 55 ｔ/年 44 ｔ/年 ｔ/年

ｔ/年 ｔ/年

％ ％

※各値については、見通し表の各値の小数点以下を四捨五入したものであるため、合計値が一部異なる場合がある。
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ア ごみ総排出量 
ごみ総排出量の実績は図 3-4 に示すとおり、年々減少しています。 
令和 6 年度の 1 人 1 日当たりのごみ総排出量は 782ｇ/人･日であり、令和 2 年

度と比較して 1.9％減少しています。 
 

 
   図 3-4 ごみ総排出量の実績 

 
イ 家庭系ごみ排出量 

家庭系ごみ排出量の実績は図 3-5 に示すとおり、年々減少しています。 
令和 6 年度の 1 人 1 日当たりの家庭系ごみ排出量は 435ｇ/人･日であり、令和

2 年度と比較して 5.3％減少しています。 
 

 
   図 3-5 家庭系ごみ排出量の実績 
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ウ 事業系ごみ排出量 
事業系ごみ排出量の実績は図 3-6 に示すとおりであり、令和３年度に減少しま

したが、令和４年度以降は増加しています。 
令和 6 年度の事業系ごみ排出量は 437ｔであり、令和 2 年度と比較して 6.0％

減少しています。 
 

 
   図 3-6 事業系ごみ排出量の実績 

 
エ 資源化量及びリサイクル率 

資源化量の実績は図 3-7 に示すとおり、年々減少しています。 
令和 6 年度のリサイクル率は 21.1％であり、令和 2 年度と比較して 12.2％減

少しています。 
 

 
   図 3-7 資源化量及びリサイクル率の実績 
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オ 最終処分量 
最終処分量の実績は図 3-8 に示すとおり、年々増加しており、直接最終処分量

が大幅に増加しています。 
令和 6 年度の最終処分量は 167ｔであり、令和 2 年度と比較して 52.4％増加し

ています。 
※令和 6 年度の最終処分量 167ｔのうち 44ｔが火災による最終処分量となっています。 

 

 
   図 3-8 最終処分量の実績 

 
(3) 燃やせるごみの性状 

燃やせるごみのごみ質の経年変化（乾燥重量％）は表 3-10 に示すとおりであり、
紙・布類が最も多くなっています。 

排出段階の割合の推計（湿重量％）は、表 3-11 及び図 3-9 に示すとおりです。
排出段階では、ちゅう芥類※（生ごみ）が 36.6％と一番多く、次いで紙・布類が 27.7％、
ビニール・合成樹脂類が 20.7％と推計されます。 

 
  表 3-10 ごみ質の経年変化（乾燥重量％） 

項目 単位 R1 R2 R3 R4 R5 平均 
紙・布類 ％ 41.1 43.1 37.8 40.4 42.9 41.1 
ビニール・合成樹脂類 ％ 28.7 38.3 31.4 28.3 36.5 32.6 
木・竹・わら類 ％ 16.7 4.9 11.3 9.5 4.8 9.4 
ちゅう芥類（生ごみ） ％ 7.0 9.5 14.6 15.4 11.8 11.6 
不燃物 ％ 1.2 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 
その他 ％ 5.3 2.8 3.6 5.2 2.9 3.9 

資料： 南濃衛生施設利用事務組合 

 
※ちゅう芥類とは、家庭の台所や飲食店などの事業所から出てくる野菜くずや食べ物の残りを示します。 
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表 3-11 排出段階の割合の推計（湿重量％） 

項目 
乾物組成％ 

A 
固有水分％ 
（参考）B 

湿重量 
C=A/((100－B) 

÷100) 

湿重量％ 
D=C/C 合計 

紙・布類 41.1 7 44.1 27.7 
ビニール・合成樹脂類 32.6 1 33.0 20.7 
木・竹・わら類 9.4 35 14.5 9.1 
ちゅう芥類（生ごみ） 11.6 80 58.2 36.6 
不燃物  1.3 5 1.4 0.9 
その他 3.9 50 7.9 5.0 

合計 100 － 159.1 100.0 
参考：生ごみ資源化の調査結果 （平成 22 年度報告書 九州地方環境事務所） 

 
 

 
図 3-9 排出段階の割合の推計（湿重量％） 
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５ 前計画目標値の達成状況 
前計画で定めた目標値の達成状況は、表 3-12 に示すとおりです。 

 
表 3-12 前計画目標値の達成状況 

項目 
実績 目標値 目標 

達成状況 令和 6 年度 令和７年度 
1 人 1 日当たりのごみ総排出量 782ｇ/人・日 800ｇ/人・日以下 〇 

1 人 1 日当たりの家庭系ごみ排出量 435ｇ/人・日 400ｇ/人・日以下 × 

リサイクル率 21.1％ 26％を維持 × 

最終処分量 167ｔ/年※ 120ｔ/年を維持 × 
   ※うち 44ｔが火災による最終処分量です。 

【評価】 〇：目標達成は確実 △：目標達成の可能性あり ×：目標達成は困難 

 
(1) 1人 1日当たりごみ総排出量 

1 人 1 日当たりごみ総排出量の推移は、図 3-10 に示すとおりです。 
1 人 1 日当たりごみ総排出量は、変動があるものの横ばいに推移しており、令和

6 年度実績は 782ｇ/人・日となっています。 
令和 7 年度は同程度に推移すると考えられるため、目標の 800ｇ/人・日は達成す

る見込みです。 
 

 
    図 3-10 1 人 1 日当たりごみ総排出量の推移 
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(2) 1人 1日当たり家庭系ごみ排出量 
1 人 1 日当たり家庭系ごみ排出量の推移は図 3-11 に示すとおりです。 
1 人 1 日当たり家庭系ごみ排出量は年々増加していましたが、令和２年度以降は

減少しており、令和 6 年度実績は 435ｇ/人・日となっています。 
令和 7 年度は同程度に推移すると考えられるため、目標の 400ｇ/人・日は達成す

ることは困難な状況です。 
  

 
 図 3-11 1 人 1 日当たり家庭系ごみ排出量の推移 

 
(3) 資源化量及びリサイクル率 

資源化量及びリサイクル率の推移は、図 3-12 に示すとおりです。 
資源ごみ量及び集団回収量が年々減少しているため、令和６年度の資源化量は

367ｔ/年、リサイクル率は 21.1％となっており、リサイクル率の目標である 26％
は達成することは困難な状況です。 

  

 
  図 3-12 資源化量及びリサイクル率の推移 
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(4) 最終処分量 
最終処分量の推移は、図 3-13 に示すとおりです。 
最終処分量は 110ｔ～130ｔ程度で横ばいに推移していましたが、令和 6 年度の

直接最終処分量が大きく増加しています。これは、令和 6 年度の最終処分量 167ｔ
のうち 44ｔが火災により、最終処分量が増加したためです。 

令和 7 年度においては、令和５年度までと同様に 110ｔ～130ｔ程度で推移する
と考えられるため、目標の 120ｔ/年を達成することは確実とは言えず、状況次第で
は未達となる恐れもあります。 

 

 
     図 3-13 最終処分量の推移 
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６ 国及び県等の計画目標値との比較 
本町の実績値と、国の廃棄物処理法基本方針の目標値（以下「国の目標値」という。）

及び岐阜県の第 3 次岐阜県廃棄物処理計画における目標値（以下「県の目標値」とい
う。）の比較は、表 3-13 に示すとおりです。 

1 人 1 日当たり家庭系ごみ排出量については、国及び県の目標値を下回っています
が、一般廃棄物の排出量（令和４年度比）、１人１日当たりごみ焼却量、再生利用率及
び最終処分率は、国及び県の目標値を上回っています。 

 

 表 3-13 国及び岐阜県の目標値 

項目 
関ケ原町 国 岐阜県 

令和 6 年度 令和 12 年度 令和 12 年 

一般廃棄物の排出量 
令和４年度比 

7.1％削減 

令和４年度比 

約 9％削減  
－ 

1 人 1 日当たり家庭系ごみ排出量 435g/人･日 478g/人･日 595g/人･日 

１人１日当たりごみ焼却量 617g/人･日 580g/人･日 600g/人･日 

再生利用率 21.1％ 26% 26% 

最終処分量 
令和４年度比 
約 27％増加 

令和４年度比 
約 5％削減 

令和 5 年度比 
約 18％削減 
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７ ごみ処理の評価（県の実績値との比較） 
令和５年度の本町の実績値と県の実績値を比較・評価したごみ処理の状況は、 

表 3-14 及び図 3-14 に示すとおりです。 
レーダーチャートは、令和 5 年度における県の実績値を 100 とし、本町の評価値の

比率を表しています。100 よりも大きい値であると高評価になることから、レーダー
チャートの五角形の面積が大きいほど、ごみ処理が優れていることを表します。 

本町の評価値は、1 人１日当たりごみ総排出量、1 人１日当たり家庭系ごみ排出量
及びリサイクル率、最終処分率は県の実績値よりも良好な評価となっていますが、１
人当たりごみ処理費用は特に低くなっています。 

 
表 3-14 本町のごみ処理の評価（県との比較） 

項目 単位 関ケ原町 岐阜県 評価値 

1 人 1 日当たりごみ総排出量 g/人・日 791  828  104.5  

1 人 1 日当たり家庭系ごみ排出量 g/人・日 467  491  104.9  

リサイクル率 ％ 17.9  17.1  104.7  

最終処分率 ％ 6.6  7.8  115.7  

１人当たりごみ処理費用 円/人・日 29,747  16,202  16.4  

 
 

 
   図 3-14 本町のごみ処理の評価（県との比較） 
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８ ごみ処理費用 
本町のごみ処理費用は、表 3-15 に示すとおりです。 
ごみ処理費用（人件費、処理費、委託費）は、令和４年度までは横ばいに推移して

いましたが、令和５年度は増加しています。 
人口が年々減少しているため、１人当たりごみ処理費用は年々増加しています。 
 

  表 3-15 ごみ処理費用 
単位：千円 

項目 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 

人件費 一般職 6,894 6,963 7,001 6,908 3,171 

処理費 最終処分費 146 148 149 145 151 

委託費 収集運搬費 60,913 61,456 61,267 61,268 61,432 

  中間処理費 1,060 1,133 1,178 1,038 1,067 

  組合分担金 94,297 90,335 94,532 96,943 113,593 

合計（ごみ処理費用） 163,310 160,035 164,127 166,302 179,414 

人口 6,831 6,612 6,411 6,223 6,052 

１人当たりごみ処理費用 23,907 24,204 25,601 26,724 29,645 
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９ 前計画の施策の実施状況 
前計画の施策の実施状況は、表 3-16 に示すとおりです。 

 
 表 3-16 前計画の施策の実施状況 

施策 実施の状況 
燃 や せ な い ご
み・粗大ごみの
削減 

燃やせないごみの指定袋
の適正化を検討 

平成 31 年時点で変更しないと判断しました。 
今後も検討する必要があります。 

粗大ごみ収集の見直し 現状維持の状態です。 
今後も検討する必要があります。 

資源化の推進 ごみ分別カレンダーの作
成・全戸配布 

毎年配布している。今後も継続していきます。 
「さんあーる」の加盟やごみ分別辞典の作成
も検討しています。 

プラスチック製容器包装
の分別 

継続して実施しています。 
令和 11 年からは製品プラスチックも容リプ
ラと同様の袋で分別収集する予定です。 

生ごみ堆肥化の推進 現在、コンポスト 3,000 円、生ごみ処理機
15,000 円で実施しています。 
今後、補助金の拡大も検討しています。 

持ち去り行為へ
の対策 

条例改正による、持ち去り
行為の禁止 

取り締まりは困難ですが、対策は今後も検討
する必要があります。 

監視パトロールの実施 継続して実施します。 
集積場収集の見直し 継続して検討します。 

広報・啓発 ごみ処理費用やごみ処理
の方法についての広報 

広報に毎月記載しています。 
今後も継続します。 

ごみに関する学習機会の
提供 

コロナ禍で停止しました。 
今後再開する予定です。 

廃棄物減量化推進協議会
の開催 

コロナ禍で停止しました。 
令和７年度より再開します。 
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10 住民満足度（アンケート結果） 
 

(1) アンケート結果 
令和 7 年 8 月に実施した「家庭のごみと資源のアンケート」の結果の概要は、表

3-17～表 3-19 に示すとおりです。（送付数 500 通、回収 247 通、回収率 49.4％） 
本町の清潔さの満足度は 78.2％、ごみ収集の満足度は 72.9％と比較的高かったも

のの、収集回数について、夏場の臭い、おむつのごみがかさばる等を理由に、夏季
だけでも燃やせるごみは週 2 回回収してほしいと望む声が多くあがりました。 

なお、10 代を除き、若年層ほど 3R 実践の手間を負担に感じています。また、リ
チウムイオン電池や食品ロスに対する認知度は若年層で高く、高齢層で低い傾向が
あります。 

今後の町の取り組みとして、34.4％が収集回数の増加、32.0％が不法投棄防⽌対
策の強化、23.1％が啓発や環境教育、18.6％が情報提供を望む声が多く挙げられま
した。 

 
表 3-17 家庭のごみと資源のアンケート結果の概要（１） 

項目 アンケート結果の概要 
問１ 年齢、世帯人数、居住形態 

および住所 
50 代以上が 75％、2 人以下の世帯が 47.0％、地区に偏りは
ない 

問２ 街の清潔さ 78.2%が満足、16.2%が不満、5.7％が分からない 
問３ ごみの収集 

（収集回数や分別区分など） 
72.9%が満足、24.7％が不満、2.4％が分からない 

問４ ごみの収集日や収集方法 
（収集所、分別ルールなど） 

89.5％が理解、10.1％が分かりにくい、0.4％が理解していな
い 

問５ ごみの収集所 
（ごみ置き場） 

61.1%は特に問題ないが、11.3％はカラスや猫による被害が
ある、8.1％は集積所がせまい 

問６ 町のごみの処理に関する情
報公開や提供 

75.7%が満足、9.3%が不満、15.0％が分からない 

問７ 町の 3R の取り組み 64.3%が満足、9.7%が不満、25.9％が分からない 
問８ ecos（エコス）への資源物の

持ち込み 
38.1％が利用、22.7％が知らない、26.3％が持ち込むほど量
がでない、10.9％は場所が分かりにくい 

問９ リデュース（ごみの発生抑
制）の取り組み 

72.1%がマイバッグやマイボトルを利用、59.5％が詰め替え
製品を選択、50.6％が生ごみの水切りを実施、38.1％が必要
なものだけ購入、レジ袋を断る 

問 10 リユース（再利用）の取り
組み 

38.1％がリターナブル容器を選択、36.8％がフリーマーケッ
ト等を利用 

問 11 リサイクル（再資源化）の
取り組み 

86.6％が町のルールに従って分別、55.5％が家電の買い替え
時に引き取り依頼、43.7％が店頭や無料回収所を使用、
42.5％が集団回収に協力 
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表 3-18 家庭のごみと資源のアンケート結果の概要（２） 
項目 アンケート結果の概要 

問 12 3R に取り組む上で
困難な理由 

36.4％が特に困難な理由はない、20.6％が手間や時間がかかる、
19.4％が具体的な方法が分からない。 
① 10 代を除き若年層ほど「⼿間や時間がかかる」と回答 

問 13 資源ごみの分別 ② 分別率 
・ペットボトル・缶・びん: 96.8% 
・紙類（雑誌・ダンボール）: 93.5% 
・有害ごみ: 93.1% 
・新聞紙・布類: 92.3% 
・プラスチック製容器包装: 88.7% 
・発泡スチロール: 86.6% 
・小型家電: 84.6% 

③ 分別をしない理由（課題） 
 ・プラ容器包装：汚れを落とすのがめんどう 
 ・新聞紙・布類：ひもで縛ったり等が手間 
 ・小型家電：収集場所まで持っていくのが手間 
 ・発泡スチロール：分別するほど量が出ないから 

問 14 リチウムイオン電池
の危険性 

85.9%が分別実施、11.4％が危険性を認知していない。 
50 代以上になると「知らないし分別もしていない」⽅が現れてくる 

問 15 ⾷品ロス 96.9%が知っている、6.1%が知らない 
10 代から 30 代の⽅は「⾷品ロス」を認知しているが、40 代以上
の世代では認知していない方が現れる 

問 16 ⾷品を捨てる理由 61.9％が痛んでしまった、46.6％が消費期限切れ 
28.3％が賞味期限切れ、19.4％が食べ残し 

問 17 食品ロス対策 69.6％が賞味期限や消費期限を意識して使う、65.2％が必要な分だ
け購⼊、50.6％が買い物前に冷蔵庫の中身を確認 

問 18 脱炭素の取り組み 85.4％がマイバック等の利用、47.8％が食品ロスの削減、36.8％が省
エネ、ごみの削減やリサイクル 

問 19 脱炭素の取り組みを 
進める必要な情報 

67.6％が家庭で出来る取り組みの⼀覧、41.3％が具体的な省エネ⾏
動の紹介、25.9％が効果のイメージ、21.9％が脱炭素に貢献できるエ
コ商品 

問 20 町が⼒をいれるべき
こと 

34.4％が収集回数の増加、32.0％が不法投棄防⽌対策の強化、23.1％
が啓発や環境教育、18.6％が情報提供 

問 21 ブルーリバー作戦の
認知度 

20.6％が知っている、27.5％があまり知らない、51.8％が全く知らな
い 

問 22 家庭の⽣活排⽔対策 76.5％が⾷⽤油を流さない、70.0％は調理くずなどが流れないよう
にする、42.5％はふき取ってから洗う、40.5％は洗剤等を適量使う 
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表 3-19 自由回答の意見 
項目 自由回答の概要 

収集回数 ・夏場の臭い、おむつのごみがかさばる等を理由に、夏季だけでも燃
えるごみの週 2 回回収してほしいと望む声が多い。 

・ペットボトル、缶が収集所にあふれかえる、粗大ごみが年４回では
少なく、回収回数を増やしてほしい。 

分別方法と情報提供 ・分別に迷うことが多いので、最新の「分別辞典」を発行してほしい。 
・特に「プラスチックごみ」の分別で、どこまで洗えばよいか悩む。 
・リチウムイオン電池、塗料缶、ライターなど処理が難しいごみの捨

て方を明確にしてほしい。 
不法投棄・マナー違反 ・粗大ごみを無断で持ち去る業者への対策が必要。 

・国道沿いや駐車場でのポイ捨てが目立つ。 
粗大ごみの戸別回収 ・高齢者などのために戸別回収を求める声がある。 
ごみ収集所・回収場所 ・カラス対策としてネットより柵を望む意見がある。 

・小型家電や使用済み電池の回収場所を増やしてほしい。 

 
 

(2) 住⺠満⾜度指標 
「市町村における循環型社会づくりに向けた⼀般廃棄物処理システムの指針（環

境省・平成 25 年 4 ⽉）」に⽰されているアンケート調査項⽬について、回答の総
合得点により住⺠満⾜度評価の結果は、表 3-20 に示すとおりです。 

4 問の平均得点による総合評価は 3.9 点となり、平均 3 点を⼤幅に上回り良好
な結果でした。 

しかしながら、取り組みにおける「わからない」の有効回答数に対する割合が 3.5 
割程度と、認知度が低い状態となっています。 

住⺠にとって、より⼀層わかりやすい取り組みの実施を検討する必要があると考
えます。 

 
表 3-20 住⺠満⾜度評価 

項目 満足 
やや 
満足 

やや 
不満 

不満 
わから
ない 

総回 
答数 

有効回
答数 

得点 平均点 

取り組み 51 108 16 8 64 247 183 727 4.0 

収集 80 100 37 24 6 247 241 898 3.7 

清潔さ 74 119 36 4 14 247 233 922 4.0 

情報公開 71 116 19 4 37 247 210 861 4.1 

 総合評価 3.9 
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11 ごみ処理の課題の抽出 
ごみ処理の現状や国の方向性から抽出した課題は表 3-21 に示すとおりです。 
国や県の動向により、プラスチックごみ削減及び食品廃棄物削減の推進等が求めら

れており、国及び県等の計画目標値との比較から、一般廃棄物の排出量（令和４年度
比）の削減、１人１日当たりごみ焼却量の削減、再生利用率の向上及び最終処分率の
削減に対する対策等が必要であると考えます。 

また、住民アンケート結果より、今後の町の取り組みとして、収集回数の増加や不
法投棄防止対策、分別徹底の啓発等が求められています。 

 
表 3-21 ごみ処理の現状や国の方向性から抽出した課題 

項目 内容 

国の動向 

〇プラスチックの資源循環 
〇金属リサイクル処理量の倍増 
〇廃棄物等バイオマスの利活用 
〇サステイナブルファッションの推進 
〇食品ロス削減等による資源の活用 
〇使用済製品等のリユース 
〇紙おむつの再生利用等の普及促進 

県の動向 
〇プラスチックごみ削減の推進 
〇食品廃棄物削減の推進  
〇各主体との連携強化  

ごみ実績 

〇家庭系ごみ、事業系ごみの削減 
〇資源化率の向上 
〇直接最終処分量の削減 
〇燃やせるごみのちゅう芥類（生ごみの削減） 

国等の目標との比較 
ごみ処理の評価 
ごみ処理経費 

〇一般廃棄物の排出量（令和４年度比）、１人１日当たりごみ焼却量、
再生利用率及び最終処分率は、現在、国及び県の目標値を上回っている 
〇県と比較し、１人当たりごみ処理費用が特に高い 
〇人口減少のため、１人当たりごみ処理費用が年々増加 

住民アンケート結果 

〇燃やせるごみの収集回数（週１回）の不足 
〇粗大ごみ等の不法な持ち去り対策 
〇ごみ収集所の管理と環境の改善 
〇不法投棄防止対策の強化 
〇高齢者等のための粗大ごみの戸別回収 
〇最新の「ごみ分別辞典」の発行 
〇資源回収施設「ecos」の認知度不足 
〇リチウムイオン電池や食品ロスに対する認知度は若年層で高く、高齢

層で低い傾向がある 
〇10 代を除き、若年層ほど 3R 実践の手間を負担に感じている 
〇食品ロスの原因の約６割が痛み、約５割が消費期限切れ 
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１ 基本理念 

私たちは現在、気候変動、生物多様性の損失、資源制約・汚染という「環境の 3 つ
の危機」に直面しており、経済社会システムの変革を通じた「脱炭素社会・循環共生
型社会」の実現が急務です。 

現在、ごみ減量は、ごみの発生を前提として、分別の徹底による再商品化（資源化）
を基本としたリサイクリングエコノミーとして取り組まれていますが、本来、原材料
から製品を販売するまでのシステムの中で行われるべきです。 

これまでの、リニアエコノミー（線形経済）やリサイクリングエコノミーを再設計
し、製品と資源の価値を可能な限り長く保全・維持し、廃棄物（食品ロス）の発生を
最小化した経済を指すサーキュラーエコノミー（循環経済）への移行を目指すことが
重要です。 

そして、廃棄物（食品ロス）の減量化を通じて、処理に伴い発生する温室効果ガス
の削減、並びにＳＤＧｓの目標達成につなげていく必要があります。 

そこで、本町では、「関ケ原町総合計画」おいて掲げられた「安全・安心に暮らせる
まちづくり」をこの計画の基本理念とし、「脱炭素社会・循環共生型社会」の実現に向
けて、廃棄物（食品ロス）等の発生を抑制し、有益な廃棄物（食品ロス）は資源化し
て活用することで環境への負荷をできる限り減らす社会の形成を目指します。 

また、住民や事業者への啓発活動を推進しながら、不法投棄の防止等、ごみ処理・
リサイクル体制の充実に取り組んでいきます。 

   
図 4-1 サーキュラーエコノミー（循環経済）への移行 

廃棄物

消費

生産

原料
原料

生産

消費

リサイクル

サーキュラーエコノミー
(循環経済）

製品と資源の価値を可能な
限り長く保全・維持し、廃棄物

の発生を最小化した経済

リサイクリング
エコノミー

廃棄物の発生を前提に
再商品化（資源化）

廃棄物

消費

生産

原料

リサイクル

リニアエコノミー
（線形経済）

大量生産、大量消費、大量
廃棄の一方通行な経済

第４章 ごみ処理基本計画 
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２ 基本方針及びごみ減量化・資源化（食品ロス削減）の施策 
現代の子どもたちが主役となる次世代を見据え、未来に良好な生活環境を引き継ぎ、

「脱炭素社会・循環共生型社会」を実現するために、住民・事業者・行政がそれぞれ
の役割と責任を果たし、地域の実情を踏まえた施策の推進が求められています。 

基本理念の実現のため、「３R の実践」、「住民・事業者・行政の協働」、「廃棄物の適
正処理」の 3 つの基本方針のもと、それぞれの施策を実行します。 

 
(1)  ３Ｒの実践 

製品と資源の価値を可能な限り長く保全・維持し、廃棄物の発生を最小化するた
めに、住民、事業者、行政におけるリデュース（減らす）、リユース（再使用する）、
リサイクル（再生する）の３Ｒの実践を推進します。 

家庭や事業所のそれぞれのニーズや実情に合わせて、「食品ロス削減」、「廃プラス
チック削減」、「紙・布・木・竹等の削減」に向けて取り組む３Ｒの実践は、表4-1～
表4-3に示すとおりです。 

また、３Rの実践を通じて、循環型社会の形成に努め、環境負荷の低減を図り、廃
棄物（食品ロス）の処理に伴い発生する温室効果ガスの削減につなげます。 

 
表4-1 食品ロスの削減に向けた３Ｒの実践 

項目 具体的な内容 
リデュース 
（減らす） 

・「ぎふ食べきり運動」（岐阜県）に協力します。 
・飲食店などで、食べきれないような過剰なサービスを断ります。 
・外食時には、食べきれる量だけを注文します。 
・不要な試供品や景品はもらわないようにします。 
・買い物に行く前に冷蔵庫の中身を確認し、必要な分だけを購入します。 
・期限が近いものから消費するなど、賞味期限・消費期限を意識します。 
・生ごみの水切りの徹底や、生ごみ乾燥機を使用して、ごみを減量します。 

リユース 
（再利用する） 

・廃食用油を再生利用します。 

リサイクル 
（再生する） 

・生ごみをたい肥化して、家庭菜園用の土や肥料として利用します。 
 

 

 

【参考】水分量を減らして、ごみ減量に第一歩 
食べ残しなど生ごみ(ちゅう芥類)の約80％は水分です。 

生ごみの水切りの徹底や、生ごみ乾燥機を使用して水分 

   量を減らすことで、ごみを減量することができます。 
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表4-2 廃プラスチックの削減に向けた３Ｒの実践 
項目 具体的な内容 

リデュース 
（減らす） 

・プラスチックによる過剰包装を断ります。 
・スプーン、ストロー、試供品や景品などの不要なプラスチックはもらわ

ないようにします。 
・マイバッグを活用して、レジ袋を断ります。 
・マイボトルを活用し、ペットボトルや缶入り飲料の利用を減らします。 
・詰め替えできる商品を選び、プラスチック容器の消費を減らします。 

リユース 
（再利用する） 

・何度でも洗って使えるリターナブル容器に入った商品を選びます。 
・空になったプラスチック製の容器を、保存容器や小物入れとして再利用

します。 
・すぐに捨てるのではなく、修理して長く使い続けます。 
・不要なものは人に譲ったり、インターネットやリユースショップを活用

します。 
リサイクル 
（再生する） 

・ルールに従って正しい分別を徹底し、資源回収や拠点回収等へ出します。 
・リサイクル商品など、環境に優しい品物を選びます。 

 

 

表4-3 紙、布、木・竹等の削減に向けた３Rの実践 
項目 具体的な内容 

リデュース 
（減らす） 

・紙、布等の過剰包装を断ります。 
・不必要なチラシ、不要な試供品や景品などは受け取らないようにします。 
・本当に必要な紙製品・布製品だけを購入します。 
・修理しながら長く使うことを前提に選びます。 
・使い捨てとなる割りばしや紙コップは使用を控え、「マイはし」や「マイ

カップ」を利用します。 
・印刷を極力減らし、両面印刷や裏紙の利用を徹底します。 
・ペーパーレス化を進め、データの電子化を心がけます。 
・オンラインで完結できる場合は、紙の書類や明細書を断ります。 

リユース 
（再利用する） 

・不要になったコピー用紙をメモ帳として使います。 
・不要になった新聞紙、段ボール、布類などを梱包材等に再利用します。 
・着なくなった服を雑巾等として再利用します。 
・修理するなど手を加え、長く大切に使います。 
・不要になったものは誰かに譲るなどして、ごみになるのを防ぎます。 
・インターネットやリサイクルショップ等を活用します。 

リサイクル 
（再生する） 

・新聞、雑誌、段ボール、古布などを正しく分別し、資源ごみとして出り
たり、回収ルートに乗せます。 

・リサイクルに積極的な店舗を利用します。 
・木製品などを、建材や紙の原料等に再生します。 
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【参考】ぎふ食べきり運動（岐阜県） 

食品の製造や調理過程で生じる残さ、食品の流通過程や消費段階で生じる売れ残りや食べ残し、各
家庭から排出される調理くずや食べ残しなどの「食品廃棄物」のうち、まだ食べられるのに廃棄され
てしまう食品のことを「食品ロス」といいます。 

令和5年度の食品ロス発生量は464万ｔと推計され、国民一人当たり1日でお茶わん約1杯分(約
102g)、1年で37kgの食品が捨てられていることになります。また、食品ロスによる経済損失は約４兆
円、温室効果ガス排出量として約 1,050 万ｔ-CO2 に相当します。 

岐阜県では、この食品ロスを削減するため「ぎふ食べきり運動」を推進しています。 
 
〇 家庭でできる食品ロス対策 

在庫管理 冷蔵庫などにある食品の在庫を適切に管理して、食品を使いきる。 
買い物 食品を買うときは食べられる分だけ買うなど、計画的な買い物をする。 
調理後 生ごみを捨てるときは水気を切ってごみの量を減らしたり、堆肥化して

活用する。 
保存 消費期限や賞味期限を正しく理解する。 

 
〇 外食するときにできる食品ロス対策 

注文時 小盛りメニューを上手に活用して、自分で食べきれる量を注文する。 
食べ放題の時 食べ放題のお店では、食べきれる量を皿に盛って食べ残しをしないよう

にする。 
食べきれない時 食べ残したものを持ち帰ることができる場合、持ち帰りは自己責任の範

囲で行う。食中毒に十分注意して、できるだけ速やかに再加熱するなど
安全な状態のものを食べる。 

          
〇「30・10運動」 宴会での食べ残し(食品ロス)を減らすための取り組みです。 

乾杯後30分間 席を立たずに料理を楽しみ、食べましょう。 

お開き前10分間 自分の席に戻り、残った料理をしっかり食べきりましょう。 

 

     

【参考】フードドライブ（岐阜県） 
   フードドライブとは、ご家庭で使いきれない未利用食品を集めて、食品を必要としている地域のフ

ードバンク等の生活困窮者支援団体、子ども食堂、福祉施設等に寄付する活動のことです。 

最近では、公共施設だけではなく、学校、企業、イベント会場、スーパー等、私たちの生活の身

近な場所でも実施されています。 

フードドライブの取組みは、食料支援が必要な方への支援だけではなく、ご家庭から出る食品ロ

ス（本来なら食べられるのに廃棄される食品）の削減にも繋がる取り組みです。 

岐阜県では、県内のフードドライブの活性化のため、普及促進に取組んでいます。 
 
〇 岐阜県フードドライブ実施マニュアルの配布 

〇 必要備品（のぼり、啓発用パネルなど）の貸出し 

〇 県内のフードドライブの情報を「ぎふ食べきり運動【岐阜県公式】」インスタグラムで投稿 
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(2) 住民・事業者・行政の協働 
住民、事業者と本町の協働により、減量化・資源化を推進するための仕組みの構

築等を進め、ごみの減量化、分別の徹底及び資源化の促進を図ります。 
また、減量化・資源化に対する認知度や意識の違い等を考慮し、住民や事業者の

ニーズにマッチするように、情報提供の多様化やその充実を図ります。 
人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイ

ルに関する情報と意識を持つように、積極的な協力を促進します。 
住民・事業者・行政の協働による具体的な施策は、表4-4に示すとおりです。 

  
表4-4 住民・事業者・行政の協働による具体的な施策 

項目 具体的な内容 
ごみ収集・資源回収拠点・
施設等の利便性の向上 

・ごみ収集所や回収拠点の管理と環境の改善を図ります。 
・資源回収施設「ecos」や資源回収拠点の住民や事業者による利便

性の向上を図り、広く情報提供する方法等について検討します。 
高齢者等のための粗大 
ごみの戸別回収 

・高齢者等のための粗大ごみの戸別回収について検討します。 

製品プラスチックの分別・
再生利用の推進 

・製品プラスチックの分別を令和11年度より実施し、プラスチッ
ク類の再生利用を推進します。 

事業者のごみ減量・資源
化、適正処理の指導 

・事業者に対して、継続的にごみ減量化、資源化や適正処理の指導
を実施します。 

ごみに関する情報提供 ・リチウムイオン電池、塗料缶、ライターなど処理が難しいごみの
捨て方を明確にし、情報提供方法としてごみ分別アプリ「さんあ
ーる」の加盟を検討します。 

・食品ロス削減やプラスチック類削減等の３Rの実践について、広
く啓発する方法等を検討します。 

環境教育、体制の充実 ・子供から大人まで幅広い世代を対象にごみに関する学習機会を
提供します。 

・廃棄物減量化推進協議会を開催します。 
 

 【お願い】リチウムイオン電池は、小型家電として適切に分別してください！ 
   ごみ処理施設には、毎日たくさんのごみが収集され持ち込まれます。その中には、施設では燃や

せないものやリサイクルできないものも多くあり、分別等に大変苦慮しています。 
近年、特に問題になっているものに「リチウムイオン電池又はリチウムイオン電池使用製品」が

あります。リチウムイオン電池を「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」「プラスチック製容器包装」
のごみ袋に入れると、収集・運搬時や施設での処理中に火災の原因になります。 

リチウムイオン電池の危険性について理解いただき、ごみ袋に危険なものを混ぜないよう、事故
防止に協力をお願いします。 

  
＜家庭のごみと資源のアンケート結果より：リチウムイオン電池の危険性について＞ 
〇 85.9%が分別を実施しているが、11.4％が危険性を認知していない。 
〇 50 代以上になると「知らないし、分別もしていない」⽅が現れてくる。 
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(3) 廃棄物の適正処理 
大規模災害への備え、人口減少など、著しい社会経済情勢の変化にも対応できる

よう、地球環境保全及び生活環境保全の推進や、環境衛生の向上、コスト削減等に
留意した収集、処理体制の維持に努めます。 

粗大ごみ等の持ち去り行為への対策や不法投棄の防止等を強化します。 
また、安定した処理ができるよう、適切な施設整備及び施設管理を推進します。 
廃棄物の適正処理の具体的な施策は、表4-5に示すとおりです。 

 
表4-5 廃棄物の適正処理の具体的な施策 

項目 具体的な内容 
不法投棄の監視・指導 ・ごみの適正処理について、住民及び事業者に啓発を行います。 

・ごみステーションでの粗大ごみや資源物等を持ち去る行為に
ついて、警察機関や地域住民と連携を図って対応します。 

・不法投棄を抑制するため、継続的に職員によるパトロールを
実施します。 

収集回数の見直し・収集運搬
体制の効率化 

・ごみの排出量、減量化・資源化の状況を踏まえて、燃やせる
ごみや資源ごみ等の適正な収集回数を検討します。 

・住民のニーズや今後の社会状勢の変化に合わせ、環境・衛生
面、経済面に留意した収集運搬体制の効率化に向けて検討し
ます。 

組合による計画的・効率的な
処理施設の整備・維持管理の
推進 

・組合による計画的かつ効果的な修繕や更新、維持管理を推進
し、処理施設の長寿命化を図ります。 

町の最終処分場の延命化 ・埋立処分量の減量に努め、本町保有の最終処分場の延命化を
図ります。 

災害廃棄物処理の体制整備 ・災害廃棄物処理計画に基づき、災害廃棄物の収集運搬体制や
処理体制の整備に努めます。 
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(4)  施策のスケジュール 
施策のスケジュールは、表 4-6 に示すとおりです。 

 
表 4-6 施策のスケジュール 

基本 
方針 

施策 
Ｒ
７ 

Ｒ
8 

Ｒ
9 

Ｒ
10 

Ｒ
11 

Ｒ
12 

Ｒ
13 

Ｒ
14 

Ｒ
15 

Ｒ
16 

Ｒ
17 

３
Ｒ
の
実
践 

食品ロスの削減に向けた３Ｒ
の実践 

           

廃プラスチックの削減に向け
た３Ｒの実践 

           

紙、布、木・竹等の削減に向
けた３R の実践 

           

住
民
・
事
業
者
・
行
政
の
協
働 

ごみ収集・資源回収拠点・施
設等の利便性の向上 

           

高齢者等のための粗大ごみの
戸別回収 

           

製品プラスチックの分別・再
生利用の推進 

           

事業者のごみ減量・資源化、
適正処理の指導 

           

ごみに関する情報提供 
           

環境教育、体制の充実 
           

廃
棄
物
の
適
正
処
理 

不法投棄の監視・指導 
           

収集回数の見直し・収集運搬
体制の効率化 

           

組合による計画的・効率的な
整備・維持管理の推進 

           

町の最終処分場の延命化 
           

災害廃棄物処理の体制整備 
           

 
 
 

  

強化・継続実施 

強化・継続実施 

強化・継続実施 

強化・継続実施 

強化・継続実施 

強化・継続実施 

強化・継続実施 

強化・継続実施 

強化・継続実施 

強化・継続実施 

強化・継続実施 

強化・継続実施 

強化・継続実施 

検討 分別収集の実施 
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３ ごみ排出量・処理量の見込み 
生活系可燃ごみ及び事業系可燃ごみの減量化・資源化の施策による削減効果は、表

4-7に示すとおりです。 
また、ごみ排出量・処理量の将来予測は表4-8に、令和17年度の施策後の一般廃棄物

の処理状況フローは、図4-2に示すとおりです。 
一般廃棄物排出削減率（令和4年度比）について、令和17年度において施策前は

23.3％削減と予測されますが、施策後はごみ減量化・資源化の施策によってさらに減
少し、34.0％削減と予測されます。 

また、リサイクル率について、令和17年度において施策前は17.5％と予測されます
が、施策後はごみ減量化・資源化の施策によって年々増加し、22.0％と予測されます。 

 
 

  表4-7 可燃ごみのごみ減量化・資源化の施策による削減効果 
項目 施策 令和 12 年度 令和 17 年度 

生活系 
可燃ごみ 

食品ロスの削減に向けた３Ｒの実践等 7.4%削減 14.6%削減 

プラスチックに向けた３Ｒの実践、 
製品プラスチックの分別等 

2.8%削減 5.5%削減 

紙・布に向けた３Ｒの実践等 2.1%削減 4.1%削減 

合計 12.3%削減 24.2%削減 

事業系 
可燃ごみ 

事業系ごみ削減に向けた３R の実践、
減量化・資源化、適正処理の指導等 

7.5%削減 15.0%削減 
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表4-8 ごみ排出量・処理量の将来予測 

 
 
 
 
 
 
 
 

現状

R6 R12 R17 R12 R17

人口 人 6,096 5,438 4,965 5,438 4,965

一般廃棄物排出量削減化率（R4年度比） % -7.1 -17.9 -23.3 -23.7 -34.0 

1人1日当たりごみ総排出量 g/人･日 782 775 791 720 681

1人1日当たり家庭系ごみ排出量 g/人･日 435 434 433 387 340

1人1日当たりごみ焼却量 g/人･日 617 635 656 574 532

ごみ排出量 t/年 1,740.96 1,537.76 1,438.09 1,430.00 1,237.21

生活系ごみ t/年 1,254.57 1,051.66 955.76 974.18 815.61

可燃ごみ t/年 846.87 759.58 697.27 666.15 528.53

不燃・粗大ごみ t/年 120.51 101.17 89.47 101.17 89.47

埋立ごみ t/年 44.20 7.37 6.93 7.37 6.93

資源ごみ t/年 174.10 136.55 121.21 152.50 149.80

拠点回収（エコス） t/年 68.89 46.99 40.88 46.99 40.88

事業系ごみ t/年 436.95 440.79 442.24 410.51 381.51

可燃ごみ t/年 402.33 403.77 404.89 373.49 344.16

不燃・粗大ごみ t/年 34.62 37.02 37.35 37.02 37.35

集団回収 t/年 49.44 45.31 40.09 45.31 40.09

焼却処理量 t/年 1,372.85 1,261.34 1,192.08 1,140.22 967.26

生活系可燃ごみ t/年 846.87 759.58 697.27 666.15 528.53

事業系可燃ごみ t/年 402.33 403.77 404.89 373.49 344.16

中間処理後の可燃物 t/年 123.65 97.99 89.92 100.58 94.57

分別処理量(ビニール・プラスチック） t/年 32.91 25.57 23.41 41.52 52.00

ベール重量 t/年 28.77 21.41 19.60 34.77 43.54

不適物量 t/年 4.14 4.16 3.81 6.75 8.46

不燃・粗大ごみ中間処理量 t/年 185.81 138.19 126.82 138.19 126.82

可燃残渣 t/年 119.51 93.83 86.11 93.83 86.11

不燃残渣 t/年 11.78 6.52 5.99 6.52 5.99

資源化物 t/年 54.52 37.84 34.72 37.84 34.72

資源化量 t/年 366.84 282.71 252.17 294.13 272.51

生活系資源ごみ － 不適物 t/年 169.96 132.39 117.40 145.75 141.34

拠点回収 t/年 68.89 46.99 40.88 46.99 40.88

集団回収 t/年 49.44 45.31 40.09 45.31 40.09

資源化量（焼却処理） t/年 24.03 20.18 19.08 18.24 15.48

資源化物（不燃・粗大ごみ中間処理） t/年 54.52 37.84 34.72 37.84 34.72

リサイクル率 ％ 21.1 18.4 17.5 20.6 22.0

最終処分量 t/年 166.63 106.97 100.89 98.04 84.31

生活系埋立ごみ t/年 44.20 7.37 6.93 7.37 6.93

最終処分量（焼却処理） t/年 110.65 93.08 87.97 84.15 71.39

不燃残渣（不燃・粗大ごみ中間処理） t/年 11.78 6.52 5.99 6.52 5.99

最終処分量削減率（令和４年度比） ％ 27.4 -18.2 -22.9 -25.1 -35.6 

資
源
化

最
終
処
分

施策前 施策後
項目 単位

中
間
処
理
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図4-2 施策後の一般廃棄物の処理状況フロー（令和17年度） 
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※各値については、見通し表の各値の小数点以下を四捨五入したものであるため、合計値が一部異なる場合がある。
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127
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焼却施設 可燃残渣 8

-35.6 リサイクル率 22.0
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191計

缶類
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布類
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ア 一般廃棄物排出量削減率（令和4年度比）の将来予測 
一般廃棄物排出量削減率（令和 4 年度比）の将来予測は、図 4-3 に示すとおり

であり、人口減少に伴って減少すると予測されます。 
令和 17 年度において、施策前は 23.3％削減と予測されますが、施策後はごみ

減量化・資源化の施策によってさらに減少し、34.0％削減と予測されます。 
  

 
    図 4-3 一般廃棄物排出量削減率の将来予測 

 
イ 1人1日当たりごみ総排出量の将来予測 

一般廃棄物排出量削減率の将来予測は、図 4-4 に示すとおりであり、人口減少
に伴ってごみ総排出量は減少すると予測されます。 

施策前の 1 人 1 日当たりごみ総排出量は、ほぼ横ばいに推移すると予測されま
すが、施策後は、ごみ減量化・資源化の施策によって減少し、令和 17 年度は 681
ｇ/人・日と予測されます。 

  

 
    図 4-4 1 人 1 日当たりごみ総排出量の将来予測 
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ウ 1人1日当たりごみ焼却量の将来予測 
1 人 1 日当たりごみ焼却量の将来予測は、図 4-5 に示すとおりであり、人口減

少に伴って生活系可燃ごみ量は減少すると予測されます。 
施策前の 1 人 1 日当たりごみ焼却量は年々増加すると予測されますが、施策後

は、ごみ減量化・資源化の施策によって減少し、令和 17 年度は 532ｇ/人・日と
予測されます。 

  

 
    図 4-5 1 人 1 日当たりごみ焼却量の将来予測 

 
エ リサイクル率の将来予測 

資源化量及びリサイクル率の将来予測は、図 4-6 に示すとおりです。 
施策前のリサイクル率は年々減少すると予測されますが、施策後はごみ減量

化・資源化の施策によって年々増加し、令和 17 年度は 22.0％と予測されます。 
  

 
    図 4-6 資源化量及びリサイクル率の将来予測 
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オ 最終処分量削減率（令和4年度比）の将来予測 
最終処分量削減率（令和 4 年度比）の将来予測は、図 4-7 に示すとおりであり、

年々減少すると予測されます。 
令和 17 年度において、施策前は 22.9％削減と予測されますが、施策後はごみ

減量化・資源化の施策によってさらに減少し、35.6％削減と予測されます。 
   

 
    図 4-7 最終処分量削減率（令和 4 年度比）の将来予測 
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４ ごみ処理の目標値 
 

(1)  本町の現状と国の目標値 
本町の現状と廃棄物処理法基本方針に掲げられた国の目標値の比較は、表4-9に示

すとおりです。 
本町の1人1日当たり家庭系ごみ排出量は国の目標値を達成していますが、その他

の項目は国の目標値は未達です。 
 

 表 4-9 国の目標値 

項目 
町の現状 国の目標値 

令和 6 年度 令和 12 年度 

一般廃棄物の排出量 
令和 4 年度比 

7.1％削減 
令和 4 年度比 

約 9％削減 
1 人 1 日当たり家庭系ごみ排出量 435ｇ 約 478ｇ 

1 人 1 日当たりごみ焼却量 617ｇ 約 580g 

再生利用率（リサイクル率） 21.1％ 約 26％ 

最終処分量 
令和 4 年度比 

27.4％増加 
令和４年度比 
約５％削減 

 
(2) 本計画の目標値の設定 

本計画の目標値は表 4-10 に示すとおりです。 
前計画の目標値である「1 人 1 日当たりごみ総排出量」に加えて、現状において

国の目標値が未達である「一般廃棄物排出量削減率（令和４年度比）」、「1 人 1 日当
たりごみ焼却量」、「リサイクル率」及び「最終処分量削減率（令和４年度比）」の 4
項目を加えた 5 項目とします。 

 
表 4-10 本計画の目標値 

項目 
現状 中間目標年度 最終目標年度 

令和 6 年度 令和 12 年度 令和 17 年度 

一般廃棄物排出量削減率（令和 4 年度比） 7.1％削減 23.7 ％削減 34.0％削減 

1 人 1 日当たりごみ総排出量 782g/人･日 720g/人･日 681g/人･日 

1 人 1 日当たりごみ焼却量 617g/人･日 574g/人･日 532g/人･日 

リサイクル率 21.1 ％  20.6％以上 22.0 ％以上 

最終処分量削減率（令和４年度比） 27.4％増加 25.1％削減 35.6％削減 
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ア 一般廃棄物排出量削減率（令和4年度比） 
施策前の一般廃棄物排出量削減率（令和4年度比）の将来予測は、令和12年に

17.9％削減、令和17年に23.3％削減と予測され、国の目標値である「令和12年度
に令和4年度比約9％削減」は十分に達成できると予測されます。 

本計画ではごみ減量化・資源化等の施策によってさらなる削減を目指し、令和
12年度に23.7%削減、令和17年度に34.0％削減を目標値と定めます。 

 
 
 
 
 
 

イ 1人1日当たりごみ総排出量 
施策前の1人1日当たりごみ総排出量の将来予測は、ほぼ横ばいに推移すると予

測されます。 
本計画ではごみ減量化・資源化等の施策によってさらなる削減を目指し、令和

12年度に720ｇ/人・日、令和17年に681ｇ/人・日を目標値と定めます。 
 

 
 
 
 
 

ウ 1人1日当たりごみ焼却量 
施策前の1人1日当たりごみ焼却量の将来予測は、令和12年に635ｇ/人・日、令

和17年に656ｇ/人・日と予測され、国の目標値である「令和12年度に580 g」の達
成は困難であると予測されます。 

本計画ではごみ減量化・資源化等の施策によって削減し、令和12年度に574ｇ/
人・日、令和17年に532ｇ/人・日を目標値と定めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1人 1日当たりごみ総排出量は、 

令和 12年度 720ｇ、令和 17年度 681ｇとします。 

1人 1日当たりごみ焼却量は、 

令和 12年度 574ｇ、令和 17年度 532ｇとします。 

一般廃棄物排出量削減率（令和 4年度比）は、 

令和 12年度 23.7％削減、令和 17年度 34.0％削減とします。 
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エ リサイクル率 
施策前のリサイクル率の将来予測は、令和12年度に18.4％、令和17年度に17.5％

と予測され、国の目標値である「令和12年度に26％」の達成は困難であると予測
されます。 

本計画ではごみ減量化・資源化等の施策によって実現可能な範囲で目標を立て
ることとし、令和12年度に20.6％、令和17年に22.0％を目標値と定めます。 

 
 

 
 
 
 
 

オ 最終処分量削減率（令和４年度比） 
施策前の最終処分量削減率（令和４年度比）の将来予測は、令和12年度に18.2％

削減、令和17年度に22.9％削減と予測され、国の目標値である「令和4年度比約1％
増加に抑制」は十分に達成できると予測されます。 

本計画ではごみ減量化・資源化等の施策によってさらなる削減を目指し、令和
12年度に25.1％削減、令和17年に35.6％削減を目標値と定めます。 

 
 
 
 
 
 
 
  

リサイクル率は、 

令和 12年度 20.6％、令和 17年度 22.0％とします。 

最終処分量削減率は、 

令和 12年度 25.1％削減、令和 17年度 35.6％削減とします。 
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５ 収集・運搬計画 
   住民のニーズや今後の社会情勢の変化に合わせ、環境・衛生面、経済面に留意した

収集運搬体制の効率化に努めます。 
また、現在の体制を継続しつつ、ごみの排出量、減量化・資源化の状況を踏まえて

随時見直しを行い、令和 11 年度から製品プラスチックをプラスチック容器包装と一
括回収し、選別・圧縮梱包をします。 

 
(1) 分別区分 

令和 17 年度における本町の分別区分は、表 4-11 に示すとおりです。 
 

表 4-11 本町の分別区分（令和 17 年度） 
種別 内容 

燃やせるごみ 
台所ごみ、紙オムツ、紙くず、天ぷら油等、木くず、汚れたペ
ットボトル、ビニール類、皮製品類、草・枯葉・枝、資源に出
せない布類 

燃やせないごみ 
ガラス類、小型家電用品類、金物類、皿、湯飲み、電球、携帯
用ガスコンロ、スプレー缶、ペンキ・油類の空缶 

プラスチック製 
容器包装 

 
カップ類（プラスチックに限る）、袋類、ボトル類、パック・
トレイ類、家電製品などの緩衝材、ペットボトルのラベル 

【新】製品プラスチック 
（令和 11 年度より） 

ペットボトル・その他容器のキャップ、硬質プラスチック類、
CD・DVD、CD・DVD のケース、ポリ袋、ビニール袋等 

資
源
物 

新聞・布類 
新聞紙（チラシ同梱 OK)、布類、着物・帯、タオル、シーツ、
カーテン 

雑誌・ダンボール 
雑誌・本・パンフレット、その他の雑誌、牛乳等飲料用紙パッ
ク、ダンボール、厚紙 

ペットボトル 
 

飲料用、酒類用、しょう油用 

缶類 
ドリンク類、缶詰等食品用缶、のり缶、食用油缶、菓子食品の
缶 

ビン類 無色ビン、茶色ビン、その他の色のビン 
発泡スチロール 発泡スチロール 

粗大ごみ 
電化製品類、家具類、金属類、フトン・毛布・カーペット、木
材類 

有害ごみ 蛍光灯、鏡、体温計、温度計、ガスライター 

乾電池 乾電池 

小型家電 
カメラ、電話機、掃除機、音楽プレーヤー、ノートパソコン、
ゲーム機、電子文具、カーオーディオ、ビデオカメラ、ヘアド
ライヤー、リチウムイオン電池・モバイルバッテリー等 
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 (2) ごみ処理フロー 
令和 17 年度における本町のごみ処理フローは、図 4-8 に示すとおりです。 
 

    
図 4-8 ごみ処理フロー（令和 17 年度） 

ごみ種別 搬入方法 収集場所 中間処理 資源化方法 最終処分

収集 ステーション

直接搬入
資源再生業者
（スラグ・鉄）

可燃物

燃やせないごみ 収集 ステーション

収集 ステーション
資源再生業者
（磁性物）

直接搬入

有害ごみ 収集 ステーション

プラスチック製容器包装 収集 ステーション

【新】製品プラスチック 収集 ステーション

資源再生業者

発泡スチロール 収集 ステーション
ストックヤード
（一時保管）

収集 ステーション

直接搬入 エコス

収集 ステーション
ストックヤード
（一時保管）

直接搬入 エコス

収集 ステーション

直接搬入 エコス

収集 ステーション

直接搬入 エコス

乾電池 拠点回収 回収場所
ストックヤード
（一時保管）

資源再生業者

西南濃粗大
（一時保管）

資源再生業者

小型家電 拠点回収 回収ボックス
ストックヤード
（一時保管）

資源再生業者

廃食油 直接搬入 エコス 資源再生業者

がれき類 直接搬入 笹尾埋立処分場

資源再生業者

住民 直営 委託業者

燃やせるごみ
南濃衛生

養老ドリームパーク
（焼却処理）

南濃衛生
最終処分場

（灰・不燃物）

西南濃粗大
廃棄物処理センター
（破砕・選別）

粗大ごみ
西南濃粗大
最終処分場
（不燃物）

南濃衛生
リサイクルセンター
（選別・圧縮）

不適物

ペットボトル 資源再生業者

新聞・布類
雑誌・ダンボール

資源再生業者

缶類 資源再生業者

ビン類 資源再生業者

集団回収

リチウムイオン電池

モバイルバッテリー
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(3) 収集・運搬体制 
令和 17 年度における本町の収集・運搬体制は表 4-12 に示すとおりです。 
また、資源物ストックヤード及び拠点回収施設である ecos（エコス）の概要

は、表 4-13 及び表 4-14 に示すとおりです。 
 

表 4-12 収集・運搬体制 
種別 収集形態 収集方法 収集頻度 排出方法 

燃やせるごみ 

委託 

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
収
集
︵
一
部
拠
点
回
収
︶ 

週１回 指定袋 
燃やせないごみ 月１回 指定袋 
プラスチック製容器包装 月２回 指定袋 
【新】製品プラスチック 月２回 指定袋 

資
源
物 

新聞・布類 月１回 ひもで縛る 
雑誌・ダンボール 月１回 ひもで縛る 
ペットボトル 月１回 収集かご  
缶類 月１回 収集かご 
ビン類 月１回 収集かご 
発泡スチロール 直営 ２ヶ月に１回 － 

粗大ごみ 委託 年４回 － 
有害ごみ 直営 年４回 － 
乾電池 － 拠点回収 随時 － 
小型家電 － 拠点回収 随時 － 

 

表 4-13 ストックヤードの概要 
項目 内容 

名称 関ケ原町資源物ストックヤード 
所在地 不破郡関ケ原町大字藤下 205 
開設年月 平成 19 年 4 月 
面積 3,980 m2 

 
表 4-14 ecos（拠点回収施設）の概要 

項目 内容 
名称 ecos（エコス） 
所在地 不破郡関ケ原町大字関ケ原 3462-1 
開設年月 平成 25 年 8 月 

回収品目 
ペットボトル、ペットボトルキャップ、空き缶、空き瓶、段
ボール、新聞紙・チラシ、雑誌・雑紙、牛乳パック、古着
類、かばん・くつ、廃食油、有害ごみ 
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６ 中間処理計画 
現在の広域的なごみ処理体制体制を継続し、組合による計画的かつ効果的な修繕や

更新、維持管理を推進し、処理施設の長寿命化を図ります。 
燃やせるごみは、南濃衛生施設利用事務組合の「養老ドリームパーク」のガス化溶

融施設にて焼却処理を行い、焼却残渣の一部は溶融スラグとして資源化します。 
また、資源物のうち、ペットボトル、プラスチック類、製品プラスチック（令和

11 年度より）は、南濃衛生施設利用事務組合のリサイクルセンターで選別・圧縮・
梱包処理します。 

燃やせないごみ、粗大ごみ、有害ごみは、西南濃粗大廃棄物処理組合の処理施設
「西南濃粗大廃棄物処理センター」で破砕・選別処理が行い、可燃物、磁性物、不燃
物に選別します。 

 
７ 最終処分計画 

がれき類（安定品目）は埋立処分量の減量に努め、本町保有の最終処分場の延命化
を図ります。 

また、燃やせるごみの焼却残渣、燃やせないごみ・粗大ごみの破砕残渣は南濃衛生
施設利用事務組合、西南濃粗大廃棄物処理組合によって管理される最終処分場で埋立
処分します。現在の広域的なごみ処理体制を継続し、組合による計画的かつ効果的な
修繕や更新、維持管理を推進します。 

なお、令和 11 年度より、南濃衛生の（仮称）一般廃棄物最終処分場の埋立を開始
します。 
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８ その他ごみの処理に関し必要な事項 
   「脱炭素社会・循環共生型社会」の実現に向けて、次の施策を実施します。 
 

(1) 廃棄物減量等推進審議会 
本町における廃棄物の減量化対策を実効あるものとするため、廃棄物減量等推進

審議会による情報・意見交換を行います。 
 
 (2) 事業者の協力 

事業用大規模建築物の所有者等及び多量排出事業者に対して、事業場における廃
棄物の減量化・資源化、処理に関する計画作成の指導等を実施します。 

事業系ごみの処理については、生活系ごみの分別区分に準じ処理するとともに、
さらなる適正処理の推進を図ります。 

また、簡易包装の実施や再利用可能な商品の採用、再資源化の容易な商品の開発
といった消費者の排出抑制に資する事業活動へ協力を呼びかけていきます。 

 
 (3) 不適正排出及び不法投棄対策 

ごみの分別及び収集日のお知らせは、「ごみ分別促進アプリ」や「ごみ収集表」及
び「ごみ分別辞典」で行い、再資源化や美化運動及び食品ロスの削減等については、
広報及びホームページ等により啓発活動を推進し、住民、事業者及び行政が連携し
て関係法令等を遵守していきます。 

不法投棄防止巡回パトロールの実施や、ごみの適正処理について、住民及び事業
者に啓発を行うとともに、警察機関や地域住民と連携を図って不法投棄の監視体制
を強化していきます。 

 
 (4) 災害対策 

災害時の廃棄物処理については、岐阜県災害廃棄物処理計画に基づき、周辺の廃
棄物処理施設等との連携体制を構築し、緊急事態に備えます。 

また、平成 29 年度に策定した災害廃棄物処理計画に基づき、災害時に発生する
廃棄物を迅速かつ的確に処理できる体制を整備していきます。 
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１ 生活排水の処理体系 

下水道施設及び生活排水処理施設は、生活環境の向上、河川等の公共用水域の水質
保全をはじめ、良好な水環境の維持・回復、循環型社会形成への貢献など、多面的な
機能を持ち、人々の生活に大きな役割を果たしています。 

本町では、公共下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽整備事業により町
全域の施設整備に努めおり、令和元年度に玉農業集落排水事業が公共下水道事業に統
合されました。また、本町のし尿処理は、広域的な連携のもと、大垣衛生施設組合で
処理し、施設の適切な維持管理を行っています。本町の生活排水処理の流れは図 5-1
に、下水道計画図は図 5-2 に示すとおりです。 

本町の令和 6 年度末の生活排水処理形態別人口の割合は、公共下水道が 67.5％、
今須農業集落排水が 9.3％、合併処理浄化槽が 7.3％、単独浄化槽が 7.3％、くみ取り
が 8.7％となっています。単独浄化槽及びくみ取りは、生活雑排水が未処理のまま河
川に排出されているため、依然として河川の水質汚濁の原因となっています。 

 

 
  

  図 5-1 生活排水処理の流れ 
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第５章 生活排水処理の現状と課題 
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２ 生活排水の処理主体 
   生活排水の処理主体は、表 5-1 に示すとおりです。 
 

表 5-1 生活排水の処理主体 
処理施設の種類 対象となる生活排水 処理主体 

公共下水道 し尿、生活雑排水 本町 
農業集落排水施設 し尿、生活雑排水 本町 
合併処理浄化槽 し尿、生活雑排水 個人等 
単独処理浄化槽 し尿 個人等 
し尿処理施設 し尿、浄化槽汚泥 大垣衛生施設組合 

 
 
３ 生活排水処理体制 
    

(1) 収集・運搬 
し尿の収集運搬は、法第７条に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、

計画収集区域内において、許可業者ごとに区域を定めて行っています。 
浄化槽汚泥の収集運搬は、浄化槽法第３５条に基づく浄化槽清掃業の許可を受け、

かつ法第７条に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、一体の業務とし
て行っています。収集区域は、し尿の収集運搬区域に準じています。 

令和 6 年度における本町のし尿・浄化槽汚泥の収集・運搬体制は、表 5-2 及び表
5-3 に示すとおりです。 

 
     表 5-2 収集回数、方法 

項目 収集回数 収集方法 
し 尿 月 1 回程度 バキューム式収集運搬車による個別方式 

浄化槽汚泥 随時 
バキューム式収集運搬車及び 
汚泥濃縮車による個別方式 

出典：令和 6 年度関ケ原町一般廃棄物処理実施計画   

 
   表 5-3 搬入業者・保有車両台数 

搬入業者 保有車両台数 
関ケ原衛生（有） 糞尿車５台、濃縮車１台 
トバナ産業（株） 糞尿車 12 台 
（株）光商会 糞尿車 7 台、濃縮車１台 
（有）岐北 糞尿車 3 台、濃縮車１台 

出典：令和 6 年度関ケ原町一般廃棄物処理実施計画 
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(2) 生活排水処理施設 
本町における生活排水処理施設の概要は、表 5-4～表 5-6 に示すとおりです。 
関ケ原浄化センターから発生した汚泥は脱水された後、民間業者によりバイオマ

ス燃料化され、今須農業集落排水処理施設から発生した汚泥はコンポスト化され、
大垣衛生センターから発生した汚泥は脱水処理後、焼却処分されます。 

 
表 5-4 関ケ原浄化センター（公共下水道）の概要 

項目 内容 
施設所管 関ケ原町 
所在地 関ケ原町大字松尾字大谷口 
処理方式 オキシデーションディッチ法＋凝集剤添加 
計画処理面積 318ha 
計画処理人口 5,400 人 
計画処理能力 3,400m3/日 
放流先 1 級河川 藤古川 
供用開始 平成 10 年度 

   出典：関ケ原町 

表 5-5 今須農業集落排水処理施設の概要 
項目 内容 

施設所管 関ケ原町 
所在地 関ケ原町今須 2120-1 
処理方式 鉄溶液注入連続流入間欠ばっ気方式 
計画処理面積 36ha 
計画処理人口 1,430 人 
計画処理能力 387m3/日 
放流先 1 級河川 今須川 
供用開始 平成 22 年度 

   出典：関ケ原町 

表 5-6 大垣衛生センター（し尿処理施設）の概要 
項目 内容 

施設所管 大垣衛生施設組合 
所在地 大垣市荒川町 852 番地 
処理対象物 し尿・浄化槽汚泥 
処理方式 高負荷脱窒素処理＋高度処理（砂ろ過＋活性炭吸着）方式 
計画処理能力 340kL/日（し尿 54 kL/日、浄化槽汚泥 286kL/日） 
放流水量 510m3/日 
放流先 1 級河川 大谷川 
竣工 平成 13 年 3 月 12 日 

出典：大垣衛生施設組合 
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４ 生活排水処理の実績 
 

(1) 生活排水処理形態別人口 
生活排水処理形態別人口の推移は、表 5-7 及び図 5-3 に示すとおりです。 
計画処理区域内人口の減少に伴って非水洗化人口以外は年々減少し、令和 6 年度

の生活排水処理率は 84.1％です。 
 

表 5-7 生活排水処理形態別人口の推移 
区    分 単位 R2 R3 R4 R5 R6 

計画処理区域内人口 人 6,771 6,577 6,384 6,244 6,096 

  

水洗化・生活雑排水処理人口 人 5,741 5,591 5,362 5,251 5,125 

  

公共下水道人口 人 4,565 4,450 4,301 4,214 4,115 

農業集落排水人口 人 599 584 595 584 568 

合併処理浄化槽人口 人 577 557 466 453 442 

水洗化・生活雑排水未処理人口 人 579 565 558 449 442 

  単独処理浄化槽人口 人 579 565 558 449 442 

非水洗化人口 人 451 421 464 544 529 

  
し尿人口（くみ取り） 人 451 421 464 544 529 

自家処理人口 人 0 0 0 0 0 

生活排水処理率 ％ 84.8  85.0  84.0  84.1  84.1  
※ 生活排水処理率＝水洗化・生活雑排水処理人口÷計画処理区域内人口 
   端数処理により割合・合計が合わないことがある。 

 

 
  図 5-3 生活排水処理形態別人口の推移 
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(2) し尿・浄化槽汚泥発生量 
し尿・浄化槽汚泥発生量の推移は、表 5-8 及び図 5-4 に示すとおりです。 

 
表 5-8 し尿・浄化槽汚泥発生量の推移 

項目 単位 R2 R3 R4 R5 R6 

し尿 ｋL/年 494 533 618 609 654 

浄化槽汚泥 ｋL/年 1,336 1,311 1,376 1,318 1,258 

合計 ｋL/年 1,830 1,844 1,994 1,927 1,912 

１日平均搬入量 L/人・日 5.0  5.1  5.5  5.3  5.2  

 
 

 
 図 5-4 し尿・浄化槽汚泥発生量の推移 
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５ 生活排水処理の課題 
   本町における生活排水処理の現状を考慮し、生活排水処理事業の課題を整理する

と、次のとおりです。 
 

(1) 生活排水処理率の改善 
本町の生活排水処理率は 84.1％であり、単独浄化槽人口及びくみ取りを合わせた

生活雑排水未処理率 15.9％の生活雑排水が未処理のまま河川に排出されているた
め、依然として河川の水質汚濁の原因となっています。 

公共下水道等への接続や合併処理浄化槽の設置推進により汚水処理人口普及率
を改善し、生活排水による河川などへの汚濁負荷が軽減され、快適で衛生的な生活
環境が保たれるよう取り組む必要があります。 

 
(2) 公共下水道施設・農業集落排水施設等の維持管理費の抑制 

下水道事業を取り巻く環境は、建設の時代から効率的な維持管理の時代に変化し
ています。 

平成 28 年度には、効率的な事業推進のため、玉地区の農業集落排水区域の公共
下水道区域への統合、下水道の利用予定がない区域の除外する下水道計画の見直し
を行っています。 

今後は、公共下水道施設・農業集落排水施設等の老朽化に伴う更新に多額の費用
を要するため、維持管理費の抑制に努める必要があります。 
 

(3) し尿処理施設の延命化等 
人口は減少傾向にあるため、本町のし尿・浄化槽汚泥の発生量は年々減少してお

り、大垣衛生施設組合の構成市町を含む施設全体の搬入量も年々減少しています。 
人口減少や下水道整備の進捗等は、大垣衛生センターの稼働率低下等に伴う事業

経営の非効率化への影響が懸念されるため、延命化等に向けた将来計画の検討が必
要です。 

 
 (4) 合併処理浄化槽の適正管理 

浄化槽は微生物の働きにより水をきれいにするため、性能を発揮するには、浄
化槽の中の水の流れを妨げるようなものや、微生物が働きにくくなるようなものを
流さないことが大切です。 

また、浄化槽を使用するには、「保守点検」、「清掃」、「法定検査」の３つを行う
義務があり、整備された浄化槽の適正管理を促していく必要があります。 
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１ 生活排水処理の基本理念 
   本町を流れる一級河川「相川、藤古川、今須川、大栗毛川」は、美しい景観の構

成要素であるとともに、水害を防止する点で重要な役割を果たしており、多様な観
点から保全に努める必要があります。 

しかし、人々の暮らしが豊かになったことで家庭からの排水等による生活環境の悪
化や公共水域の汚濁が懸念されるようになり、現在は地球規模で生活排水対策の推進
が図られるなど、健全な水環境を取り戻すために、早急な対策が求められています。 

本町では、快適な生活環境の中で暮らせるまちを維持するため、引き続き、公共下
水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽整備事業により町全域の施設整備の推
進を図ります。 

また、水質改善のために生活排水の適正処理を推進し、衛生的で快適な生活環境を
確保するとともに、蛍や淡水魚などをはじめとする多様な水生生物の生息が可能な川
であり続けることを目指します。 

 
２ 生活排水処理の基本方針及び施策 

生活排水処理の基本方針及び施策は、表 6-1 に示すとおりです。 
 

表 6-1 生活排水処理の基本方針及び施策 
基本方針 内容 

下水道事業の推進 

①「下水道事業経営戦略」に基づき、財源確保や整備手法を検討し
ながら、公共下水道事業及び今須農業集落排水事業を計画的・効
率的に推進します。 

②公共下水道は、「ストックマネジメント計画」に基づき、施設の
老朽化対策を推進していきます。 

③今須農業集落排水処理施設は、適切な維持管理を進めます。 
④広報・啓発活動等を推進し、未接続世帯の接続を促進します。 

合併処理浄化槽の整備
促進と適正管理の促進 

①集合処理に適さない区域において、合併処理浄化槽の整備に対
して支援します。 

②設置後の浄化槽の清掃・点検など適正な維持管理を促進します。 

 
 
 
 
 

第６章 生活排水処理基本計画 
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３ 生活排水処理の見込み 
 

(1) 生活排水処理形態別人口の将来予測結果 
生活排水処理形態別人口の将来予測結果は、表 6-2 及び図 6-1 に示すとおりであ

り、令和 17 年度の生活排水処理率は 98.0％となります。 
 

表 6-2 生活排水処理形態別人口の将来予測結果 

区    分 単位 
現状 中間目標年度 最終目標年度 

R6 R12 R17 

計画処理区域内人口 人 6,096 5,438 4,965 

  

水洗化・生活雑排水処理人口 人 5,125 4,992 4,866 

  

公共下水道人口 人 4,115 4,095 4,042 

農業集落排水人口 人 568 506 462 

合併処理浄化槽人口 人 442 391 362 

水洗化・生活雑排水未処理人口 人 442 201 45 

  単独処理浄化槽人口 人 442 201 45 

非水洗化人口 人 529 245 54 

  
し尿人口（くみ取り） 人 529 245 54 

自家処理人口 人 0 0 0 

生活排水処理率 ％ 84.1  91.8  98.0  
※ 生活排水処理率＝水洗化・生活雑排水処理人口÷計画処理区域内人口 
   端数処理により割合・合計が合わないことがある。 

 

 
図 6-1 生活排水処理形態別人口の将来予測結果 
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(2) し尿・浄化槽汚泥発生量の将来予測結果 
し尿・浄化槽汚泥量の将来予測結果は、表 6-3 及び図 6-2 に示すとおりです。 

 
表 6-3 し尿・浄化槽汚泥量の将来予測結果 

項目 単位 
現状 中間目標年度 最終目標年度 
Ｒ6 Ｒ12 Ｒ17 

し尿 ｋL/年 654 301 67 
浄化槽汚泥 ｋL/年 1,258 834 575 
合計 ｋL/年 1,912 1,135 642 
１日平均搬入量 L/人・日 5.2  3.1  1.8  

 

 
図 6-2 し尿・浄化槽汚泥量の将来予測結果 

 
４ 生活排水処理の目標値 

本町の生活排水処理率は 84.1％であり、単独浄化槽人口及びくみ取りを合わせた生
活雑排水未処理率 15.9％は生活雑排水が未処理のまま河川に排出されているため、依
然として河川の水質汚濁の原因となっています。 

そこで、本計画では、公共下水道への接続や合併処理浄化槽の設置等を推進し、水
洗化率の向上を図り、生活排水処理率の目標値を、令和 12 年度に 91.8％、令和 17 年
に 98.0％と定めます。 
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５ 生活排水処理に関する基本事項 
   現在の体制を継続しつつ、今後の社会状勢の変化に合わせ、環境・衛生面、経済面

に留意し、生活排水処理体制の効率化に努めます。 
また、し尿・浄化槽汚泥発生量の状況を踏まえて、収集・運搬体制の見直しを行い

ます。 
 

(1) 生活排水処理フロー 
令和 17 年度における本町の生活排水処理の流れは図 6-3 に示すとおりであり、

現状の体制を維持します。 
 

 
 

図 6-3 生活排水処理の流れ（令和 17 年度） 
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(2) 生活排水の処理主体 
生活排水の処理主体は表 6-4 に示すとおりであり、現状の体制を継続します。 

 
表 6-4 生活排水の処理主体（令和 17 年度） 

処理施設の種類 対象となる生活排水 処理主体 
公共下水道 し尿、生活雑排水 本町 
農業集落排水施設 し尿、生活雑排水 本町 
合併処理浄化槽 し尿、生活雑排水 個人等 
単独処理浄化槽 し尿 個人等 
し尿処理施設 し尿、浄化槽汚泥 大垣衛生施設組合 

 
(3) 収集・運搬 

現状の体制を継続し、し尿・浄化槽汚泥発生量の状況を踏まえて、収集・運搬体
制の見直しを行います。 

令和 17 年度における本町のし尿・浄化槽汚泥の収集・運搬体制は、表 6-5 に示す
とおりです。 

し尿の収集運搬は、法第７条に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、
計画収集区域内において、許可業者ごとに区域を定めて行うこととします。 

また、浄化槽汚泥の収集運搬は、浄化槽法第３５条に基づく浄化槽清掃業の許可
を受け、かつ法第７条に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、一体の
業務として行い、収集区域は、し尿の収集運搬区域に準ずることとします。 

 
     表 6-5 収集回数、方法（令和 17 年度） 

項目 収集回数 収集方法 
し 尿 月 1 回程度 バキューム式収集運搬車による個別方式 

浄化槽汚泥 随時 
バキューム式収集運搬車及び 
汚泥濃縮車による個別方式 

 
(4) 生活排水処理施設 

本町における生活排水処理施設は、表 6-6～表 6-8 に示すとおりであり、現状の
体制を維持します。 

公共下水道及び農業集落排水は本町保有の施設で処理し、施設の老朽化対策を推
進します。また、関ケ原浄化センターから発生した汚泥は脱水された後、民間業者
によりバイオマス燃料化され、今須農業集落排水処理施設から発生した汚泥はコン
ポスト化をします。 

し尿・浄化槽汚泥の処理は、広域的な連携のもと、大垣衛生施設組合で施設の適
切な維持管理を図ります。また、大垣衛生センターから発生した汚泥は脱水処理後、
焼却処分します。 
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表 6-6 関ケ原浄化センター（公共下水道）の概要 

項目 内容 
施設所管 関ケ原町 
所在地 関ケ原町大字松尾字大谷口 
処理方式 オキシデーションディッチ法＋凝集剤添加 
計画処理面積 318ha 
計画処理人口 5,400 人 
計画処理能力 3,400m3/日 
放流先 1 級河川 藤古川 
供用開始 平成 10 年度 

 
表 6-7 今須農業集落排水処理施設の概要 

項目 内容 
施設所管 関ケ原町 
所在地 関ケ原町今須 2120-1 
処理方式 鉄溶液注入連続流入間欠ばっ気方式 
計画処理面積 36ha 
計画処理人口 1,430 人 
計画処理能力 387m3/日 
放流先 1 級河川 今須川 
供用開始 平成 22 年度 

 
表 6-8 大垣衛生センター（し尿処理施設）の概要 

項目 内容 
施設所管 大垣衛生施設組合 
所在地 大垣市荒川町 852 番地 
処理対象物 し尿・浄化槽汚泥 
処理方式 高負荷脱窒素処理＋高度処理（砂ろ過＋活性炭吸着）方式 
計画処理能力 340kL/日（し尿 54 kL/日、浄化槽汚泥 286kL/日） 
放流水量 510m3/日 
放流先 1 級河川 大谷川 
竣工 平成 13 年 3 月 12 日 
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(5) 住民に対する広報・啓発活動 
個々の家庭から排出される生活雑排水の未処理放流が、生活環境の悪化や公共用

水域の水質汚濁の要因となることを広く周知し、生活環境や水環境の保全のための
生活排水の適正処理の必要性について、岐阜県が推進する「ブルーリバー作戦」等
により、家庭で実践できる排水対策の啓発活動を進めていきます。 

公共下水道、農業集落排水への未接続世帯に対して接続を促進し、集合処理に適
さない区域において、合併処理浄化槽の整備に対して支援します。 

また、合併処理浄化槽の設置後、浄化槽の清掃・点検など適正な維持管理を促進
します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ブルーリバー作戦 

あなたもできる「四
よ
い心がけ」 

 
〇 流さない 水切りネットや ごみかごで 
〇 流さない 廃油回収 再利用 
〇 流さない 洗剤・シャンプー 適量に 
〇 流さない ペットボトルも 空きかんも 
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１ 脱炭素社会・循環共生型社会の実現と SDGｓの目標達成 

本計画では、住民、事業者、関係団体、行政等がそれぞれの役割と責任を果たし、
連携して一体となって「脱炭素社会・循環共生型社会」の実現を目指し、図 7-1 に示
すＳＤＧｓの目標達成につなげていきます。 

廃棄物（食品ロス）の減量化・資源化等を通じて、環境負荷の少ない生活様式を定
着させ、不法投棄対策や生活排水対策等の推進を通じて、森・里・川・海の自然なつ
ながりを支え、環境学習を実施して環境保全意識の向上に努めます。 

また、南濃衛生施設利用事務組合、西南濃粗大廃棄物処理組合、大垣衛生施設組合
及び民間業者等と協力し、廃棄物の収集・運搬、処理に伴う化石燃料使用量の抑制な
どを行い、温室効果ガス排出量の削減に努めます。 

 
ゴール ターゲット 

 

4.7 

2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、
平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発
への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及
び技能を習得できるようにする。 

 

6.3 
2030 年までに、汚染を減らす、ゴミが捨てられないようにする、有害な化学物質が流れ込むこと
を最低限にする、処理しないまま流す排水を半分に減らす、世界中で水の安全な再利用を大きく増
やすなどの取り組みによって、水質を改善する。 

6.ｂ 水と衛生の管理向上における地域コミュニティの参加を支援・強化する 

 

7.2 
2030 年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させ
る。 

 

8.4 
2030 年までに、世界の消費と生産における資源効率を漸進的に改善させ、先進国主導の下、持続
可能な消費と生産に関する 10 年計画枠組みに従い、経済成長と環境悪化の分断を図る。 

 

11.6 
2030 年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるも
のを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。 

 

12.3 2030 年までに、お店や消費者のところで捨てられる食料（一人当たりの量）を半分に減らす。ま
た、生産者からお店への流れのなかで、食料が捨てられたり、失われたりすることを減らす。 

12.5 2030 年までに、ごみが出ることを防いだり、減らしたり、リサイクル・リユースをして、ごみの発
生する量を大きく減らす。 

 
13.3 

気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善
する。 

 
14.1 

2025 年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋
汚染を防止し、大幅に削減する。 

 
15.4 

2030 年までに持続可能な開発に不可欠な便益をもたらす山地生態系の能力を強化するため、生物
多様性を含む山地生態系の保全を確実に行う。 

 
17.17 

さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパー
トナーシップを奨励・推進する。 

    図 7-1 本計画に関連する SDGｓのゴール及びターゲット 

第７章 計画の推進 
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２ 計画の推進と公表 
本計画の推進には、住民・事業者・行政の協働が必要です。 
また、住民や事業者の意見・要望を反映させ本計画を効率的に推進していくために、

廃棄物減量等推進審議会によって進捗状況の管理と長期的展望に立ったシステムの
選択を行い、図 7-2 に示す「計画」（Plan）・「実行」（Do）・「評価」（Check）・「見直し」
（Action）のいわゆる PDCA サイクルで継続的に本計画の点検・見直し・評価を実施
します。 

また、本計画を広く周知するため、ホームページ等で公開するとともに、広報等に
より情報提供を行います。 

 
  

 
 

図 7-2 ＰＤＣＡサイクル 

PLAN

DO

CHECK

ACT

実行

点検見直し

計画
計画（Plan）
・計画の策定

実行（DO）
・取り組みの推進
・普及・啓発

点検（Check）
・目標の達成状況の点検
・施策の実施状況の点検
・点検結果に基づく総括的な評価

見直し（Act）
・目標や施策等の見直し
・進行管理の仕組みの見直し
・点検結果の公表



- 87 - 
 

第 3 次一般廃棄物処理基本計画 
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１ ごみ排出量・処理量の将来予測の方法 

 

(1) ごみ排出量・処理量の予測フロー 
ごみ量の予測フローは、図 1-1 に示すとおりです。この手法は、「ごみ処理施設構

造指針解説」に示された方法です。 

家庭から排出されるごみ（生活系ごみ）は、ごみの種類ごとに 1 人 1 日あたりの

ごみ排出量推計結果に、人口推計の予測値及び年間日数を乗じて算出しました。 

事業系ごみは、ごみの種類ごとに 1 日あたりごみ排出量推計結果に年間日数を乗

じて算出しました。 

 

 
 

図 1-1 ごみ排出量・処理量の予測フロー  

人口の将来推計

＊関ケ原町人口ビジョン（令和6年度改訂版）で示された、人口の将来展望を使用

ごみ種別の排出原単位を予測

＊ごみ種別の排出原単位を、トレンド推計式を用いて予測

発生量（t/年）

計画収集人口、ごみ種別発生原単位を基に排出量を算出

可燃ごみ

不燃・粗大ごみ

直接搬入ごみ

集団回収

直接搬入ごみ

集団回収

生

活

系

ご

み

事

業

系

ご

み

ご

み

総

排

出

量

発生原単位の推計結果

発生原単位の推計結果

可燃ごみ

不燃・粗大ごみ

発生原単位（g/人・日）

発生原単位（t/日）

資源ごみ 資源ごみ

家

庭

系

資料１ ごみ排出量・処理量の将来予測 
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(2) トレンド推計式 
トレンド推計は、過去の実績をグラフにプロットしてその規則性を見出し、さ

らにその規則性により適合する傾向線を最小二乗法により算出する方法です。 

表 1-1 に示す 5 式の予測式の中から 1 つの推計値を選定する際には、相関係数

が高い推計式の中から採用しました。 

なお、現実性の低いものなどは採用を見送り、平均値を採用しました。 
 

表 1-1 トレンド推計式 
  

一 次 傾 向 式 ： 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

二 次 傾 向 式 ： 𝑦 = 𝑎𝑥ଶ + 𝑏𝑥 + 𝑐 

一 次 指 数 式 ： y = 𝑎･𝑒௕௫ 

べ き 乗 式 ： y = 𝑎･𝑥௕ 

ロジスティック式 ： 𝑦 =
௄

ଵା௘್షೌೣ  

 

 𝑦：ごみ量 
  𝑥：経過年数 

𝑎, 𝑏, 𝑐：係数 
𝐾：飽和係数 
e：自然対数の底 

  
 

 
■ 一 次 傾 向 式 ：  トレンドを直線に置き換えたときの推計式です。式の𝑎は、この

勾配が正符号のとき上昇傾向となり、負符号のとき下降傾向と
なります。推計値が少なく出る傾向があります。 

 
 
■ 二 次 傾 向 式 ：  トレンドを放物線に置き換えたときの推計式です。徐々に増加

又は減少を示す曲線です。 
 
 
■ 一 次 指 数 式 ：  過去のデータの伸びを一定の比率で増加又は減少させる公式で

す。増加あるいは減少傾向は急激になります。過去のデータが同
比率的な傾向のときにあてはめやすい推計式です。 

 
■ べ き 乗 式 ：  過去のデータの伸びを徐々に増加させる公式です。実績値が増

加し続ける条件で、最もあてはまりが良い推計式です。 
 
 
■ロジスティック式： 増加又は減少傾向を加速度的に伸ばした後、徐々に鈍化させ、

一定の値で飽和に達する推計式です。 
 
 
 
■ 相 関 係 数 ：【 - 0 . 2 ≦ ｒ ≦ 0 . 2 】：ほ とんど 相関が ない 

【0.2≦ｒ≦0.4（-0.4≦ｒ≦-0.2）】：弱い正の（負の）相関 
【0.4≦ｒ≦0.7（-0.7≦ｒ≦-0.4）】：正 の （ 負 の ） 相 関 
【0.7≦ｒ≦1 （ -1≦ｒ≦-0.7）】：強い正の（負の）相関 

【トレンド推計式の説明】 
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(3) 人口の将来推計 
人口の将来推計は、図 1-2 に示すとおりです。人口の将来推計には、「関ケ原町人

口ビジョン」（令和 6 年度改訂版）に示された人口の将来展望を用いました。 

なお、計画収集人口は行政区域内人口とし、自家処理人口はないものとしました。 

 

 
  図 1-2 将来の人口推計結果 

 

(4) 資源ごみ排出先の按分比率 
資源ごみの排出方法に複数（資源ごみ、集団回収、拠点回収）ある場合は、家

庭から出る同じごみであることから、合算してトレンド推計を行い、排出先ごとに

按分しました。 

資源ごみ排出先の按分比率は、表 1-2 に示すとおりです。 

 

表 1-2 資源ごみの按分比率 

項目 単位 資源ごみ 拠点回収 集団回収 

新聞 ％ 47.29 17.06 35.65 

雑誌 ％ 44.85 36.45 18.70 

古布 ％ 41.92 55.35 2.73 

段ボール ％ 34.37 26.98 38.65 

ペットボトル ％ 73.23 26.77 － 

缶 ％ 70.40 23.97 5.63 

ビン ％ 98.69 1.31 － 
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(5) 中間処理後の按分比率 
中間処理後の按分比率は、表 1-3 に示すとおりです。 

 

表 1-3 中間処理後の按分比率 

項目 単位 焼却処理 資源化 最終処分 

プラスチック分別処理 ％ 16.26 83.74 － 

不燃・粗大ごみ中間処理 ％ 67.90 27.38 4.72 

焼却処理 ％ － 1.60 7.38 

 

(6) 減量化・資源化の施策による削減効果 
生活系可燃ごみ及び事業系可燃ごみの減量化・資源化の施策による削減効果

は、表 1-4 に示すとおりです。 

 

表1-4 可燃ごみのごみ減量化・資源化の施策による削減効果 

項目 施策 令和 12 年度 令和 17 年度 

生活系 

可燃ごみ 

食品ロスの削減に向けた３Ｒの実践等 7.4%削減 14.6%削減 

プラスチックに向けた３Ｒの実践、 

製品プラスチックの分別等 
2.8%削減 5.5%削減 

紙・布に向けた３Ｒの実践等 2.1%削減 4.1%削減 

合計 12.3%削減 24.2%削減 

事業系 

可燃ごみ 

事業系ごみ削減に向けた３R の実践、

減量化・資源化、適正処理の指導等 
7.5%削減 15.0%削減 

 

 

２ ごみ排出量・処理量の将来見通し 
現状のまま推移した場合（施策前）のごみ排出量・処理量の将来見通しは、表 1-5

に示すとおりです。 
さらなる減量化・資源化を目指した場合（施策後）のごみ排出量・処理量の将来見

通しは、表 1-6 に示すとおりです。 
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表 1-5  ごみ排出量・処理量の将来見通し（施策前） 

 
 

 

実績 将来
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

日 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366
人口 人 6,096 6,004 5,891 5,778 5,665 5,552 5,438 5,343 5,248 5,153 5,058 4,965
一般廃棄物排出量削減化率（R4年度比） % -7.1 -11.1 -12.5 -13.6 -15.2 -16.6 -17.9 -18.8 -20.2 -21.3 -22.4 -23.3
1人1日当たりごみ総排出量 g/人･日 782.4 760.3 762.7 765.3 768.2 771.3 774.7 777.7 780.8 784.1 787.7 791.4
1人1日当たり家庭系ごみ排出量 g/人･日 434.8 435.3 434.8 434.4 434.1 433.9 433.7 433.5 433.3 433.2 433.1 432.9
1人1日当たりごみ焼却量 g/人･日 617.0 614.9 618.9 622.8 626.8 631.1 635.5 639.3 643.3 647.4 651.7 656.0
ごみ排出量 t/年 1,741.0 1,666.2 1,640.0 1,618.5 1,588.4 1,563.0 1,537.8 1,520.8 1,495.6 1,474.8 1,454.2 1,438.1

生活系ごみ t/年 1,254.6 1,174.3 1,149.0 1,127.3 1,099.8 1,075.7 1,051.7 1,034.4 1,011.6 991.9 972.3 955.8
可燃ごみ t/年 846.9 835.3 820.4 807.5 790.2 775.0 759.6 748.8 733.9 721.0 708.1 697.3
不燃・粗大ごみ t/年 120.5 118.6 114.5 111.2 107.4 104.2 101.2 98.9 96.1 93.7 91.4 89.5

不燃ごみ t/年 59.0 56.1 53.3 50.9 48.6 46.5 44.6 43.2 41.6 40.2 38.9 37.7
粗大ごみ t/年 61.5 62.4 61.2 60.2 58.9 57.7 56.5 55.7 54.6 53.6 52.6 51.8

埋立ごみ t/年 44.2 6.7 7.1 7.3 7.4 7.4 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0 6.9
資源ごみ t/年 174.1 158.0 153.3 149.2 144.6 140.5 136.6 133.6 130.0 126.9 123.8 121.2

ビニール・プラスチック   t/年 28.8 28.2 27.7 27.3 26.6 26.1 25.6 25.2 24.7 24.2 23.8 23.4
新聞      t/年 34.1 32.9 31.2 29.8 28.5 27.3 26.2 25.3 24.4 23.6 22.8 22.1
雑誌     t/年 26.4 11.3 10.5 9.7 9.0 8.3 7.7 7.1 6.6 6.1 5.7 5.3
古布     t/年 6.7 7.3 7.1 7.0 6.9 6.7 6.6 6.5 6.4 6.2 6.1 6.0
段ボール    t/年 20.8 24.1 23.7 23.3 22.8 22.3 21.9 21.5 21.1 20.7 20.3 20.0
ペットボトル   t/年 10.8 7.8 7.7 7.5 7.4 7.2 7.1 7.0 6.8 6.7 6.6 6.5
発泡スチロール   t/年 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
缶      t/年 7.4 8.2 8.0 7.8 7.6 7.4 7.2 7.0 6.8 6.7 6.5 6.4
ビン     t/年 38.7 37.7 37.0 36.4 35.6 34.9 34.2 33.7 33.0 32.4 31.8 31.3

拠点回収（エコス） t/年 68.9 55.7 53.8 52.1 50.2 48.6 47.0 45.8 44.4 43.1 41.9 40.9
新聞      t/年 13.1 11.9 11.3 10.8 10.3 9.8 9.4 9.1 8.8 8.5 8.2 8.0
雑誌     t/年 14.4 9.2 8.5 7.9 7.3 6.7 6.2 5.8 5.4 5.0 4.6 4.3
古布     t/年 10.3 9.6 9.4 9.3 9.1 8.9 8.7 8.6 8.4 8.2 8.1 8.0
段ボール    t/年 22.1 18.9 18.6 18.3 17.9 17.5 17.2 16.9 16.6 16.3 16.0 15.7
ペットボトル   t/年 4.8 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4
発泡スチロール   t/年 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缶      t/年 3.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2
ビン     t/年 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4

事業系ごみ t/年 437.0 438.9 439.8 441.5 440.5 440.7 440.8 442.1 440.9 441.0 441.0 442.2
可燃ごみ t/年 402.3 402.6 403.3 404.7 403.7 403.7 403.8 404.9 403.8 403.8 403.8 404.9
不燃・粗大ごみ t/年 34.6 36.3 36.5 36.8 36.8 36.9 37.0 37.2 37.1 37.2 37.2 37.4

集団回収 t/年 49.4 53.0 51.2 49.8 48.1 46.7 45.3 44.3 43.1 42.0 41.0 40.1
紙類 t/年 21.9 24.8 23.5 22.5 21.5 20.6 19.7 19.1 18.4 17.8 17.2 16.7
缶類 t/年 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
段ボール類 t/年 26.2 27.1 26.6 26.2 25.6 25.1 24.6 24.2 23.7 23.3 22.9 22.5
布類 t/年 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

焼却処理量 t/年 1,372.9 1,347.6 1,330.7 1,317.1 1,296.1 1,278.8 1,261.3 1,250.2 1,232.2 1,217.6 1,203.1 1,192.1
生活系可燃ごみ t/年 846.9 835.3 820.4 807.5 790.2 775.0 759.6 748.8 733.9 721.0 708.1 697.3
事業系可燃ごみ t/年 402.3 402.6 403.3 404.7 403.7 403.7 403.8 404.9 403.8 403.8 403.8 404.9
中間処理後の可燃物 t/年 123.7 109.7 107.1 104.9 102.3 100.1 98.0 96.5 94.5 92.8 91.2 89.9

不適物（プラ） t/年 4.1 4.6 4.5 4.4 4.3 4.3 4.2 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8
可燃残渣（不燃・粗大中間処理） t/年 119.5 105.2 102.6 100.5 98.0 95.9 93.8 92.4 90.5 88.9 87.4 86.1

分別処理量(ビニール・プラスチック） t/年 32.9 28.2 27.7 27.3 26.6 26.1 25.6 25.2 24.7 24.2 23.8 23.4
ベール重量 t/年 28.8 23.6 23.2 22.8 22.3 21.9 21.4 21.1 20.7 20.3 19.9 19.6
不適物量 t/年 4.1 4.6 4.5 4.4 4.3 4.3 4.2 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8

不燃・粗大ごみ中間処理量 t/年 185.8 154.9 151.1 148.0 144.3 141.2 138.2 136.1 133.3 130.9 128.7 126.8
可燃残渣 t/年 119.5 105.2 102.6 100.5 98.0 95.9 93.8 92.4 90.5 88.9 87.4 86.1
不燃残渣 t/年 11.8 7.3 7.1 7.0 6.8 6.7 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0
資源化物 t/年 54.5 42.4 41.4 40.5 39.5 38.7 37.8 37.3 36.5 35.9 35.2 34.7

資源化量 t/年 366.8 326.1 316.4 308.2 298.8 290.6 282.7 276.8 269.6 263.4 257.3 252.2
生活系資源ごみ － 不適物 t/年 170.0 153.4 148.8 144.8 140.2 136.3 132.4 129.5 126.0 122.9 120.0 117.4
拠点回収 t/年 68.9 55.7 53.8 52.1 50.2 48.6 47.0 45.8 44.4 43.1 41.9 40.9
集団回収 t/年 49.4 53.0 51.2 49.8 48.1 46.7 45.3 44.3 43.1 42.0 41.0 40.1
資源化量（焼却処理） t/年 24.0 21.6 21.3 21.1 20.7 20.5 20.2 20.0 19.7 19.5 19.3 19.1

スラグ量 t/年 23.5 20.8 20.5 20.3 20.0 19.7 19.4 19.3 19.0 18.8 18.5 18.4
鉄量 t/年 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7

資源化物（不燃・粗大中間処理） t/年 54.5 42.4 41.4 40.5 39.5 38.7 37.8 37.3 36.5 35.9 35.2 34.7
リサイクル率 ％ 21.1 19.6 19.3 19.0 18.8 18.6 18.4 18.2 18.0 17.9 17.7 17.5
最終処分量 t/年 166.6 113.5 112.4 111.5 109.9 108.5 107.0 106.0 104.5 103.2 101.9 100.9

生活系埋立ごみ t/年 44.2 6.7 7.1 7.3 7.4 7.4 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0 6.9
最終処分量（焼却処理） t/年 110.7 99.5 98.2 97.2 95.7 94.4 93.1 92.3 90.9 89.9 88.8 88.0

飛灰固化物 t/年 60.3 55.7 55.0 54.4 53.5 52.8 52.1 51.6 50.9 50.3 49.7 49.2
不燃物 t/年 50.4 43.8 43.3 42.8 42.1 41.6 41.0 40.6 40.1 39.6 39.1 38.7

不燃残渣（不燃・粗大中間処理） t/年 11.8 7.3 7.1 7.0 6.8 6.7 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0
最終処分量削減率（令和４年度比） ％ 27.4 -13.3 -14.1 -14.8 -16.0 -17.1 -18.2 -19.0 -20.1 -21.1 -22.1 -22.9

最
終
処
分

項目 単位

年間日数

中
間
処
理

資
源
化
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表 1-6  ごみ排出量・処理量の将来見通し（施策後） 

 
 

 

 

実績 将来
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

日 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366
人口 人 6,096 6,004 5,891 5,778 5,665 5,552 5,438 5,343 5,248 5,153 5,058 4,965
一般廃棄物排出量削減化率（R4年度比） % -7.1 -11.1 -13.7 -16.0 -18.8 -21.2 -23.7 -25.6 -28.0 -30.1 -32.2 -34.0
1人1日当たりごみ総排出量 g/人･日 782.4 760.3 752.3 743.9 736.1 728.8 720.5 712.7 704.6 696.3 688.4 680.8
1人1日当たり家庭系ごみ排出量 g/人･日 434.8 435.3 425.6 415.7 406.2 396.8 386.6 377.6 368.2 358.4 349.1 340.1
1人1日当たりごみ焼却量 g/人･日 617.0 614.9 607.1 598.8 590.9 583.1 574.5 566.3 557.8 548.9 540.5 532.3
ごみ排出量 t/年 1,741.0 1,666.2 1,617.5 1,573.2 1,522.0 1,476.8 1,430.0 1,393.7 1,349.7 1,309.6 1,270.9 1,237.2

生活系ごみ t/年 1,254.6 1,174.3 1,132.6 1,094.2 1,051.6 1,013.7 974.2 943.8 908.1 875.1 843.4 815.6
可燃ごみ t/年 846.9 835.3 800.7 767.9 732.5 699.8 666.2 639.5 609.2 580.4 553.0 528.5
不燃・粗大ごみ t/年 120.5 118.6 114.5 111.2 107.4 104.2 101.2 98.9 96.1 93.7 91.4 89.5

不燃ごみ t/年 59.0 56.1 53.3 50.9 48.6 46.5 44.6 43.2 41.6 40.2 38.9 37.7
粗大ごみ t/年 61.5 62.4 61.2 60.2 58.9 57.7 56.5 55.7 54.6 53.6 52.6 51.8

埋立ごみ t/年 44.2 6.7 7.1 7.3 7.4 7.4 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0 6.9
資源ごみ t/年 174.1 158.0 156.6 155.7 154.0 153.7 152.5 152.3 151.3 150.7 150.0 149.8

ビニール・プラスチック   t/年 28.8 28.2 31.0 33.7 36.1 39.3 41.5 43.9 46.0 48.0 50.0 52.0
新聞      t/年 34.1 32.9 31.2 29.8 28.5 27.3 26.2 25.3 24.4 23.6 22.8 22.1
雑誌     t/年 26.4 11.3 10.5 9.7 9.0 8.3 7.7 7.1 6.6 6.1 5.7 5.3
古布     t/年 6.7 7.3 7.1 7.0 6.9 6.7 6.6 6.5 6.4 6.2 6.1 6.0
段ボール    t/年 20.8 24.1 23.7 23.3 22.8 22.3 21.9 21.5 21.1 20.7 20.3 20.0
ペットボトル   t/年 10.8 7.8 7.7 7.5 7.4 7.2 7.1 7.0 6.8 6.7 6.6 6.5
発泡スチロール   t/年 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
缶      t/年 7.4 8.2 8.0 7.8 7.6 7.4 7.2 7.0 6.8 6.7 6.5 6.4
ビン     t/年 38.7 37.7 37.0 36.4 35.6 34.9 34.2 33.7 33.0 32.4 31.8 31.3

拠点回収（エコス） t/年 68.9 55.7 53.8 52.1 50.2 48.6 47.0 45.8 44.4 43.1 41.9 40.9
新聞      t/年 13.1 11.9 11.3 10.8 10.3 9.8 9.4 9.1 8.8 8.5 8.2 8.0
雑誌     t/年 14.4 9.2 8.5 7.9 7.3 6.7 6.2 5.8 5.4 5.0 4.6 4.3
古布     t/年 10.3 9.6 9.4 9.3 9.1 8.9 8.7 8.6 8.4 8.2 8.1 8.0
段ボール    t/年 22.1 18.9 18.6 18.3 17.9 17.5 17.2 16.9 16.6 16.3 16.0 15.7
ペットボトル   t/年 4.8 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4
発泡スチロール   t/年 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缶      t/年 3.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2
ビン     t/年 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4

事業系ごみ t/年 437.0 438.9 433.7 429.3 422.3 416.5 410.5 405.6 398.5 392.5 386.5 381.5
可燃ごみ t/年 402.3 402.6 397.2 392.5 385.5 379.5 373.5 368.5 361.4 355.3 349.3 344.2
不燃・粗大ごみ t/年 34.6 36.3 36.5 36.8 36.8 36.9 37.0 37.2 37.1 37.2 37.2 37.4

集団回収 t/年 49.4 53.0 51.2 49.8 48.1 46.7 45.3 44.3 43.1 42.0 41.0 40.1
紙類 t/年 21.9 24.8 23.5 22.5 21.5 20.6 19.7 19.1 18.4 17.8 17.2 16.7
缶類 t/年 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
段ボール類 t/年 26.2 27.1 26.6 26.2 25.6 25.1 24.6 24.2 23.7 23.3 22.9 22.5
布類 t/年 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

焼却処理量 t/年 1,372.9 1,347.6 1,305.5 1,266.4 1,221.8 1,181.6 1,140.2 1,107.5 1,068.5 1,032.5 997.8 967.3
生活系可燃ごみ t/年 846.9 835.3 800.7 767.9 732.5 699.8 666.2 639.5 609.2 580.4 553.0 528.5
事業系可燃ごみ t/年 402.3 402.6 397.2 392.5 385.5 379.5 373.5 368.5 361.4 355.3 349.3 344.2
中間処理後の可燃物 t/年 123.7 109.7 107.6 105.9 103.8 102.2 100.6 99.5 98.0 96.7 95.5 94.6

不適物（プラ） t/年 4.1 4.6 5.0 5.5 5.9 6.4 6.8 7.1 7.5 7.8 8.1 8.5
可燃残渣（不燃・粗大中間処理） t/年 119.5 105.2 102.6 100.5 98.0 95.9 93.8 92.4 90.5 88.9 87.4 86.1

分別処理量(ビニール・プラスチック） t/年 32.9 28.2 31.0 33.7 36.1 39.3 41.5 43.9 46.0 48.0 50.0 52.0
ベール重量 t/年 28.8 23.6 25.9 28.2 30.3 32.9 34.8 36.8 38.5 40.2 41.9 43.5
不適物量 t/年 4.1 4.6 5.0 5.5 5.9 6.4 6.8 7.1 7.5 7.8 8.1 8.5

不燃・粗大ごみ中間処理量 t/年 185.8 154.9 151.1 148.0 144.3 141.2 138.2 136.1 133.3 130.9 128.7 126.8
可燃残渣 t/年 119.5 105.2 102.6 100.5 98.0 95.9 93.8 92.4 90.5 88.9 87.4 86.1
不燃残渣 t/年 11.8 7.3 7.1 7.0 6.8 6.7 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0
資源化物 t/年 54.5 42.4 41.4 40.5 39.5 38.7 37.8 37.3 36.5 35.9 35.2 34.7

資源化量 t/年 366.8 326.1 318.8 312.8 305.5 300.1 294.1 290.2 284.8 280.3 276.0 272.5
生活系資源ごみ － 不適物 t/年 170.0 153.4 151.5 150.2 148.2 147.3 145.8 145.2 143.8 142.8 141.9 141.3
拠点回収 t/年 68.9 55.7 53.8 52.1 50.2 48.6 47.0 45.8 44.4 43.1 41.9 40.9
集団回収 t/年 49.4 53.0 51.2 49.8 48.1 46.7 45.3 44.3 43.1 42.0 41.0 40.1
資源化量（焼却処理） t/年 24.0 21.6 20.9 20.3 19.6 18.9 18.2 17.7 17.1 16.5 16.0 15.5

スラグ量 t/年 23.5 20.8 20.1 19.5 18.8 18.2 17.6 17.1 16.5 15.9 15.4 14.9
鉄量 t/年 0.6 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6

資源化物（不燃・粗大中間処理） t/年 54.5 42.4 41.4 40.5 39.5 38.7 37.8 37.3 36.5 35.9 35.2 34.7
リサイクル率 ％ 21.1 19.6 19.7 19.9 20.1 20.3 20.6 20.8 21.1 21.4 21.7 22.0
最終処分量 t/年 166.6 113.5 110.5 107.7 104.4 101.3 98.0 95.5 92.4 89.5 86.7 84.3

生活系埋立ごみ t/年 44.2 6.7 7.1 7.3 7.4 7.4 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0 6.9
最終処分量（焼却処理） t/年 110.7 99.5 96.4 93.5 90.2 87.2 84.2 81.7 78.9 76.2 73.6 71.4

飛灰固化物 t/年 60.3 55.7 53.9 52.3 50.5 48.8 47.1 45.7 44.1 42.6 41.2 40.0
不燃物 t/年 50.4 43.8 42.4 41.2 39.7 38.4 37.1 36.0 34.7 33.6 32.4 31.4

不燃残渣（不燃・粗大中間処理） t/年 11.8 7.3 7.1 7.0 6.8 6.7 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0
最終処分量削減率（令和４年度比） ％ 27.4 -13.3 -15.5 -17.6 -20.2 -22.6 -25.1 -27.0 -29.4 -31.6 -33.7 -35.6

項目 単位

年間日数

中
間
処
理

資
源
化

最
終
処
分



- 95 - 
 

３ ごみ種別の推計結果 
ごみ種別の推計結果は、表 1-7 に示すとおりです。 

予測採用式には、相関係数が高いものを採用しましたが、増加や減少の幅が著しく

大きいもの、減少により値がゼロとなるような現実性の低いものなどは採用を見送

り、平均値を採用しました。 

 

表 1-7 ごみ種別の推計結果 

資料番号 ごみ種別 予測採用式 

資料 1-1 生活系可燃ごみ ロジステイック曲線 

資料 1-2 生活系不燃ごみ べき曲線 

資料 1-3 生活系粗大ごみ 実績の平均値 

資料 1-4 生活系埋立ごみ ロジステイック曲線 

資料 1-5 ビニール・プラスチック 実績の平均値 

資料 1-6 新聞      べき曲線 

資料 1-7 雑誌     一次指数曲線 

資料 1-8 古布     現状（R5) 

資料 1-9 段ボール    実績の平均値 

資料 1-10 ペットボトル   実績の平均値 

資料 1-11 発泡スチロール   べき曲線 

資料 1-12 缶      べき曲線 

資料 1-13 ビン     ロジステイック曲線 

資料 2-1 事業系可燃ごみ ロジステイック曲線 

資料 2-2 事業系粗大ごみ ロジステイック曲線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 96 - 
 

 

 

資料1-1 関ケ原町

単位： g/人・日
一 次 傾 向 線 二 次 傾 向 線 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｲｯｸ曲線

増減数 増減数 増減数 増減数 増減数

実績 2 1 392.261 － 392.261 － 392.261 － 392.261 － 392.261 － 392.261

3 2 391.568 -0.693 391.568 -0.693 391.568 -0.693 391.568 -0.693 391.568 -0.693 391.568

4 3 396.385 4.817 396.385 4.817 396.385 4.817 396.385 4.817 396.385 4.817 396.385

5 4 382.032 -14.353 382.032 -14.353 382.032 -14.353 382.032 -14.353 382.032 -14.353 382.032

6 5 380.609 -1.423 380.609 -1.423 380.609 -1.423 380.609 -1.423 380.609 -1.423 380.609

予測 7 6 378.719 -1.890 368.404 -12.205 378.744 -1.865 382.738 2.129 381.163 0.554 388 .571

8 7 375.435 -3.284 354.805 -13.599 375.540 -3.204 381.678 -1.060 381.518 0.355 388.571

9 8 372.151 -3.284 338.259 -16.546 372.362 -3.178 380.763 -0.915 381.845 0.327 388.571

10 9 368.867 -3.284 318.766 -19.493 369.212 -3.150 379.958 -0.805 382.147 0.302 388.571

11 10 365.583 -3.284 296.325 -22.441 366.088 -3.124 379.239 -0.719 382.427 0.280 388.571

12 11 362.299 -3.284 270.938 -25.387 362.991 -3.097 378.589 -0.650 382.685 0.258 388.571

13 12 359.015 -3.284 242.603 -28.335 359.920 -3.071 377.998 -0.591 382.923 0.238 388.571

14 13 355.731 -3.284 211.321 -31.282 356.875 -3.045 377.454 -0.544 383.143 0.220 388.571

15 14 352.447 -3.284 177.092 -34.229 353.856 -3.019 376.951 -0.503 383.346 0.203 388.571

16 15 349.163 -3.284 139.916 -37.176 350.862 -2.994 376.484 -0.467 383.533 0.187 388.571

17 16 345.879 -3.284 99.793 -40.123 347.893 -2.969 376.047 -0.437 383.707 0.174 388.571

18 17 342.595 -3.284 56.722 -43.071 344.950 -2.943 375.638 -0.409 383.866 0.159 388.571

19 18 339.311 -3.284 10.705 -46.017 342.032 -2.918 375.252 -0.386 384.014 0.148 388.571

20 19 336.027 -3.284 -38.260 -48.965 339.138 -2.894 374.887 -0.365 384.150 0.136 388.571

21 20 332.743 -3.284 -90.172 -51.912 336.269 -2.869 374.542 -0.345 384.276 0.126 388.571

22 21 329.459 -3.284 -145.031 -54.859 333.424 -2.845 374.213 -0.329 384.392 0.116 388.571

y ＝

a ＝
b ＝
c ＝
K ＝
r ＝

生活系可燃ごみ

年  度 実績の平
均値

採      用 〇

-3.2840 -1.4736 398.5525 395.2686 0.08089

予
 
測
 
式

398.42 5.5574 -0.0085 -0.0180 -3.9297
388.1080

385.77
0.753781 0.853432 0.751757 0.638244 -0.734254
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べき曲線 実績の平均値 ロジスティック曲線

𝑎𝑥 + 𝑏 𝑎･𝑒௕௫𝑎𝑥ଶ + 𝑏𝑥 + 𝑐 𝑎･𝑥௕ 𝐾

1 + 𝑒௕ି௔௫

𝑥
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資料1-2 関ケ原町

単位： g/人・日
一 次 傾 向 線 二 次 傾 向 線 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｲｯｸ曲線

増減数 増減数 増減数 増減数 増減数

実績 2 1 37.735 － 37.735 － 37.735 － 37.735 － 37.735 － 37.735

3 2 31.946 -5.789 31.946 -5.789 31.946 -5.789 31.946 -5.789 31.946 -5.789 31.946

4 3 30.294 -1.652 30.294 -1.652 30.294 -1.652 30.294 -1.652 30.294 -1.652 30.294

5 4 27.883 -2.411 27.883 -2.411 27.883 -2.411 27.883 -2.411 27.883 -2.411 27.883

6 5 26.516 -1.367 26.516 -1.367 26.516 -1.367 26.516 -1.367 26.516 -1.367 26.516

予測 7 6 22.925 -3.591 26.967 0.451 23.802 -2.714 25.616 -0.900 22.372 -4.144 30 .875

8 7 20.274 -2.651 28.359 1.392 21.880 -1.922 24.782 -0.834 22.797 0.425 30.875

9 8 17.624 -2.650 30.907 2.548 20.114 -1.766 24.082 -0.700 23.114 0.317 30.875

10 9 14.974 -2.650 34.609 3.702 18.490 -1.624 23.481 -0.601 23.348 0.234 30.875

11 10 12.324 -2.650 39.467 4.858 16.998 -1.492 22.956 -0.525 23.521 0.173 30.875

12 11 9.674 -2.650 45.479 6.012 15.625 -1.373 22.491 -0.465 23.647 0.126 30.875

13 12 7.024 -2.650 52.646 7.167 14.364 -1.261 22.075 -0.416 23.739 0.092 30.875

14 13 4.374 -2.650 60.969 8.323 13.205 -1.159 21.699 -0.376 23.805 0.066 30.875

15 14 1.724 -2.650 70.446 9.477 12.139 -1.066 21.356 -0.343 23.854 0.049 30.875

16 15 -0.926 -2.650 81.079 10.633 11.159 -0.980 21.042 -0.314 23.889 0.035 30.875

17 16 -3.577 -2.651 92.866 11.787 10.258 -0.901 20.753 -0.289 23.914 0.025 30.875

18 17 -6.227 -2.650 105.808 12.942 9.430 -0.828 20.485 -0.268 23.933 0.019 30.875

19 18 -8.877 -2.650 119.906 14.098 8.669 -0.761 20.235 -0.250 23.946 0.013 30.875

20 19 -11.527 -2.650 135.158 15.252 7.969 -0.700 20.001 -0.234 23.956 0.010 30.875

21 20 -14.177 -2.650 151.566 16.408 7.326 -0.643 19.782 -0.219 23.963 0.007 30.875

22 21 -16.827 -2.650 169.128 17.562 6.734 -0.592 19.576 -0.206 23.968 0.005 30.875

y ＝

a ＝
b ＝
c ＝
K ＝
r ＝

生活系不燃ごみ

年  度 実績の平
均値

採      用 〇

-2.6501 0.5775 39.4401 37.6293 0.32541

予
 
測
 
式

38.83 -6.1151 -0.0842 -0.2146 -0.6799
42.8676

23.98
0.958164 0.989502 0.969410 0.996164 -0.981907
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𝑎𝑥 + 𝑏 𝑎･𝑒௕௫𝑎𝑥ଶ + 𝑏𝑥 + 𝑐 𝑎･𝑥௕ 𝐾

1 + 𝑒௕ି௔௫

𝑥



- 98 - 
 

 

 
 

資料1-3 関ケ原町

単位： g/人・日
一 次 傾 向 線 二 次 傾 向 線 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｲｯｸ曲線

増減数 増減数 増減数 増減数 増減数

実績 2 1 28.987 － 28.987 － 28.987 － 28.987 － 28.987 － 28.987

3 2 28.355 -0.632 28.355 -0.632 28.355 -0.632 28.355 -0.632 28.355 -0.632 28.355

4 3 31.526 3.171 31.526 3.171 31.526 3.171 31.526 3.171 31.526 3.171 31.526

5 4 25.896 -5.630 25.896 -5.630 25.896 -5.630 25.896 -5.630 25.896 -5.630 25.896

6 5 27.644 1.748 27.644 1.748 27.644 1.748 27.644 1.748 27.644 1.748 27.644

予測 7 6 26.938 -0.706 24.918 -2.726 26.884 -0.760 27.533 -0.111 25.544 -2.100 28 .482

8 7 26.424 -0.514 22.383 -2.535 26.389 -0.495 27.371 -0.162 24.158 -1.386 28.482

9 8 25.909 -0.515 19.270 -3.113 25.904 -0.485 27.232 -0.139 22.296 -1.862 28.482

10 9 25.395 -0.514 15.581 -3.689 25.428 -0.476 27.110 -0.122 19.928 -2.368 28.482

11 10 24.880 -0.515 11.314 -4.267 24.960 -0.468 27.002 -0.108 17.127 -2.801 28.482

12 11 24.366 -0.514 6.470 -4.844 24.501 -0.459 26.904 -0.098 14.079 -3.048 28.482

13 12 23.851 -0.515 1.048 -5.422 24.051 -0.450 26.815 -0.089 11.050 -3.029 28.482

14 13 23.337 -0.514 -4.950 -5.998 23.608 -0.443 26.733 -0.082 8.299 -2.751 28.482

15 14 22.822 -0.515 -11.526 -6.576 23.174 -0.434 26.658 -0.075 5.999 -2.300 28.482

16 15 22.308 -0.514 -18.680 -7.154 22.748 -0.426 26.587 -0.071 4.204 -1.795 28.482

17 16 21.793 -0.515 -26.410 -7.730 22.330 -0.418 26.522 -0.065 2.878 -1.326 28.482

18 17 21.279 -0.514 -34.718 -8.308 21.919 -0.411 26.461 -0.061 1.936 -0.942 28.482

19 18 20.764 -0.515 -43.603 -8.885 21.516 -0.403 26.403 -0.058 1.288 -0.648 28.482

20 19 20.250 -0.514 -53.066 -9.463 21.121 -0.395 26.349 -0.054 0.849 -0.439 28.482

21 20 19.735 -0.515 -63.105 -10.039 20.732 -0.389 26.297 -0.052 0.557 -0.292 28.482

22 21 19.221 -0.514 -73.722 -10.617 20.351 -0.381 26.249 -0.048 0.364 -0.193 28.482

〇

y ＝

a ＝
b ＝
c ＝
K ＝
r ＝

生活系粗大ごみ

年  度 実績の平
均値

採      用

-0.5145 -0.2886 30.0502 29.4797 -0.43205

予
 
測
 
式

30.03 1.2174 -0.0186 -0.0381 -4.7232
28.0046

28.58
0.395457 0.474653 0.392532 0.317241 0.435117
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𝑎𝑥 + 𝑏 𝑎･𝑒௕௫𝑎𝑥ଶ + 𝑏𝑥 + 𝑐 𝑎･𝑥௕ 𝐾

1 + 𝑒௕ି௔௫

𝑥
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資料1-4 関ケ原町

単位： g/人・日
一 次 傾 向 線 二 次 傾 向 線 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｲｯｸ曲線

増減数 増減数 増減数 増減数 増減数

実績 2 1 0.405 － 0.405 － 0.405 － 0.405 － 0.405 － 0.405

3 2 2.083 1.678 2.083 1.678 2.083 1.678 2.083 1.678 2.083 1.678 2.083

4 3 3.562 1.479 3.562 1.479 3.562 1.479 3.562 1.479 3.562 1.479 3.562

5 4 1.619 -1.943 1.619 -1.943 1.619 -1.943 1.619 -1.943 1.619 -1.943 1.619

6 5 19.865 18.246 19.865 18.246 19.865 18.246 19.865 18.246 19.865 18.246 19.865

予測 7 6 17.044 -2.821 31.901 12.036 23.910 4.045 11.781 -8.084 3.053 -16.812 19 .865

8 7 20.889 3.845 50.603 18.702 50.788 26.878 15.695 3.914 3.282 0.229 19.865

9 8 24.735 3.846 73.551 22.948 107.882 57.094 20.122 4.427 3.451 0.169 19.865

10 9 28.580 3.845 100.743 27.192 229.155 121.273 25.052 4.930 3.572 0.121 19.865

11 10 32.426 3.846 132.180 31.437 486.757 257.602 30.478 5.426 3.657 0.085 19.865

12 11 36.272 3.846 167.862 35.682 1,033.938 547.181 36.392 5.914 3.714 0.057 19.865

13 12 40.117 3.845 207.789 39.927 2,196.225 1,162.287 42.788 6.396 3.753 0.039 19.865

14 13 43.963 3.846 251.961 44.172 4,665.083 2,468.858 49.660 6.872 3.779 0.026 19.865

15 14 47.808 3.845 300.377 48.416 9,909.275 5,244.192 57.002 7.342 3.796 0.017 19.865

16 15 51.654 3.846 353.039 52.662 21,048.654 11,139.379 64.810 7.808 3.807 0.011 19.865

17 16 55.500 3.846 409.945 56.906 44,710.219 23,661.565 73.080 8.270 3.815 0.008 19.865

18 17 59.345 3.845 471.096 61.151 94,970.618 50,260.399 81.807 8.727 3.820 0.005 19.865

19 18 63.191 3.846 536.492 65.396 201,730.578 106,759.960 90.987 9.180 3.823 0.003 19.865

20 19 67.036 3.845 606.133 69.641 428,503.328 226,772.750 100.616 9.629 3.825 0.002 19.865

21 20 70.882 3.846 680.019 73.886 910,199.654 481,696.326 110.693 10.077 3.826 0.001 19.865

22 21 74.728 3.846 758.150 78.131 1,933,388.510 1,023,188.856 121.212 10.519 3.827 0.001 19.865

y ＝

a ＝
b ＝
c ＝
K ＝
r ＝

1.1559
8.8270

3.83
0.750147 0.895931 0.912955 0.821355 0.737271

予
 
測
 
式

-6.03 -8.8890 0.7534 1.8607
3.8456 2.1224 0.2603 0.4200 0.42100

生活系埋立ごみ

年  度
現状（R5)

採      用 〇
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𝑎𝑥 + 𝑏 𝑎･𝑒௕௫𝑎𝑥ଶ + 𝑏𝑥 + 𝑐 𝑎･𝑥௕ 𝐾

1 + 𝑒௕ି௔௫

𝑥
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資料1-5 関ケ原町

単位： g/人・日
一 次 傾 向 線 二 次 傾 向 線 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｲｯｸ曲線

増減数 増減数 増減数 増減数 増減数

実績 2 1 11.896 － 11.896 － 11.896 － 11.896 － 11.896 － 11.896

3 2 12.988 1.092 12.988 1.092 12.988 1.092 12.988 1.092 12.988 1.092 12.988

4 3 13.484 0.496 13.484 0.496 13.484 0.496 13.484 0.496 13.484 0.496 13.484

5 4 13.123 -0.361 13.123 -0.361 13.123 -0.361 13.123 -0.361 13.123 -0.361 13.123

6 5 12.930 -0.193 12.930 -0.193 12.930 -0.193 12.930 -0.193 12.930 -0.193 12.930

予測 7 6 13.545 0.615 11.832 -1.098 13.575 0.645 13.492 0.562 13.112 0.182 12 .884

8 7 13.765 0.220 10.338 -1.494 13.818 0.243 13.609 0.117 13.134 0.022 12.884

9 8 13.986 0.221 8.356 -1.982 14.064 0.246 13.712 0.103 13.147 0.013 12.884

10 9 14.206 0.220 5.883 -2.473 14.316 0.252 13.803 0.091 13.155 0.008 12.884

11 10 14.426 0.220 2.921 -2.962 14.571 0.255 13.885 0.082 13.160 0.005 12.884

12 11 14.647 0.221 -0.530 -3.451 14.832 0.261 13.960 0.075 13.163 0.003 12.884

13 12 14.867 0.220 -4.471 -3.941 15.096 0.264 14.028 0.068 13.165 0.002 12.884

14 13 15.087 0.220 -8.902 -4.431 15.366 0.270 14.092 0.064 13.166 0.001 12.884

15 14 15.308 0.221 -13.822 -4.920 15.641 0.275 14.150 0.058 13.167 0.001 12.884

16 15 15.528 0.220 -19.232 -5.410 15.920 0.279 14.205 0.055 13.167 0.000 12.884

17 16 15.748 0.220 -25.131 -5.899 16.204 0.284 14.257 0.052 13.167 0.000 12.884

18 17 15.968 0.220 -31.520 -6.389 16.494 0.290 14.306 0.049 13.167 0.000 12.884

19 18 16.189 0.221 -38.399 -6.879 16.788 0.294 14.352 0.046 13.168 0.001 12.884

20 19 16.409 0.220 -45.767 -7.368 17.088 0.300 14.396 0.044 13.168 0.000 12.884

21 20 16.629 0.220 -53.624 -7.857 17.393 0.305 14.437 0.041 13.168 0.000 12.884

22 21 16.850 0.221 -61.971 -8.347 17.704 0.311 14.477 0.040 13.168 0.000 12.884

〇

y ＝

a ＝
b ＝
c ＝
K ＝
r ＝

ビニール・プラスチック

年  度 実績の平
均値

採      用

0.2203 -0.2448 12.2071 12.1978 0.49234

予
 
測
 
式

12.22 1.6890 0.0177 0.0563 -2.5127
10.5098

13.17
0.587478 0.970407 0.579370 0.745075 0.773633
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𝑎𝑥 + 𝑏 𝑎･𝑒௕௫𝑎𝑥ଶ + 𝑏𝑥 + 𝑐 𝑎･𝑥௕ 𝐾

1 + 𝑒௕ି௔௫

𝑥
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資料1-6 関ケ原町

単位： g/人・日
一 次 傾 向 線 二 次 傾 向 線 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｲｯｸ曲線

増減数 増減数 増減数 増減数 増減数

実績 2 1 44.267 － 44.267 － 44.267 － 44.267 － 44.267 － 44.267

3 2 41.360 -2.907 41.360 -2.907 41.360 -2.907 41.360 -2.907 41.360 -2.907 41.360

4 3 40.109 -1.251 40.109 -1.251 40.109 -1.251 40.109 -1.251 40.109 -1.251 40.109

5 4 33.879 -6.230 33.879 -6.230 33.879 -6.230 33.879 -6.230 33.879 -6.230 33.879

6 5 31.065 -2.814 31.065 -2.814 31.065 -2.814 31.065 -2.814 31.065 -2.814 31.065

予測 7 6 27.971 -3.094 25.574 -5.491 28.797 -2.268 31.697 0.632 28.083 -2.982 38 .136

8 7 24.582 -3.389 19.789 -5.785 26.297 -2.500 30.681 -1.016 24.954 -3.129 38.136

9 8 21.194 -3.388 13.319 -6.470 24.015 -2.282 29.827 -0.854 22.010 -2.944 38.136

10 9 17.805 -3.389 6.165 -7.154 21.931 -2.084 29.094 -0.733 19.279 -2.731 38.136

11 10 14.417 -3.388 -1.674 -7.839 20.028 -1.903 28.453 -0.641 16.779 -2.500 38.136

12 11 11.028 -3.389 -10.198 -8.524 18.290 -1.738 27.885 -0.568 14.518 -2.261 38.136

13 12 7.640 -3.388 -19.407 -9.209 16.702 -1.588 27.377 -0.508 12.496 -2.022 38.136

14 13 4.251 -3.389 -29.300 -9.893 15.253 -1.449 26.917 -0.460 10.706 -1.790 38.136

15 14 0.863 -3.388 -39.878 -10.578 13.929 -1.324 26.499 -0.418 9.134 -1.572 38.136

16 15 -2.526 -3.389 -51.141 -11.263 12.720 -1.209 26.115 -0.384 7.765 -1.369 38.136

17 16 -5.915 -3.389 -63.088 -11.947 11.616 -1.104 25.761 -0.354 6.581 -1.184 38.136

18 17 -9.303 -3.388 -75.720 -12.632 10.608 -1.008 25.433 -0.328 5.562 -1.019 38.136

19 18 -12.692 -3.389 -89.037 -13.317 9.688 -0.920 25.128 -0.305 4.691 -0.871 38.136

20 19 -16.080 -3.388 -103.039 -14.002 8.847 -0.841 24.842 -0.286 3.948 -0.743 38.136

21 20 -19.469 -3.389 -117.725 -14.686 8.079 -0.768 24.574 -0.268 3.317 -0.631 38.136

22 21 -22.857 -3.388 -133.096 -15.371 7.378 -0.701 24.322 -0.252 2.783 -0.534 38.136

y ＝

a ＝
b ＝
c ＝
K ＝
r ＝

新聞     

年  度 実績の平
均値

採      用 〇

-3.3885 -0.3424 49.6479 46.2949 -0.18300

予
 
測
 
式

48.30 -1.3344 -0.0908 -0.2114 -0.5904
45.9050

74.74
0.978187 0.985152 0.970443 0.907546 0.978608
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𝑎𝑥 + 𝑏 𝑎･𝑒௕௫𝑎𝑥ଶ + 𝑏𝑥 + 𝑐 𝑎･𝑥௕ 𝐾

1 + 𝑒௕ି௔௫

𝑥
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資料1-7 関ケ原町

単位： g/人・日
一 次 傾 向 線 二 次 傾 向 線 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｲｯｸ曲線

増減数 増減数 増減数 増減数 増減数

実績 2 1 14.295 － 14.295 － 14.295 － 14.295 － 14.295 － 14.295

3 2 15.109 0.814 15.109 0.814 15.109 0.814 15.109 0.814 15.109 0.814 15.109

4 3 15.239 0.130 15.239 0.130 15.239 0.130 15.239 0.130 15.239 0.130 15.239

5 4 12.331 -2.908 12.331 -2.908 12.331 -2.908 12.331 -2.908 12.331 -2.908 12.331

6 5 11.842 -0.489 11.842 -0.489 11.842 -0.489 11.842 -0.489 11.842 -0.489 11.842

予測 7 6 11.458 -0.384 8.636 -3.206 11.504 -0.338 12.398 0.556 11.959 0.117 13 .763

8 7 10.690 -0.768 5.046 -3.590 10.856 -0.648 12.174 -0.224 12.023 0.064 13.763

9 8 9.921 -0.769 0.649 -4.397 10.244 -0.612 11.982 -0.192 12.057 0.034 13.763

10 9 9.153 -0.768 -4.554 -5.203 9.667 -0.577 11.816 -0.166 12.076 0.019 13.763

11 10 8.384 -0.769 -10.563 -6.009 9.123 -0.544 11.669 -0.147 12.086 0.010 13.763

12 11 7.616 -0.768 -17.379 -6.816 8.609 -0.514 11.538 -0.131 12.091 0.005 13.763

13 12 6.848 -0.768 -25.001 -7.622 8.124 -0.485 11.419 -0.119 12.094 0.003 13.763

14 13 6.079 -0.769 -33.429 -8.428 7.667 -0.457 11.311 -0.108 12.095 0.001 13.763

15 14 5.311 -0.768 -42.663 -9.234 7.235 -0.432 11.212 -0.099 12.096 0.001 13.763

16 15 4.542 -0.769 -52.704 -10.041 6.827 -0.408 11.121 -0.091 12.097 0.001 13.763

17 16 3.774 -0.768 -63.551 -10.847 6.443 -0.384 11.036 -0.085 12.097 0.000 13.763

18 17 3.006 -0.768 -75.204 -11.653 6.080 -0.363 10.957 -0.079 12.097 0.000 13.763

19 18 2.237 -0.769 -87.664 -12.460 5.738 -0.342 10.883 -0.074 12.097 0.000 13.763

20 19 1.469 -0.768 -100.929 -13.265 5.414 -0.324 10.813 -0.070 12.097 0.000 13.763

21 20 0.700 -0.769 -115.002 -14.073 5.109 -0.305 10.748 -0.065 12.097 0.000 13.763

22 21 -0.068 -0.768 -129.880 -14.878 4.822 -0.287 10.685 -0.063 12.097 0.000 13.763

y ＝

a ＝
b ＝
c ＝
K ＝
r ＝

雑誌    

年  度 実績の平
均値

採      用 〇

-0.7684 -0.4031 16.2887 15.3359 0.62830

予
 
測
 
式

16.07 1.6505 -0.0580 -0.1187 -0.6885
13.2464

12.10
0.767856 0.903778 0.750872 0.607903 -0.593737
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資料1-8 関ケ原町

単位： g/人・日
一 次 傾 向 線 二 次 傾 向 線 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｲｯｸ曲線

増減数 増減数 増減数 増減数 増減数

実績 2 1 12.276 － 12.276 － 12.276 － 12.276 － 12.276 － 12.276

3 2 10.643 -1.633 10.643 -1.633 10.643 -1.633 10.643 -1.633 10.643 -1.633 10.643

4 3 18.222 7.579 18.222 7.579 18.222 7.579 18.222 7.579 18.222 7.579 18.222

5 4 8.717 -9.505 8.717 -9.505 8.717 -9.505 8.717 -9.505 8.717 -9.505 8.717

6 5 7.919 -0.798 7.919 -0.798 7.919 -0.798 7.919 -0.798 7.919 -0.798 7.919

予測 7 6 8.363 0.444 0.656 -7.263 7.997 0.078 9.270 1.351 3.146 -4.773 7 .919

8 7 7.299 -1.064 -8.115 -8.771 7.181 -0.816 8.975 -0.295 1.393 -1.753 7.919

9 8 6.235 -1.064 -19.088 -10.973 6.448 -0.733 8.727 -0.248 0.558 -0.835 7.919

10 9 5.171 -1.064 -32.263 -13.175 5.790 -0.658 8.514 -0.213 0.214 -0.344 7.919

11 10 4.107 -1.064 -47.640 -15.377 5.199 -0.591 8.328 -0.186 0.080 -0.134 7.919

12 11 3.043 -1.064 -65.219 -17.579 4.668 -0.531 8.163 -0.165 0.030 -0.050 7.919

13 12 1.979 -1.064 -85.000 -19.781 4.192 -0.476 8.015 -0.148 0.011 -0.019 7.919

14 13 0.915 -1.064 -106.983 -21.983 3.764 -0.428 7.881 -0.134 0.004 -0.007 7.919

15 14 -0.149 -1.064 -131.168 -24.185 3.380 -0.384 7.760 -0.121 0.002 -0.002 7.919

16 15 -1.213 -1.064 -157.555 -26.387 3.035 -0.345 7.648 -0.112 0.001 -0.001 7.919

17 16 -2.277 -1.064 -186.144 -28.589 2.725 -0.310 7.545 -0.103 0.000 -0.001 7.919

18 17 -3.341 -1.064 -216.935 -30.791 2.447 -0.278 7.450 -0.095 0.000 0.000 7.919

19 18 -4.405 -1.064 -249.928 -32.993 2.198 -0.249 7.361 -0.089 0.000 0.000 7.919

20 19 -5.469 -1.064 -285.123 -35.195 1.973 -0.225 7.278 -0.083 0.000 0.000 7.919

21 20 -6.533 -1.064 -322.520 -37.397 1.772 -0.201 7.200 -0.078 0.000 0.000 7.919

22 21 -7.597 -1.064 -362.119 -39.599 1.591 -0.181 7.127 -0.073 0.000 0.000 7.919

〇

y ＝

a ＝
b ＝
c ＝
K ＝
r ＝

古布    

年  度
現状（R5)

採      用

-1.0640 -1.1010 15.2543 13.5035 -0.98868

予
 
測
 
式

14.75 5.5420 -0.1076 -0.2099 -4.8580
7.0404

12.35
0.410829 0.649455 0.378188 0.273922 0.555794
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資料1-9 関ケ原町

単位： g/人・日
一 次 傾 向 線 二 次 傾 向 線 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｲｯｸ曲線

増減数 増減数 増減数 増減数 増減数

実績 2 1 30.922 － 30.922 － 30.922 － 30.922 － 30.922 － 30.922

3 2 36.308 5.386 36.308 5.386 36.308 5.386 36.308 5.386 36.308 5.386 36.308

4 3 29.856 -6.452 29.856 -6.452 29.856 -6.452 29.856 -6.452 29.856 -6.452 29.856

5 4 32.009 2.153 32.009 2.153 32.009 2.153 32.009 2.153 32.009 2.153 32.009

6 5 31.083 -0.926 31.083 -0.926 31.083 -0.926 31.083 -0.926 31.083 -0.926 31.083

予測 7 6 30.843 -0.240 28.833 -2.250 30.871 -0.212 31.483 0.400 31.662 0.579 32 .036

8 7 30.445 -0.398 26.426 -2.407 30.516 -0.355 31.395 -0.088 31.820 0.158 32.036

9 8 30.047 -0.398 23.444 -2.982 30.165 -0.351 31.319 -0.076 31.949 0.129 32.036

10 9 29.649 -0.398 19.889 -3.555 29.819 -0.346 31.253 -0.066 32.053 0.104 32.036

11 10 29.252 -0.397 15.759 -4.130 29.476 -0.343 31.193 -0.060 32.137 0.084 32.036

12 11 28.854 -0.398 11.056 -4.703 29.137 -0.339 31.140 -0.053 32.205 0.068 32.036

13 12 28.456 -0.398 5.778 -5.278 28.802 -0.335 31.091 -0.049 32.260 0.055 32.036

14 13 28.059 -0.397 -0.074 -5.852 28.471 -0.331 31.046 -0.045 32.304 0.044 32.036

15 14 27.661 -0.398 -6.501 -6.427 28.143 -0.328 31.004 -0.042 32.339 0.035 32.036

16 15 27.263 -0.398 -13.501 -7.000 27.820 -0.323 30.966 -0.038 32.368 0.029 32.036

17 16 26.866 -0.397 -21.075 -7.574 27.500 -0.320 30.929 -0.037 32.391 0.023 32.036

18 17 26.468 -0.398 -29.224 -8.149 27.184 -0.316 30.896 -0.033 32.410 0.019 32.036

19 18 26.070 -0.398 -37.947 -8.723 26.871 -0.313 30.864 -0.032 32.425 0.015 32.036

20 19 25.672 -0.398 -47.244 -9.297 26.562 -0.309 30.834 -0.030 32.437 0.012 32.036

21 20 25.275 -0.397 -57.115 -9.871 26.257 -0.305 30.805 -0.029 32.447 0.010 32.036

22 21 24.877 -0.398 -67.560 -10.445 25.955 -0.302 30.778 -0.027 32.454 0.007 32.036

〇

y ＝

a ＝
b ＝
c ＝
K ＝
r ＝

段ボール   

年  度 実績の平
均値

採      用

-0.3977 -0.2871 33.0891 32.5188 0.21812

予
 
測
 
式

33.23 1.3247 -0.0116 -0.0181 -2.3391
31.2192

32.49
0.250765 0.329777 0.249279 0.155227 -0.220722
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資料1-10 関ケ原町

単位： g/人・日
一 次 傾 向 線 二 次 傾 向 線 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｲｯｸ曲線

増減数 増減数 増減数 増減数 増減数

実績 2 1 4.961 － 4.961 － 4.961 － 4.961 － 4.961 － 4.961

3 2 4.940 -0.021 4.940 -0.021 4.940 -0.021 4.940 -0.021 4.940 -0.021 4.940

4 3 4.884 -0.056 4.884 -0.056 4.884 -0.056 4.884 -0.056 4.884 -0.056 4.884

5 4 4.643 -0.241 4.643 -0.241 4.643 -0.241 4.643 -0.241 4.643 -0.241 4.643

6 5 4.858 0.215 4.858 0.215 4.858 0.215 4.858 0.215 4.858 0.215 4.858

予測 7 6 4.706 -0.152 4.850 -0.008 4.707 -0.151 4.749 -0.109 4.797 -0.061 4 .857

8 7 4.656 -0.050 4.943 0.093 4.658 -0.049 4.729 -0.020 4.805 0.008 4.857

9 8 4.606 -0.050 5.077 0.134 4.610 -0.048 4.712 -0.017 4.812 0.007 4.857

10 9 4.555 -0.051 5.252 0.175 4.562 -0.048 4.698 -0.014 4.817 0.005 4.857

11 10 4.505 -0.050 5.469 0.217 4.515 -0.047 4.684 -0.014 4.821 0.004 4.857

12 11 4.455 -0.050 5.726 0.257 4.468 -0.047 4.672 -0.012 4.823 0.002 4.857

13 12 4.405 -0.050 6.024 0.298 4.422 -0.046 4.662 -0.010 4.826 0.003 4.857

14 13 4.354 -0.051 6.363 0.339 4.376 -0.046 4.652 -0.010 4.827 0.001 4.857

15 14 4.304 -0.050 6.743 0.380 4.331 -0.045 4.642 -0.010 4.829 0.002 4.857

16 15 4.254 -0.050 7.165 0.422 4.286 -0.045 4.634 -0.008 4.830 0.001 4.857

17 16 4.203 -0.051 7.627 0.462 4.242 -0.044 4.626 -0.008 4.831 0.001 4.857

18 17 4.153 -0.050 8.130 0.503 4.198 -0.044 4.618 -0.008 4.831 0.000 4.857

19 18 4.103 -0.050 8.674 0.544 4.155 -0.043 4.611 -0.007 4.832 0.001 4.857

20 19 4.052 -0.051 9.259 0.585 4.112 -0.043 4.605 -0.006 4.832 0.000 4.857

21 20 4.002 -0.050 9.886 0.627 4.069 -0.043 4.598 -0.007 4.832 0.000 4.857

22 21 3.952 -0.050 10.553 0.667 4.027 -0.042 4.592 -0.006 4.833 0.001 4.857

〇

y ＝

a ＝
b ＝
c ＝
K ＝
r ＝

ペットボトル  

年  度 実績の平
均値

採      用

-0.0503 0.0205 5.0097 4.9817 0.26047

予
 
測
 
式

5.01 -0.1733 -0.0104 -0.0267 -3.3267
5.1516

4.83
0.627619 0.696782 0.629456 0.647949 -0.657839
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資料1-11 関ケ原町

単位： mg/人・日

一 次 傾 向 線 二 次 傾 向 線 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｲｯｸ曲線
増減数 増減数 増減数 増減数 増減数

実績 2 1 562.431 － 562.431 － 562.431 － 562.431 － 562.431 － 562.431

3 2 312.421 -250.010 312.421 -250.010 312.421 -250.010 312.421 -250.010 312.421 -250.010 312.421

4 3 300.409 -12.012 300.409 -12.012 300.409 -12.012 300.409 -12.012 300.409 -12.012 300.409

5 4 328.184 27.775 328.184 27.775 328.184 27.775 328.184 27.775 328.184 27.775 328.184

6 5 211.232 -116.952 211.232 -116.952 211.232 -116.952 211.232 -116.952 211.232 -116.952 211.232

予測 7 6 136.945 -74.287 289.896 78.664 183.615 -27.617 215.126 3.894 222.138 10.906 342 .935

8 7 68.281 -68.664 374.184 84.288 151.699 -31.916 199.268 -15.858 226.831 4.693 342.935

9 8 -0.382 -68.663 502.173 127.989 125.331 -26.368 186.478 -12.790 230.853 4.022 342.935

10 9 -69.046 -68.664 673.862 171.689 103.546 -21.785 175.880 -10.598 234.279 3.426 342.935

11 10 -137.709 -68.663 889.251 215.389 85.548 -17.998 166.912 -8.968 237.183 2.904 342.935

12 11 -206.373 -68.664 1,148.341 259.090 70.678 -14.870 159.193 -7.719 239.632 2.449 342.935

13 12 -275.036 -68.663 1,451.131 302.790 58.393 -12.285 152.459 -6.734 241.691 2.059 342.935

14 13 -343.700 -68.664 1,797.621 346.490 48.243 -10.150 146.515 -5.944 243.416 1.725 342.935

15 14 -412.363 -68.663 2,187.812 390.191 39.858 -8.385 141.220 -5.295 244.857 1.441 342.935

16 15 -481.027 -68.664 2,621.704 433.892 32.930 -6.928 136.462 -4.758 246.059 1.202 342.935

17 16 -549.690 -68.663 3,099.296 477.592 27.206 -5.724 132.156 -4.306 247.060 1.001 342.935

18 17 -618.354 -68.664 3,620.588 521.292 22.477 -4.729 128.235 -3.921 247.891 0.831 342.935

19 18 -687.017 -68.663 4,185.581 564.993 18.570 -3.907 124.645 -3.590 248.580 0.689 342.935

20 19 -755.681 -68.664 4,794.274 608.693 15.342 -3.228 121.342 -3.303 249.152 0.572 342.935

21 20 -824.344 -68.663 5,446.667 652.393 12.676 -2.666 118.289 -3.053 249.626 0.474 342.935

22 21 -893.008 -68.664 6,142.761 696.094 10.472 -2.204 115.457 -2.832 250.018 0.392 342.935

y ＝

a ＝
b ＝
c ＝
K ＝
r ＝

発泡スチロール  

年  度 実績の平
均値

採      用 〇

-68.6635 21.8502 577.3677 523.9061 0.19260

予
 
測
 
式

548.93 -199.7648 -0.1909 -0.4968 -0.8552
701.8774

251.88
0.829736 0.886603 0.862679 0.927558 -0.849509
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資料1-12 関ケ原町

単位： g/人・日
一 次 傾 向 線 二 次 傾 向 線 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｲｯｸ曲線

増減数 増減数 増減数 増減数 増減数

実績 2 1 6.066 － 6.066 － 6.066 － 6.066 － 6.066 － 6.066

3 2 5.604 -0.462 5.604 -0.462 5.604 -0.462 5.604 -0.462 5.604 -0.462 5.604

4 3 5.825 0.221 5.825 0.221 5.825 0.221 5.825 0.221 5.825 0.221 5.825

5 4 5.473 -0.352 5.473 -0.352 5.473 -0.352 5.473 -0.352 5.473 -0.352 5.473

6 5 5.337 -0.136 5.337 -0.136 5.337 -0.136 5.337 -0.136 5.337 -0.136 5.337

予測 7 6 5.184 -0.153 5.224 -0.113 5.200 -0.137 5.336 -0.001 5.444 0.107 5 .661

8 7 5.025 -0.159 5.104 -0.120 5.057 -0.143 5.279 -0.057 5.460 0.016 5.661

9 8 4.867 -0.158 4.996 -0.108 4.917 -0.140 5.231 -0.048 5.473 0.013 5.661

10 9 4.708 -0.159 4.899 -0.097 4.781 -0.136 5.188 -0.043 5.484 0.011 5.661

11 10 4.549 -0.159 4.814 -0.085 4.649 -0.132 5.150 -0.038 5.492 0.008 5.661

12 11 4.390 -0.159 4.740 -0.074 4.521 -0.128 5.116 -0.034 5.498 0.006 5.661

13 12 4.231 -0.159 4.677 -0.063 4.397 -0.124 5.085 -0.031 5.504 0.006 5.661

14 13 4.072 -0.159 4.625 -0.052 4.275 -0.122 5.057 -0.028 5.508 0.004 5.661

15 14 3.913 -0.159 4.585 -0.040 4.157 -0.118 5.031 -0.026 5.511 0.003 5.661

16 15 3.754 -0.159 4.555 -0.030 4.043 -0.114 5.007 -0.024 5.514 0.003 5.661

17 16 3.595 -0.159 4.538 -0.017 3.931 -0.112 4.984 -0.023 5.516 0.002 5.661

18 17 3.436 -0.159 4.531 -0.007 3.823 -0.108 4.963 -0.021 5.518 0.002 5.661

19 18 3.278 -0.158 4.536 0.005 3.717 -0.106 4.944 -0.019 5.519 0.001 5.661

20 19 3.119 -0.159 4.552 0.016 3.615 -0.102 4.925 -0.019 5.520 0.001 5.661

21 20 2.960 -0.159 4.579 0.027 3.515 -0.100 4.908 -0.017 5.521 0.001 5.661

22 21 2.801 -0.159 4.618 0.039 3.418 -0.097 4.891 -0.017 5.521 0.000 5.661

y ＝

a ＝
b ＝
c ＝
K ＝
r ＝

缶     

年  度 実績の平
均値

採      用 〇

-0.1589 0.0056 6.1502 6.0446 0.22953

予
 
測
 
式

6.14 -0.1928 -0.0280 -0.0696 -2.8421
6.1772

5.52
0.868825 0.869592 0.869350 0.871782 -0.868799

1

6

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

実績 予測

ｇ/人・日

実績 一次傾向線 二次傾向線 一次指数曲線
べき曲線 実績の平均値 ロジスティック曲線

𝑎𝑥 + 𝑏 𝑎･𝑒௕௫𝑎𝑥ଶ + 𝑏𝑥 + 𝑐 𝑎･𝑥௕ 𝐾

1 + 𝑒௕ି௔௫

𝑥
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資料1-13 関ケ原町

単位： g/人・日
一 次 傾 向 線 二 次 傾 向 線 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｲｯｸ曲線

増減数 増減数 増減数 増減数 増減数

実績 2 1 15.902 － 15.902 － 15.902 － 15.902 － 15.902 － 15.902

3 2 16.263 0.361 16.263 0.361 16.263 0.361 16.263 0.361 16.263 0.361 16.263

4 3 17.484 1.221 17.484 1.221 17.484 1.221 17.484 1.221 17.484 1.221 17.484

5 4 17.328 -0.156 17.328 -0.156 17.328 -0.156 17.328 -0.156 17.328 -0.156 17.328

6 5 17.384 0.056 17.384 0.056 17.384 0.056 17.384 0.056 17.384 0.056 17.384

予測 7 6 18.081 0.697 17.087 -0.297 18.127 0.743 17.774 0.390 17.431 0.047 16 .872

8 7 18.484 0.403 16.497 -0.590 18.570 0.443 17.949 0.175 17.440 0.009 16.872

9 8 18.887 0.403 15.622 -0.875 19.024 0.454 18.101 0.152 17.444 0.004 16.872

10 9 19.290 0.403 14.464 -1.158 19.490 0.466 18.237 0.136 17.445 0.001 16.872

11 10 19.693 0.403 13.022 -1.442 19.966 0.476 18.359 0.122 17.446 0.001 16.872

12 11 20.095 0.402 11.296 -1.726 20.455 0.489 18.470 0.111 17.446 0.000 16.872

13 12 20.498 0.403 9.286 -2.010 20.955 0.500 18.573 0.103 17.446 0.000 16.872

14 13 20.901 0.403 6.992 -2.294 21.468 0.513 18.667 0.094 17.446 0.000 16.872

15 14 21.304 0.403 4.415 -2.577 21.993 0.525 18.755 0.088 17.446 0.000 16.872

16 15 21.707 0.403 1.553 -2.862 22.530 0.537 18.837 0.082 17.446 0.000 16.872

17 16 22.110 0.403 -1.592 -3.145 23.082 0.552 18.914 0.077 17.446 0.000 16.872

18 17 22.513 0.403 -5.021 -3.429 23.646 0.564 18.987 0.073 17.446 0.000 16.872

19 18 22.916 0.403 -8.734 -3.713 24.224 0.578 19.056 0.069 17.446 0.000 16.872

20 19 23.319 0.403 -12.731 -3.997 24.817 0.593 19.121 0.065 17.446 0.000 16.872

21 20 23.722 0.403 -17.012 -4.281 25.424 0.607 19.184 0.063 17.446 0.000 16.872

22 21 24.124 0.402 -21.577 -4.565 26.046 0.622 19.243 0.059 17.446 0.000 16.872

y ＝

a ＝
b ＝
c ＝
K ＝
r ＝

ビン    

年  度 実績の平
均値

採      用 〇

0.4029 -0.1419 15.6803 15.8668 0.89598

予
 
測
 
式

15.66 1.2545 0.0242 0.0634 -1.6541
14.6700

17.45
0.867625 0.939975 0.862352 0.912733 0.915480
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資料2-1 関ケ原町

単位： kg/日
一 次 傾 向 線 二 次 傾 向 線 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｲｯｸ曲線

増減数 増減数 増減数 増減数 増減数

実績 2 1 991.260 － 991.260 － 991.260 － 991.260 － 991.260 － 991.260

3 2 964.164 -27.096 964.164 -27.096 964.164 -27.096 964.164 -27.096 964.164 -27.096 964.164

4 3 1,077.288 113.124 1,077.288 113.124 1,077.288 113.124 1,077.288 113.124 1,077.288 113.124 1,077.288

5 4 1,149.481 72.193 1,149.481 72.193 1,149.481 72.193 1,149.481 72.193 1,149.481 72.193 1,149.481

6 5 1,102.274 -47.207 1,102.274 -47.207 1,102.274 -47.207 1,102.274 -47.207 1,102.274 -47.207 1,102.274

予測 7 6 1,179.097 76.823 1,138.520 36.246 1,184.837 82.563 1,140.597 38.323 1,102.951 0.677 1,056. 893

8 7 1,219.831 40.734 1,138.678 0.158 1,231.726 46.889 1,157.236 16.639 1,104.818 1.867 1,056.893

9 8 1,260.566 40.735 1,127.243 -11.435 1,280.471 48.745 1,171.845 14.609 1,105.635 0.817 1,056.893

10 9 1,301.300 40.734 1,104.215 -23.028 1,331.145 50.674 1,184.885 13.040 1,105.991 0.356 1,056.893

11 10 1,342.035 40.735 1,069.593 -34.622 1,383.824 52.679 1,196.672 11.787 1,106.146 0.155 1,056.893

12 11 1,382.769 40.734 1,023.378 -46.215 1,438.587 54.763 1,207.435 10.763 1,106.214 0.068 1,056.893

13 12 1,423.504 40.735 965.569 -57.809 1,495.518 56.931 1,217.346 9.911 1,106.244 0.030 1,056.893

14 13 1,464.238 40.734 896.167 -69.402 1,554.702 59.184 1,226.535 9.189 1,106.257 0.013 1,056.893

15 14 1,504.973 40.735 815.172 -80.995 1,616.228 61.526 1,235.105 8.570 1,106.262 0.005 1,056.893

16 15 1,545.707 40.734 722.584 -92.588 1,680.189 63.961 1,243.137 8.032 1,106.265 0.003 1,056.893

17 16 1,586.442 40.735 618.403 -104.181 1,746.681 66.492 1,250.698 7.561 1,106.266 0.001 1,056.893

18 17 1,627.176 40.734 502.628 -115.775 1,815.805 69.124 1,257.841 7.143 1,106.266 0.000 1,056.893

19 18 1,667.911 40.735 375.260 -127.368 1,887.664 71.859 1,264.614 6.773 1,106.267 0.001 1,056.893

20 19 1,708.645 40.734 236.298 -138.962 1,962.366 74.702 1,271.055 6.441 1,106.267 0.000 1,056.893

21 20 1,749.380 40.735 85.743 -150.555 2,040.025 77.659 1,277.195 6.140 1,106.267 0.000 1,056.893

22 21 1,790.114 40.734 -76.405 -162.148 2,120.758 80.733 1,283.063 5.868 1,106.267 0.000 1,056.893

y ＝

a ＝
b ＝
c ＝
K ＝
r ＝

事業系可燃ごみ

年  度 実績の平
均値

採      用 〇

40.7345 -5.7966 938.6980 963.8826 0.82995

予
 
測
 
式

934.69 75.5144 0.0388 0.0940 -0.8273
894.1134

1,106.27
0.832283 0.843998 0.828688 0.816135 0.781215
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2,000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

実績 予測

kg/日

実績 一次傾向線 二次傾向線 一次指数曲線
べき曲線 実績の平均値 ロジスティック曲線

𝑎𝑥 + 𝑏 𝑎･𝑒௕௫𝑎𝑥ଶ + 𝑏𝑥 + 𝑐 𝑎･𝑥௕ 𝐾

1 + 𝑒௕ି௔௫

𝑥



- 110 - 
 

 

 
 

資料2-2 関ケ原町

単位： kg/日
一 次 傾 向 線 二 次 傾 向 線 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｲｯｸ曲線

増減数 増減数 増減数 増減数 増減数

実績 2 1 281.973 － 281.973 － 281.973 － 281.973 － 281.973 － 281.973

3 2 102.767 -179.206 102.767 -179.206 102.767 -179.206 102.767 -179.206 102.767 -179.206 102.767

4 3 115.671 12.904 115.671 12.904 115.671 12.904 115.671 12.904 115.671 12.904 115.671

5 4 105.164 -10.507 105.164 -10.507 105.164 -10.507 105.164 -10.507 105.164 -10.507 105.164

6 5 94.849 -10.315 94.849 -10.315 94.849 -10.315 94.849 -10.315 94.849 -10.315 94.849

予測 7 6 28.530 -66.319 185.715 90.866 66.671 -28.178 76.265 -18.584 99.463 4.614 140 .085

8 7 -8.656 -37.186 305.715 120.000 53.741 -12.930 69.376 -6.889 100.043 0.580 140.085

9 8 -45.841 -37.185 470.626 164.911 43.318 -10.423 63.914 -5.462 100.508 0.465 140.085

10 9 -83.026 -37.185 680.447 209.821 34.917 -8.401 59.454 -4.460 100.880 0.372 140.085

11 10 -120.211 -37.185 935.177 254.730 28.145 -6.772 55.728 -3.726 101.178 0.298 140.085

12 11 -157.396 -37.185 1,234.818 299.641 22.687 -5.458 52.560 -3.168 101.415 0.237 140.085

13 12 -194.581 -37.185 1,579.370 344.552 18.287 -4.400 49.825 -2.735 101.605 0.190 140.085

14 13 -231.766 -37.185 1,968.831 389.461 14.740 -3.547 47.435 -2.390 101.755 0.150 140.085

15 14 -268.951 -37.185 2,403.202 434.371 11.881 -2.859 45.325 -2.110 101.876 0.121 140.085

16 15 -306.136 -37.185 2,882.484 479.282 9.577 -2.304 43.444 -1.881 101.971 0.095 140.085

17 16 -343.322 -37.186 3,406.675 524.191 7.720 -1.857 41.756 -1.688 102.047 0.076 140.085

18 17 -380.507 -37.185 3,975.777 569.102 6.223 -1.497 40.230 -1.526 102.107 0.060 140.085

19 18 -417.692 -37.185 4,589.789 614.012 5.016 -1.207 38.842 -1.388 102.155 0.048 140.085

20 19 -454.877 -37.185 5,248.711 658.922 4.043 -0.973 37.574 -1.268 102.194 0.039 140.085

21 20 -492.062 -37.185 5,952.544 703.833 3.259 -0.784 36.408 -1.166 102.224 0.030 140.085

22 21 -529.247 -37.185 6,701.286 748.742 2.627 -0.632 35.334 -1.074 102.248 0.024 140.085

y ＝

a ＝
b ＝
c ＝
K ＝
r ＝

-2.1584
408.8256

102.34
0.738017 0.907049 0.801810 0.915631 -0.798298

予
 
測
 
式

251.64 -171.9155 -0.2156 -0.6141
-37.1851 22.4551 243.0737 229.2028 0.23074

事業系粗大ごみ

年  度 実績の平
均値

採      用 〇
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１ 将来予測の流れ 
生活排水処理形態別人口及びし尿・浄化槽汚泥処理量の将来予測方法は、表 2-1 に

示すとおりです。 

 

表 2-1 生活排水処理の将来予測方法 
項目 内容 

人口 

行政区域内人口 
「関ケ原町人口ビジョン」（令和 6 年度改訂版）に示

された人口の将来展望を使用 

公共下水道人口 
令和 17 年度に公共下水道普及率 100％（行政区域内

人口に対する割合 81.4％）を達成 

農業集落排水人口 
現状の割合（行政区域内人口に対する割合 9.3％）を

維持 

合併処理浄化槽人口 
行政区域内人口－（公共下水道人口＋農業集落排水人

口＋単独処理浄化槽人口＋し尿人口（くみ取り）） 

単独処理浄化槽人口 令和 17 年度に令和６年度比 90％減を達成 

し尿人口（くみ取り） 令和 17 年度に令和６年度比 90％減を達成 

し尿・

浄化槽

汚泥量 

原単位 
し尿 過去 4 年間の平均値 

浄化槽汚泥 過去 4 年間の平均値 

し尿排出量 し尿収集（くみ取り）人口 × し尿原単位 

浄化槽汚泥排出量 
（合併処理浄化槽人口 + 単独処理浄化槽人口）  

 × 浄化槽汚泥原単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 2 生活排水処理の将来予測 
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２ 生活排水処理形態別人口及びし尿・浄化槽汚泥発生量の将来予測 
生活排水処理形態別人口及びし尿・浄化槽汚泥発生量の将来予測は、表 2-2 に示す

とおりです。 

 

表 2-2 生活排水処理形態別人口及びし尿・浄化槽汚泥発生量の将来予測 

 
 

 

  

現状 将来

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

人 6,096 6,004 5,891 5,778 5,665 5,552 5,438 5,343 5,248 5,153 5,058 4,965

人 5,125 5,122 5,102 5,079 5,053 5,024 4,992 4,974 4,954 4,931 4,906 4,866

人 4,115 4,131 4,130 4,125 4,118 4,108 4,095 4,093 4,088 4,081 4,072 4,042

人 568 558 548 537 527 516 506 497 488 479 470 462

人 442 433 424 417 408 400 391 384 378 371 364 362

人 442 402 359 318 278 239 201 166 131 98 66 45

人 442 402 359 318 278 239 201 166 131 98 66 45

人 529 480 430 381 334 289 245 203 163 124 86 54

人 529 480 430 381 334 289 245 203 163 124 86 54

人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

％ 84.1 85.3 86.6 87.9 89.2 90.5 91.8 93.1 94.4 95.7 97.0 98.0

ｋL/年 1,912 1,768 1,634 1,511 1,382 1,261 1,142 1,034 925 822 721 651

し尿発生量 ｋL/年 654 583 514 449 384 321 261 205 149 95 43 0

浄化槽汚泥発生量 ｋL/年 1,258 1,185 1,120 1,062 998 940 881 829 776 727 678 651

生活排水処理率

し尿・浄化槽汚泥発生量

計画処理区域内人口

水洗化・生活雑排水処理人口

公共下水道人口

農業集落排水人口

合併処理浄化槽人口

水洗化・生活雑排水未処理人口

単独処理浄化槽人口

区    分 単位

非水洗化人口

し尿人口（くみ取り）

自家処理人口
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１ 調査の概要 
 

(1) 調査の目的 
本調査は、一般廃棄物処理基本計画の策定に向けて、町民の家庭ごみに関する実

態と意識を把握することを目的として実施いたしました。 

 

(2) 調査対象 
住民基本台帳から無作為に抽出した 18 歳以上 500 名 

 

(3) 調査方法 
「郵送」または「Google フォーム（QR コード）」によるアンケート調査 

 

(4) 実施期間 
調査票送付日 ：令和 7 年 8 月 1 日（金） 

調査票投函期限：令和 7 年 8 月 22 日（金） 

調査票集計  ：令和 7 年 8 月 27 日（水）到着分までを集計 

 

(5) 回収状況 
発送数：500 通 

回収数：247 通 

回収率：49.4％（QR コード 14.6%、郵送 34.8%） 
 

アンケート回収数の推移 
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資料 3 家庭のごみと資源のアンケート結果 
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(6) 標本誤差 
アンケート調査を行う場合、全母集団を対象とすることが望ましいですが、実際

には適切な数の標本を抽出してサンプル調査を行うことになります。 

サンプル調査では、サンプルの結果から母集団あるいは調査対象の全体を推計し

ますので、回答に誤差の可能性が生じます。 

その誤差は標本誤差と呼ばれています。標本誤差の推定が 100 回のうち 95 回あ

たる、すなわちその度合いで正確さが保障できるという場合、信頼度 95％とよびま

す。 

社会調査ではコストと調査期間、設問に対する許容誤差の点で、信頼度 95％（係

数 1.96）を用いるのが一般的です。 

サンプル調査（ｎ人※1）で、母集団でのパーセント（P※2）、母集団の大きさ（N※

3）とすると、標本誤差（E）の計算式は下記の通りとなります。 

下記計算式で算出した本調査の標本誤差率は 6.1％となることから、本調査結果

の誤差の範囲は±6.1％の範囲となります。 

つまり、「町の清潔さに満足している」人の真の値は、30.0%±6.1%＝23.9%～

36.1%の間と考えられます。 

 

𝐸 = 1.96 × ඨ 
N − n

N − 1
×

P × (1 − P)

n
 

 

※1：アンケート回収数（247 通） 

※2：ある質問に回答する割合（2 択の設問が最大となり 50％） 

※3：本町の人口 6,060 人（2025 年 7 月 1 日現在） 
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２ 集計結果 
   アンケートの各設問と回答結果は以下に示すとおりです。 

 

問１ あなたの年齢、世帯人数、居住形態および住所について教えてください。 

回答者のうち、年齢が 50 代以上の方が 75％を占めており、戸建住宅に 10 年以上お住

まいの方から多くご回答いただきました。また、お住まいの地区については偏りがなく、

4 地区から均等にご回答をいただきました。 

 

 

A 年齢 

 

B 世帯人数 
 

 

 

 

回答 回答数（人） 割合（%）

10代 4 1.6

20代 15 6.1

30代 20 8.1

40代 24 9.7

50代 42 17.0

60代 55 22.3

70代以上 87 35.2

回答 回答数（人） 割合（%）

1人 21 8.5

2人 95 38.5

3人 40 16.2

4人 46 18.6

5人 24 9.7

6人以上 21 8.5
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C 居住形態 
    

 

D 居住年数 
    

 

E 住所 
    

 

 

回答 回答数（人） 割合（%）

戸建住宅 235 95.1

集合住宅 9 3.6

その他 3 1.2

回答 回答数（人） 割合（%）

2年未満 4 1.6

2~5年未満 12 4.9

5~10年未満 11 4.5

10年以上 220 89.1

回答 回答数（人） 割合（%）

A地区 70 28.3

B地区 55 22.3

C地区 62 25.1

D地区 60 24.3
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問２ 関ケ原町の街の清潔さに満足していますか。 

関ケ原町の街の清潔さについては、78.2%の方が「満足」、「やや満足」している一方で、

16.2%の方が「不満」、「やや不満」に思っています。 

    

 

 

問３ ごみの収集（収集回数や分別区分など）に関して満足していますか。 

ごみの収集については、72.9%の方が満足しており、24.7％の方が「不満」、「やや不満」

に思っています。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数（人） 割合（%）

74 30.0

119 48.2

36 14.6

4 1.6

14 5.7わからない

回答

満足している

やや満足している

やや不満である

不満である

回答数（人） 割合（%）

80 32.4

100 40.5

37 15.0

24 9.7

6 2.4

回答

満足している

やや満足している

やや不満である

不満である

わからない
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問４ ごみの収集日や収集方法（収集所、分別ルールなど）は分かりやすいですか。 

ごみの収集日や収集方法については、89.5％の方が理解しており、10.1％の方が分かり

にくいと感じており、0.4％の方が理解していない状況です。 

    

 

 

問５ ごみの収集所（ごみ置き場）に問題があれば教えて下さい。（複数回答可） 

ごみ収集所の問題については、「特にない」と回答した人が 61.1%を占めていますが、

「問題がある」と回答した人の中では「カラスや猫による被害がある」が最も多くなって

います。 

 

 
 
＜その他の内容＞ 

・ すぐペットボトルが溜まる。 

・ オムツがあり匂うので燃えるゴミは週 2 がいい。 

・ 複数種数、生ゴミ+ペットボトルなどの日は収集場がいっぱいではみ出ることがある。 

・ ペットボトルが多くかごから漏れそうになっている時がある。 

・ 燃えるゴミは週 2 回にしてほしい。 

・ ゴミ収集の回数。 

回答数（人） 割合（%）

74 30.0

147 59.5

25 10.1

1 0.4

少し分かりにくい

回答

とても分かりやすい

だいたい分かる

全く分からない

回答数（人） 割合（%）

20 8.1

11 4.5

28 11.3

5 2.0

6 2.4

13 5.3

2 0.8

3 1.2

151 61.1

25 10.1

掃除がされていない

カラスや猫による被害がある

収集時間に間に合わない

防犯

ルールが守られていない

悪臭がする

特にない

その他

回答

収集所が狭い

収集所が遠い
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・ 燃えるゴミを週 2 にしてほしい。 

・ 〇〇のゴミ置場のマナーが守られていないのがとても気になる。 

・ 〇〇が金属を持ち去る。 

・ 粗大ゴミや燃えないゴミの日に〇〇が軽トラで袋ごと持っていってしまう。 

・ 収集日の前日夜や当日朝に粗大ゴミを持っていくとすぐ誰かが盗んでいっている。 

・ 缶や瓶を捨てるカゴが盗難される。 

・ 粗大ゴミ、不燃ゴミの〇〇の持ち去りが多い。 

・ 知らない方が置いている可能性がある。 

・ ゴミスペースだけなので、建物があると良い。雨が降るとゴミがびしょ濡れになる。 

・ 風が強いとゴミが飛ばされる。 

・ 袋（ケース）が少し壊れている。 

・ 夜間でも出せるようなゴミ置き場がない。 

・ 収集所の建屋が古くなり近い将来修理か再建築が必要。 

・ 降雪時雪が中に振り込む。 

・ 現状は良いが、足、腰が弱れば遠い。 

・ 収集所まで往復 1200 歩ある。 

・ ゴミ置き場が国道の反対側にあるので朝早く出さなくてはならない。 

・ 収集時間がまちまちで時間を決めてほしい。 

・ 複数ゴミの収集日が設定されているとき。 

・ 収集してくださる業者の方がきれいに始末してくださって有難く思っている。 
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問６ 関ケ原町のごみの処理に関する情報公開や提供に満足していますか。 

関ケ原町のごみの処理に関する情報公開や提供については、75.7%の方が「満足」、「や

や満足」しており、9.3%の方が「不満」、「やや不満」に思っています。 

 

    

 

 

 

 

問７ 関ケ原町の「3R（リデュース・リユース・リサイクル）」への取り組みに満足してい

ますか。 

関ケ原町の「3R（リデュース・リユース・リサイクル）」の取り組みについては、64.3%

の方が「満足」、「やや満足」しており、9.7%の方が「不満」、「やや不満」に思っています。 

 

    

回答数（人） 割合（%）

71 28.7

116 47.0

19 7.7

4 1.6

37 15.0

やや不満である

不満である

わからない

やや満足している

回答

満足している

回答数（人） 割合（%）

51 20.6

108 43.7

16 6.5

8 3.2

64 25.9

回答

満足している

やや満足している

やや不満である

不満である

わからない
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問８ ecos（エコス）に資源物（廃食油※、有害ごみ、空き缶など）を持ち込んだことは

ありますか。また、持ち込んだことがない方は、その理由についてご回答下さい。

（複数回答可） 

ecos（エコス）の利用については、全体の 38.1％の方しか利用しておらず、22.7％の方

は利用可能であることを把握していませんでした。 

 

 
 
＜その他の内容＞ 

・ 閉鎖時間前に閉じるのをやめてほしい。15 分前に閉められる。あと GW 等休みの日を広報

等で入れて欲しい。 

・ 回収対象が何か分からない。 

・ 油については知らない。 

・ 場所は知ってるが何を持ち込んでいいのかわからないので利用したことがない。 

・ 死んだ後のタンス等処理の方法知っておきたい。 

・ 気軽に行くほど近くない。 

・ ecos を知らない。 

・ 場所がわからない。 

・ わからない。 

・ 自分では行かないので分からない。 

・ 町以外の場所に出している。 

・ もっとエコスに持ち込みが手間かからず簡単にできる方法。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数（人） 割合（%）

94 38.1

56 22.7

27 10.9

65 26.3

13 5.3

5 2.0

12 4.9

場所が分かりにくい

持ち込むほど量が出ない

開館時間が間に合わない

入りにくい

その他

持っていけることを知らなかった

回答

持ち込んだことがある
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問９ リデュース（ごみの発生抑制）の取り組みで、実践しているものをお教え下さい。 

（複数回答可） 

リデュース（ごみの発生抑制）の取り組みについては、72.1%の方がマイバッグやマイ

ボトルを利用しています。また、半数以上の方が詰め替え製品を選んだり、生ごみの水

切りを実施しています。一方で、レンタルやリースの利用は 2.0%にとどまっています。 

 

 
 
＜その他の内容＞ 

・ 生ごみはゴミコンポストで処理しています。 

・ コンテナに土を入れてその中に生ゴミを入れている。 

・ 生ゴミ乾燥機を使用して花壇にまいている。 

・ 生ごみはコンポスト利用、落ち葉、枝も利用している。 

・ 生ゴミはゴミコンポストを使用堆肥としている。 

・ 生ゴミコンポストを使っている。 

・ 詰め替えの方が高い場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数（人） 割合（%）

94 38.1

94 38.1

178 72.1

147 59.5

5 2.0

125 50.6

7 2.8

7 2.8

詰め替え製品を選ぶ

レンタルやリースを利用している

生ごみの水切りをしている

特に実践していない

その他

回答

必要なものだけを購入する

レジ袋はもらわない・断る

マイバック・マイボトルを利用する
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問 10 リユース（再利用）の取り組みで、実践しているものをお教え下さい。 

（複数回答可） 

リユース（再利用）の取り組みについては、リターナブル容器の選択や、フリーマーケ

ット・リサイクルショップの利用が多くなっています。 

 

 
 

＜その他の内容＞ 

・ 時々リサイクルバザーへ物品を提供している。 

・ 中古を購入している。 

・ 布の切れはしは畑で使用。 

・ 子供食堂、バザーに出す。 

・ わからない。 

 

 

問 11 リサイクル（再資源化）の取り組みのうち、実践しているものを教えて下さい。 

（複数回答可） 

リサイクル（再資源化）の取り組みについて、86.6％の方が町のルールに従って分別を

行っており、約半数の方が家電リサイクル、無人回収所及び集団回収によるリサイクルを

積極的に行っています。しかし、生ごみの堆肥化については、17.8％にとどまっています。 

    

 

回答数（人） 割合（%）

91 36.8

94 38.1

63 25.5

56 22.7

5 2.0

リターナブル（くり返し使う）容器を選ぶ

家具や家電製品は修理して使用する

特に実践していない

その他

回答

まだ使えるものを人に譲る・フリーマーケット

やリサイクルショップを利用する

回答数（人） 割合（%）

44 17.8

214 86.6

105 42.5

108 43.7

16 6.5

23 9.3

137 55.5

7 2.8

3 1.2

店頭や民間の無人回収所を使用している

リサイクルできる製品を選んでいる

金属類を回収業者に出している

その他

家電を買い替えた際に引き取りも依頼して

いる

特に実践していない

回答

生ごみを堆肥化（コンポスト利用など）

町のルールに従って分別している

自治会などの集団回収に協力している
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＜その他の内容＞ 

・ 和服は洋服に作りかえる。端切れはパッチワークにする。 

・ リチウムイオン電池、モバイルバッテリーはどの部類にはいるのですか。 

・ わからない。 

 

 

問 12 3R に取り組む上で、困難な理由があれば教えてください。（複数回答可） 

3R に取り組む上で、手間や時間がかかるといった意見のほか、具体的な方法が分からな

いことや、環境や資源回収の体制が十分でないことが困難な理由として挙げられていま

す。 

 

 
 

＜その他の内容＞ 

・ 機器に組み込まれた電池、バッテリーの処理。 

・ 自家用車が無いため持ち込めない。 

・ 平日にストックヤードに持ち込むことが難しい。 

・ 3Ｒとはなんですか。 

・ 置き場に困っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数（人） 割合（%）

48 19.4

51 20.6

2 0.8

26 10.5

21 8.5

90 36.4

5 2.0

買い物や生活の場での選択肢が少ない

特にない

その他

回答

具体的な方法が分からない

手間や時間がかかる

家族・周囲の理解や協力が得られない

環境や資源回収の体制が十分でない
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問 13-1 資源ごみの分別について教えて下さい。（プラスチック製容器包装） 

プラスチック製容器包装は、88.7％の方が分別を行っています。一方で、分別を行って

いない方の理由としては、「汚れを落とすのが面倒である」といった意見が多く挙げられて

います。 

 

 
 

 

問 13-2 資源ごみの分別について教えて下さい。（ペットボトル・缶・びん） 

ペットボトル・缶・びんは、96.8%の方が分別を行っています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

回答数（人） 割合（%）

219 88.7

5 2.0

6 2.4

11 4.5

3 1.2

0 0.0

2 0.8

7 2.8

1 0.4

0 0.0

汚れを落とすのがめんどうだから、分別していない

収集頻度が少なくて保管しておけないから、分別していない

個人情報が気になるから、分別していない

分別するほど量がでないから、分別していない

燃える素材なので可燃ごみに出すから、分別していない

ひもで縛ったり袋に入れるのが手間だから分別していない

収集場所まで持っていくのが手間だから

回答

分別している

分別に手間がかかるから、分別していない

分別の基準を知らないから、分別していない

回答数（人） 割合（%）

239 96.8

0 0.0

1 0.4

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

収集頻度が少なくて保管しておけないから、分別していない

個人情報が気になるから、分別していない

分別するほど量がでないから、分別していない

燃える素材なので可燃ごみに出すから、分別していない

収集場所まで持っていくのが手間だから

回答

分別している

分別に手間がかかるから、分別していない

分別の基準を知らないから、分別していない

汚れを落とすのがめんどうだから、分別していない

ひもで縛ったり袋に入れるのが手間だから分別していない
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問 13-3 資源ごみの分別について教えて下さい。（新聞紙・布類） 

新聞紙・布類は、92.3%の方が分別を行っています。 

 

 
 

 

問 13-4 資源ごみの分別について教えて下さい。（紙類（雑誌・ダンボール）） 

紙類（雑誌・ダンボール）は、93.5%の方が分別を行っています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数（人） 割合（%）

228 92.3

1 0.4

1 0.4

0 0.0

1 0.4

0 0.0

0 0.0

4 1.6

0 0.0

1 0.4

分別の基準を知らないから、分別していない

汚れを落とすのがめんどうだから、分別していない

収集頻度が少なくて保管しておけないから、分別していない

個人情報が気になるから、分別していない

分別するほど量がでないから、分別していない

回答

分別している

分別に手間がかかるから、分別していない

燃える素材なので可燃ごみに出すから、分別していない

収集場所まで持っていくのが手間だから

ひもで縛ったり袋に入れるのが手間だから分別していない

回答数（人） 割合（%）

231 93.5

3 1.2

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

2 0.8

2 0.8

0 0.0

0 0.0

分別している

分別に手間がかかるから、分別していない

分別の基準を知らないから、分別していない

汚れを落とすのがめんどうだから、分別していない

収集頻度が少なくて保管しておけないから、分別していない

回答

個人情報が気になるから、分別していない

分別するほど量がでないから、分別していない

燃える素材なので可燃ごみに出すから、分別していない

収集場所まで持っていくのが手間だから

ひもで縛ったり袋に入れるのが手間だから分別していない
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問 13-5 資源ごみの分別について教えて下さい。（発泡スチロール） 

発泡スチロールは、86.6%の方が分別を行っています。一方で、分別を行っていない方

の理由としては、「分別するほど量がでない」といった意見が多く挙げられています。 

 

 
 

 

問 13-6 資源ごみの分別について教えて下さい。（小型家電） 

小型家電は、84.6%の方が分別を行っています。一方で、分別を行っていない方の理由

としては、「収集場所まで持っていくのが手間」といった意見が多く挙げられています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

回答数（人） 割合（%）

214 86.6

3 1.2

2 0.8

0 0.0

4 1.6

0 0.0

12 4.9

4 1.6

1 0.4

1 0.4

回答

分別している

分別に手間がかかるから、分別していない

分別の基準を知らないから、分別していない

収集場所まで持っていくのが手間だから

ひもで縛ったり袋に入れるのが手間だから分別していない

汚れを落とすのがめんどうだから、分別していない

収集頻度が少なくて保管しておけないから、分別していない

個人情報が気になるから、分別していない

分別するほど量がでないから、分別していない

燃える素材なので可燃ごみに出すから、分別していない

回答数（人） 割合（%）

209 84.6

0 0.0

5 2.0

0 0.0

0 0.0

1 0.4

7 2.8

2 0.8

8 3.2

1 0.4

回答

分別している

分別するほど量がでないから、分別していない

燃える素材なので可燃ごみに出すから、分別していない

収集場所まで持っていくのが手間だから

ひもで縛ったり袋に入れるのが手間だから分別していない

分別に手間がかかるから、分別していない

分別の基準を知らないから、分別していない

汚れを落とすのがめんどうだから、分別していない

収集頻度が少なくて保管しておけないから、分別していない

個人情報が気になるから、分別していない
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問 13-7 資源ごみの分別について教えて下さい。（有害ごみ） 

有害ごみは、93.1%の方が分別を行っています。 

 

 
 

 

問 14 リチウムイオン電池の危険性について知っていて、分別を実施していますか。 

リチウムイオン電池の分別は、85.9%の方が分別を行っています。一方で、8.9%の方は

危険性を理解した上で分別を行っておらず、さらに 11.4%の方は危険性自体を理解してい

ない状況です。 

 

 
 

 
 

回答数（人） 割合（%）

230 93.1

0 0.0

4 1.6

0 0.0

1 0.4

0 0.0

1 0.4

0 0.0

1 0.4

0 0.0

収集頻度が少なくて保管しておけないから、分別していない

個人情報が気になるから、分別していない

分別するほど量がでないから、分別していない

燃える素材なので可燃ごみに出すから、分別していない

収集場所まで持っていくのが手間だから

回答

分別している

分別に手間がかかるから、分別していない

分別の基準を知らないから、分別していない

汚れを落とすのがめんどうだから、分別していない

ひもで縛ったり袋に入れるのが手間だから分別していない

回答数（人） 割合（%）

104 42.1

13 5.3

93 37.7

9 3.6

15 6.1

13 5.3

聞いたことはあって、分別している

聞いたことはあるが、分別していない

知らないけど分別はしている

知らないし分別もしていない

回答

よく知っていて分別している

知ってはいるが、分別していない
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問 15 「食品ロス」という言葉をご存じですか。 

食品ロスについては、96.9%の方が「知っている」、「聞いたことがある」一方で、6.1%

の方は「知らない」、「あまり知らない」状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 16 どのようなときに、まだ食べられる食品を捨ててしまいますか。（複数回答可） 

まだ食べられる食品を捨ててしまう理由としては、傷んだり、賞味期限や消費期限を過

ぎてしまったことが大半を占めていますが、食べ残しや買いすぎといった理由も挙げられ

ています。 

 

 
 
＜その他の内容＞ 

・ 子どもの食べ残し。 

・ 余り捨てることが少ない期限内処理。 

・ 大量に作らないこと。 

 

 

 

 

回答数（人） 割合（%）

70 28.3

115 46.6

25 10.1

48 19.4

153 61.9

19 7.7

3 1.2その他

消費期限が過ぎてしまった

買い過ぎて使い切れなかった

食べ残しが出た

傷んでしまった

一度も捨てたことがない

回答

賞味期限が過ぎてしまった

回答数（人） 割合（%）

214 86.6

18 7.3

11 4.5

4 1.6全くしらない

回答

よく知っている

聞いたことがある

あまり知らない
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問 17 食品ロスを減らすために、ご家庭で取り組まれている内容をお教え下さい。 

（複数回答可） 

ご家庭で取り組まれている食品ロス削減の方法については、賞味期限や消費期限を意識

し、必要な分だけ計画的に食料を購入するという内容が大半を占めています。 

 

 
 
＜その他の内容＞ 

・ 傷みそうな物に熱を加えておく。 

・ 納品書やレシートでチェック、使ったものは毎日消している。 

 

 

問 18 ご家庭やご自身で、次のような脱炭素に向けた取り組みを行っていますか。 

（複数回答可） 

 家庭やご自身で行っている脱炭素に向けた取り組みについては、マイバッグなどの利用

が 85.4％と最も多く、次いで食品ロスの削減、ごみの削減やリサイクル、省エネルギーの

実践が挙げられています。一方、6.5％の方は特に実践していない状況です。  

 

 
 

 

 

回答数（人） 割合（%）

125 50.6

161 65.2

103 41.7

84 34.0

172 69.6

74 30.0

2 0.8

2 0.8

食品の保存方法を工夫している

賞味期限や消費期限を意識して使う

外食時に食べきれる量を注文する

特にない

その他

回答

食材の買い物前に冷蔵庫の中身を確認する

必要な分だけ購入するようにしている

残り物や余り物を活用したメニューを作る

回答数（人） 割合（%）

91 36.8

91 36.8

211 85.4

118 47.8

30 12.1

16 6.5

7 2.8

16 6.5

3 1.2

宅配BOXなどの利用

公共交通機関の利用

エコマーク付きの製品を選ぶ

特に実践していない

その他

回答

省エネ

ごみの削減やリサイクル

マイバック等の利用

食品ロスの削減
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＜その他の内容＞ 

・ 自転車移動。 

・ EV を自家用車にしている。 

・ 今年は暑すぎて節電できません。 

 

 

問 19 脱炭素に関する取り組みを進めるためには、どのような情報があると取り組みや

すいですかですか。（複数回答可） 

 炭素に関する取り組みを進めるために必要な情報として、家庭でできる取り組みの一覧

や具体的な省エネ行動の紹介が多く挙げられています。 

 

 
 

 

問 20 ごみ処理に関して、関ケ原町が力をいれるべきことは何だと思いますか。 

（複数回答可） 

 今後、ごみ処理に関して関ケ原町が力を入れるべきことは、収集回数の増加が最も多く

挙げられ、次いで不法投棄防止対策の強化、ごみ分別徹底の啓発や環境教育の充実が続き

ます。 

 

 
 

回答数（人） 割合（%）

102 41.3

167 67.6

11 4.5

64 25.9

30 12.1

54 21.9

30 12.1

日常生活で排出される二酸化炭素の量

脱炭素に貢献できるエコ商品

分からない

回答

具体的な省エネ行動の紹介

家庭で出来る取り組みの一覧

脱炭素に積極的な企業の紹介

取り組みによる効果のイメージ

回答数（人） 割合（%）

85 34.4

14 5.7

79 32.0

19 7.7

36 14.6

57 23.1

46 18.6

31 12.6

11 4.5

生ごみ処理機の補助事業の拡充

ごみ分別徹底の啓発や環境教育の充実

情報提供の充実

特になし

その他

回答

収集回数の増加

戸別回収（ごみを自宅の前に出す）

不法投棄防止対策の強化

製造者・販売者からの処理費用負担
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＜その他の内容＞ 

・ 粗大ゴミを勝手に持って行ってしまう人への対策。 

・ 剪定の枝や雑草回収して肥料にしてほしい。 

・ 無料回収の怪しいチラシの対策。 

・ 外国人。 

・ 生ごみの収集回数を増やす。 

・ 県道にごみが散乱しているのでその対策。 

・ プライバシー。 

・ リチウム電池の危険性と分別方法の強化。 

・ 粗大ゴミの収集回数を増やす。 

・ タバコの吸い殻が道路にたくさん落ちているので罰則の強化。 

・ 使用済み食用油の回収をしてほしい。 

 

 

問 21 「ブルーリバー作戦」を知っていますか。 

「ブルーリバー作戦」について、認知度は 20.6%と低い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数（人） 割合（%）

10 4.0

41 16.6

68 27.5

128 51.8

回答

よく知っている

聞いたことがある

あまり知らない

全く知らない
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問 22 生活排水をきれいに流すために、ご家庭で行っていることはありますか。 

（複数回答可） 

生活排水をきれいに流すために、家庭で行っていることとしては、食用油、調理くず、

食器の汚れなどをできるだけ流さないよう心がけている方が大半を占めています。一方

で、6.5％の方は特に何もしていない状況です。 

 

   

回答数（人） 割合（%）

18 7.3

189 76.5

173 70.0

105 42.5

63 25.5

100 40.5

16 6.5

調理くずなどが流れないようにする

汚れのひどい食器等は紙などでふき取ってから洗う

風呂の残り湯を利用する

洗剤・石鹸・シャンプー等は適量を使っている

特にしていない

回答

米のとぎ汁を庭木に撒く

食用油を流さない
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３ クロス集計の結果 

 

(1) 「問 2 関ケ原町の街の清潔さに満足していますか。」 

D 地区、C 地区、B 地区、A 地区の順に、街の清潔さに対する満足度が低くなっ

ています。 

 

  
 

 

(2) 「問 3 ごみの収集（収集回数や分別区分など）に関して満足していますか。」 

40 代および 50 代の方は、収集回数や分別区分などに対して不満が大きい傾向が

あります。 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① A地区

② B地区

③ C地区

④ D地区

①満足している ②やや満足している ③やや不満である ④不満である ⑤わからない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

①満足している ②やや満足している ③やや不満である ④不満である ⑤わからない
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A 地区、B 地区、C 地区、D 地区の順に、ごみの収集（収集回数や分別区分など）

に関する不満が大きくなっています。 

 

 
 

 

(3) 「問 4 ごみの収集日や収集方法(収集所、分別ルールなど)は分かりやすいですか」 

どの年代においても、約 8 割の方が、ごみの収集日や収集方法（収集場所、分別

ルールなど）を理解しています。 

 

 
 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① A地区

② B地区

③ C地区

④ D地区

①満足している ②やや満足している ③やや不満である ④不満である ⑤わからない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

①とても分かりやすい ②だいたい分かる ③少し分かりにくい ④全く分からない
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(4) 「問 5 ごみの収集所（ごみ置き場）に問題があれば教えて下さい。」 

特に B 地区で、カラスや猫による被害が多いことが分かります。 

 

 
 

 

(5) 「問 8 ecos（エコス）に資源物（廃食油、有害ごみ、空き缶など）持ち込んだこ

とはありますか。」 

ecos（エコス）の活用は、集合住宅よりも戸建住宅の方が高い傾向を示しています。 

 

 
 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① A地区

② B地区

③ C地区

④ D地区

①収集所が狭い ②収集所が遠い ③カラスや猫による被害がある

④防犯 ⑤収集時間に間に合わない ⑥ルールが守られていない

⑦掃除がされていない ⑧悪臭がする ⑨特にない

⑩その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① 戸建住宅

②集合住宅

③その他

①持ち込んだことがある ②持っていけることを知らなかった

③場所が分かりにくい ④持ち込むほど量が出ない

⑤開館時間が間に合わない ⑥入りにくい

⑦その他
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(6) 「問９ リデュース（ごみの発生抑制）の取り組みで、実践しているものをお教え

下さい。」 

「マイバッグ・マイボトルを利用する」と「詰め替え製品を選ぶ」は、どの年代

でも実施割合が高くなっています。 

 

 
 

 

(7) 「問 11 リサイクル（再資源化）の取り組みのうち、実践しているものをお教え下

さい。」 

居住年数が 2 年未満では、自治会による集団回収に協力している方はおらず、店

頭などの民間回収の利用率が高くなっています。 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

①必要なものだけを購入する ②レジ袋はもらわない・断る

③マイバック・マイボトルを利用する ④詰め替え製品を選ぶ

⑤レンタルやリースを利用している ⑥生ごみの水切りをしている

⑦特に実践していない ⑧その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 2年未満

② 2～5年未満

③ 5～10年未満

④ 10年以上

①生ごみを堆肥化（コンポスト利用など） ②町のルールに従って分別している

③自治会などの集団回収に協力している ④店頭や民間の無人回収所を使用している

⑤リサイクルできる製品を選んでいる ⑥金属類を回収業者に出している

⑦家電を買い替えた際に引き取りも依頼している ⑧特に実践していない

⑨その他
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(8) 「問 12 ３Ｒに取り組む上で、困難な理由があれば教えてください。」 

世帯人数が 3 人、4 人の世帯では、「手間や時間がかかる」という意見が多く見ら

れる傾向があります。 

 

 
 

 

    10 代を除き若年層ほど「手間や時間がかかる」を回答しています。 

 

 
 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1人

2人

3人

4人

5人

6人以上

①具体的な方法が分からない ②手間や時間がかかる

③家族・周囲の理解や協力が得られない ④環境や資源回収の体制が十分でない

⑤買い物や生活の場での選択肢が少ない ⑥特にない

⑦その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

①具体的な方法が分からない ②手間や時間がかかる

③家族・周囲の理解や協力が得られない ④環境や資源回収の体制が十分でない

⑤買い物や生活の場での選択肢が少ない ⑥特にない

⑦その他
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「具体的な方法が分からない」と回答した方は、D 地区、C 地区、B 地区、A 地

区の順に多くなっています。一方で、「買い物や生活の場での選択肢が少ない」と回

答した方は、逆に A 地区、B 地区、C 地区、D 地区の順に多くなっています。 

 

 
 

 

(9) 「問 14 リチウムイオン電池の危険性について知っていて、分別を実施しています

か」 

リチウムイオン電池の危険性に対する認知度は、40 代以下で高く、50 代以上に

なると「知らないし分別もしていない」方が現れています。 

 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① A地区

② B地区

③ C地区

④ D地区

①具体的な方法が分からない ②手間や時間がかかる

③家族・周囲の理解や協力が得られない ④環境や資源回収の体制が十分でない

⑤買い物や生活の場での選択肢が少ない ⑥特にない

⑦その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

①よく知っていて分別している ②知ってはいるが、分別していない

③聞いたことはあって、分別している ④聞いたことがあるが、分別していない

⑤知らないけど分別はしている ⑥知らないし分別もしていない
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(10)「問 15 「食品ロス」という言葉をご存じですか」 

10 代から 30 代の方は「食品ロス」を認知していますが、40 代以上の世代では認

知していない人が現れています。 

 

 
 

 

(11)「問 16 どのようなときに、まだ食べられる食品を捨ててしまいますか」 

どの年代においても、「傷んでしまった」、「賞味期限が過ぎた」、「消費期限が過ぎ

た」といった理由が多くを占めています。 

 

 
 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

①よく知っている ②聞いたことがある ③あまり知らない ④全く知らない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

①賞味期限が過ぎてしまった ②消費期限が過ぎてしまった

③買い過ぎて使い切れなかった ④食べ残しが出た

⑤傷んでしまった ⑥一度も捨てたことがない

⑦その他
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(12)「問 19 脱炭素に関する取り組みを進めるためには、どのような情報があると取り

組みやすいですか」 

戸建住宅にお住まいの方のうち 3 割以上、集合住宅にお住まいの方のうち 8 割

が、「家庭でできる取り組みの一覧」と回答しています。 

 

 
 

 

(13)「問 20 ごみ処理に関して、関ケ原町が力をいれるべきことは何だと思いますか」 

世帯人数が 4 人の家庭では、およそ 4 割の方が「収集回数の増加」と回答してい

ます。 

 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①戸建住宅

②集合住宅

③その他

①具体的な省エネ行動の紹介 ②家庭で出来る取り組みの一覧

③脱炭素に積極的な企業の紹介 ④取り組みによる効果のイメージ

⑤日常生活で排出される二酸化炭素の量 ⑥脱炭素に貢献できるエコ商品

⑦分からない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1人

2人

3人

4人

5人

6人以上

①収集回数の増加 ②戸別回収（ごみを自宅の前に出す）

③不法投棄防止対策の強化 ④製造者・販売者からの処理費用負担

⑤生ごみ処理機の補助事業の拡充 ⑥ごみ分別徹底の啓発や環境教育の充実

⑦情報提供の充実 ⑧特になし

⑨その他
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(14)「問 21 「ブルーリバー作戦」を知っていますか。」 

D 地区における認知率が低くなっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① A地区

② B地区

③ C地区

④ D地区

①よく知っている ②聞いたことがある ③あまり知らない ④全く知らない



 - 143 -  
 

４ 住民満足度指標 
『市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針』（環

境省・平成 25 年 4 月）に示されているアンケート調査項目について、回答の総合得

点により住民満足度指数を算出し評価を行いました。 

 

問 2：関ケ原町の街の清潔さに満足していますか。 

問 3：ごみの収集（収集回数や分別区分など）に関して満足していますか。 

問 6：関ケ原町のごみの処理に関する情報公開や提供に満足していますか。 

問 7：関ケ原町の「3R（リデュース・リユース・リサイクル）」への取り組みに満足

していますか。 

 

(1) 集計方法 
「満足している」5 点、「やや満足している」4 点、「やや不満である」2 点、「不

満である」を 1 点として設問毎に平均得点を算出しました。「わからない」及び無回

答は有効回答数に加えません。（平均得点を算出する際の有効回答者数に加えない）

平均得点が 3.0 点以上となれば、よく評価していると判断できます。 

まず、設問毎に平均得点を算出します。（得点の合計÷有効回答者数）なお、それ

ぞれの平均得点が住民満足度に関する補足指標となります。 

次に、設問毎の平均得点の平均値を算出し、住民満足度の総合評価とします。 

「わからない」及び「無回答」は回収数に対する割合を算出することにより、住

民の認知度を測る指標として活用できます。 

 

(2) 集計結果 
アンケート調査の結果、4 問の平均得点による総合評価は 3.9 点となり、平均 3

点を大幅に上回り良好な結果でした。 

しかしながら、取り組みにおける「わからない」の有効回答数に対する割合が 3.5

割程度と、認知度が低い状態となっています。 

住民の皆様にとってより一層わかりやすい取り組みの実施を検討する必要があ

ると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 



 - 144 -  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満足
やや

満足

やや

不満
不満

わから

ない

総回

答数

有効回

答数
得点 平均点

取り組み 51 108 16 8 64 247 183 727 4.0

収集 80 100 37 24 6 247 241 898 3.7

清潔さ 74 119 36 4 14 247 233 922 4.0

情報公開 71 116 19 4 37 247 210 861 4.1

3.9 総合評価

0%

20%

40%

60%

80%

100%

取り組み 収集 清潔さ 情報公開

満足している やや満足している やや不満である 不満である わからない

4点 3.7 4点 4.1点
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５ 自由回答の意見 
 

(1) ごみの回収頻度について 
回収頻度に関係する意見は 19 件でした。 

そのうちの 16 件が燃えるごみの収集回数を増やしてほしいといった意見でした。 

 

 

① 燃えるゴミの回収日を増やして欲しい。

②

いつもは燃えるゴミ（大）に1つか2つなのですが、赤ちゃんのおむつを使う人が

いた時は4つにもなってしまいました。週1回で満足していますが週2回になるとい

いなと思う人は多いと思います。無料でやってくださるのでありがたいです。

③
燃えるゴミは自宅に1週間分保管すると動物に荒らされたこともあるので、回収日

を増やして欲しい。

④
燃えるゴミの収集が週に一回なので、家庭でゴミを保管していると臭いが出て困り

ます。週二回収集になると助かるかと思います。

⑤
ゴミの分別は徹底していると思います。夏場だけでも燃えるゴミの収集が週2回だ

と助かります。

⑥ 夏場の生ゴミは週2回にして欲しい。

⑦ 燃えるゴミの回収頻度を週2で！！

⑧
燃えるゴミの収集日が週1回は少ないように思います。他の垂井や大垣は週2回と

聞きます。夏場だけでも週2回に増やしていただきたいです。

⑨
収集回数を増やしてほしい。せめて夏の時だけでも。できないのであれば生ごみ処

理機を町から貸だしてほしい。アンケートをするのであれば何か改善してほしい。

⑩ 燃えるゴミの回収の数を増やして欲しい。

⑪ 夏場のゴミを週2回に。

⑫ ゴミが１週間に1回なので、せめて2回にしてほしい。

⑬

いつも町を綺麗に保っていただきありがとうございます。燃えるゴミについて、

毎週1回の回収だと、まだ子供が小さくオムツのゴミなどあるため、ゴミ出しが大

変な時があります。

⑭ 燃えるゴミの回収を週2回にして欲しい。

⑮ 特に夏期時は燃えるゴミ回収を週に2回していただきたい。

⑯ 燃えるゴミの回収を夏場だけでも良いから、週2回にしてほしい。

⑰
ペットボトルや缶などは月一回しか回収がないので、いつも回収日は溢れかえって

おり、結局出すことができないので回収日を増やして欲しい。

⑱ 粗大ゴミ回収も増やしていただきたい。年4回では少ないと思います。

⑲ 暑い日も寒い日も収集ご苦労様 冬は9時とか時間調整してほしい。

意見内容
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(2) 分別方法の情報提供について 
    分別方法等の情報提供に関係する意見は 10 件でした。 

    そのうちの 5 件がごみ分別事典の発行してほしいといった意見でした。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

①
ゴミ処理の冊子がほしい(燃えるゴミ 燃えないゴミ等の一覧 個別に) たとえば

軽トラ分なんでも回収多少有料でもあると助かる。

②

保存版ごみ分別辞典をずいぶん前に頂いて今でも分からなくなったら利用していま

す。昔と今ではずいぶんと食品の容器など変わっていると思います。私は特にプラ

の時はずいぶん頭を悩みます。新しい分別事典を出してほしい考えてください。

③

今問題となっているリチウムイオン電池の廃棄方法や回収場所が分かりにくく、

そのため可燃ゴミや不燃物などに廃棄している人も多いのではないかと思います。

ネットで調べてもよく分からないため保管していますが、もっと明確に情報提供

してもらいたいと感じています。

④
ゴミの分別が、かなりわかりにくいので、悩む事が多い。何年か前、大野町で見か

けた、品目別分類分け冊子を作って欲しい。

⑤

どうしてもこのゴミは何に分別できるのだろうと疑問に思ってしまう事があるの

で、平成15年に発行されているゴミ分別事典をよく利用する。品目、分別区分出

し方のポイントなどが分かる。ぜひ最新版を発行してほしい。

⑥ 汚れたプラをどこまで洗ってプラに出すか燃えるゴミに出すか悩む。

⑦

ペンキの缶はどこに持って行けばよいのかわからないので何年も倉庫においてあり

ます。料金がかかっても処理したい人はたくさんいると思います。その引取先の

情報があればうれしいです。

⑧
年に数回の回収なので点灯管、ライターなど有害ごみとされているものの捨て方、

廃棄の仕方がよくわからない。

⑨ 塗料缶等不回収とのことだが現実的にどの様に処理すればよいのかわからない。

⑩

粗大ゴミで出しきれない様な、布団や大物のゴミを何処か(養老？海津？)の処理場

に直接持ち込んで良いとは聞いてるが、搬入物の種類ルールや搬入基準・手順が

分からない。

意見内容
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(3) 粗大ゴミに関係する意見について 
    粗大ゴミに関係する意見は 4 件でした。 

    そのうち 3 件が戸別回収してほしいといった意見でした。 

 

 
 

 

(4) ゴミ袋に関係する意見について 
    ゴミ袋に関係する意見は 5 件でした。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

① 粗大ゴミは難しいとは思いますが個別に。

②

ひとり生活になり年を重ねると粗大ゴミの大きなゴミが重たくて回収場所まで出せ

ません。無料で取りに来ていただくシステムが出来るとうれしいです。戸別回収が

あるといいです。

③ 粗大ゴミが無料なのは凄く助かっている。

④
粗大ゴミを収集場所まで運ぶのがとても大変、家具類もなかなか運ぶのが困難な物

は予約制で家の前まで回収してほしい。

意見内容

① ゴミ袋が高いので安くして欲しい。

②
不燃ごみの袋が小さい方でもなかなかいっぱいにならず、何ヶ月も家に置いておか

なければならない。

③

プラごみが燃えるごみとして出せるのでプラごみの袋余り役場に相談しました。い

い回答は言って下さらない。例えば以前、「燃えるごみ」シールなど配ってほし

い。プラごみの袋購入される人少なくなっています。一度調べてください。それと

アンケートの結果を開示してください。

④ 少人数なので燃やせるゴミ袋のミニが欲しい。

⑤
プラゴミもすぐ破けて管理しにくいので、大野町の様に、個別の有料の袋に入れな

くても済む様になるとありがたい 。

意見内容
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(5) 回収場所等に関係する意見について 
   回収場所等に関係する意見は 8 件でした。 

   そのうち 5 件が回収場所を増加してほしいとの意見でした。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①
ストックヤードが遠いので役場周辺など別の場所にも作ってほしい。その場合午後

や土曜日も搬入できるようにしてほしい。

②
可燃ゴミのカラス避けネットではなく、できれば柵やフェンス等で囲う形が理想で

はある。

③
1度だけですが燃えるゴミとプラスチックゴミがいっしょの時があり集積場の外に

プラスチックを置き、カラス等がつつかないか心配です。

④ 使用済み電池の回収場所を増やしてほしい。

⑤ 使用済み食用油の回収をしてほしい。

⑥ 小型家電収集場所が遠いので、回収場所を増やして欲しい。

⑦

発泡スチロールの回収をエコステーションで行って欲しい。袋に入れれないし、

ひもでくくれない。軽いから飛んでいっても困るので捨てれずに倉庫にたまってい

ます。エコステーションなら室内なので捨てやすいです。

⑧

ペットボトル潰す機械(マックスバリュ垂井にある物)を置いてほしい。 ごみ満杯に

なった時の片付け、故障等…いろいろ問題はあって管理するのは大変だと思うので

難しいかな…。 でも、置いてあると助かるので一応希望します。

意見内容
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(6) 3R の取り組みに関係する意見について 
3R の取り組みに関する意見は 9 件ありました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① コンポストを利用している。

② リサイクル、リユースなどの取り組みがあると助かります。

③
剪定した木や草は燃やさずとも粉砕して肥料に変えて土に戻せば燃えるゴミの量を

減らせます。

④
ペットボトルは5本で1円、ダンボール、雑誌は1㎏1円で垂井のマックスバリュー

に持っていってワオンの方のリサイクルポイントにかえている。

⑤ ペットボトルのキャップはプラゴミ出している。

⑥
生ゴミは毎日出るため3箇所にコンポストを設置している。約3ヶ月ごとに順番に

使用している。生ゴミはすべて家庭で処理している。

⑦
野菜くずは乾燥させてから生ゴミに出すように心がけています。油は使用する食物

は家庭で作らず市販のものを利用している。

⑧ メルカリ利用・コーヒーかす（脱臭）。

⑨ 粗大ゴミは、分割、分別してだしている。

意見内容
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(7) 不法投棄、マナー等に関係する意見について 
   不法投棄、マナー等に関係する意見は 9 件ありました。 

   そのうち、粗大ごみの不明な回収業者に関する意見が 5 件ありました。 

 

 
 

  

① 町のゴミが気になる。

②

戦国ロードの不法投棄がたいへん多くビン、ペットボトル菓子の袋などある時は

作業服などがあります。持ち帰ってゴミの日に出していますが、土手の草は刈って

いただけていますが撤去していないためゴミが隠れてしまっています。刈り草の

処理をお願いします。

③
散歩していて思うが道路の側にペットボトルなどたくさんほかってあるが、関ケ原

はゴミ捨て場じゃないよ。町内の人より車で通る人のマナーが悪いと思います。

④
問20に関して国道沿いや駐車場にゴミ袋のポイ捨てが多いのが日ごろ気になってい

る。何か対策はないのでしょうか。

⑤ 粗大ゴミと燃えないゴミの日、関ケ原でない車が一日何回か来て収集している。

⑥
粗大ゴミの前日、当日小さなトラック系の車が朝早くから何回も何回もまわってき

て積んでいくこともありそれは良いのか。何年も前から思っています。

⑦

粗大ゴミの時に軽トラやトラックで回収している方が関ケ原町から依頼したか知り

たいです。燃えないゴミの時も袋をあけて使えるものを見ているのか中身を見てい

るので関ケ原町回収業者ステッカーでも車に貼ってほしい。

⑧

粗大ゴミの改修を行っていただくのはうれしいことだが、ゴミを出しても他の個人

の人が持って行ってしまうのは困る。町に出しているので何かの対策をとってほし

い。

⑨ 粗大ゴミを横取りしにくるトラックが乱暴な運転なので規制して欲しい。

意見内容
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(8) 情報公開等に関係する意見について 
   情報公開等に関係する意見は 5 件ありました。 

    

 
 

 

(9) その他 
    その他の意見は 10 件ありました。 

 
 

 

  

① 町全体にかかる処理費用と一戸当たりの費用。

②
問６・変更の案内に問題あり。関ケ原町の現在値（全国、地域）と努力目標の数値

化などで取り組みの動機付けがあると前に進むかも。

③
廃棄物処理について、目に見える成果が見られるといいです。毎月のデータの表示

や、再利用された物の展示など。

④ ごみ集荷場の公的負担（助成金）の充実 ごみをネットで覆うのは良くない。

⑤

廃棄物処理にかかるコスト、プラスチックの分別処理等の情報提供、分別パンフ

レットの配布だけでなく自治会総会時に説明、意見交換を行い、意識の共有を行う

ように義務づけを行う。

意見内容

① エコスの開館時間や休業日をわかりやすくして欲しい。

② 関ケ原町は粗大ごみ、有害ごみも回収して下さるのでありがたいです。

③
関ケ原町は他の地域と比べて、ゴミや資源ゴミの回収が充実していてとても親切

だと思います。どうかこれからもこのままの体制でと願わずにいられません。

④
粗大ゴミなどの収集してくださる方々はたいへん親切でとても感謝しております。

ありがとうございます。

⑤ 個人で焼却する時、ススのにおいが気になる。

⑥
町の収集してくださる方、親切であいさつもくださりとても感じがいいです。

ギリギリに来ても持っていってくださいました。

⑦ この様な自由欄に書かれた意見の掲載、発表をちゃんと行ってください。

⑧ このコーナーの印字をよく読めるようにして下さい、全体に文字がうすい。

⑨ 特になし。

⑩ 特に問題ありません。満足しています。

意見内容
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１ 概要 
意見募集期間：令和 8 年 1 月 9 日（金）～令和 8 年 2 月 9 日（月） 

告知方法： 町ホームページ、水道環境課窓口 

意見提出方法： 書面の提出、郵送、ファクシミリ、電子メール 

 

２ 実施結果 
  住民の皆さまからご意見を募集したところ、ご意見は寄せられませんでした。 

   

資料 4 パブリックコメント 
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１ 開催経緯 
令和 7 年 11 月 17 日   第 1 回関ケ原町廃棄物減量等推進審議会 

令和 7 年 12 月 24 日   第 2 回関ケ原町廃棄物減量等推進審議会 

令和 8 年 2 月 27 日    第 3 回関ケ原町廃棄物減量等推進審議会 

 

２ 名簿 
 

区分 氏名 役職名 

議会関係 
田中 由紀子 町議会議員   

北 村 一 磨 町議会議員 

自治会関係 

伊 藤 聰 東町一自治会⾧ 

桐 山 茂 男 西町二自治会⾧ 

古 山 吉 治 野上二自治会⾧ 

岩 佐 憲 治 下明谷自治会⾧ 

各種団体関係 

大塚 有企朗 工場会代表 

酒 井 公 明 商工会代表 

中 嶋 徹 郎 西美濃農業協同組合 関ケ原支店⾧ 

川 村 明 美 子ども会育成協議会代表 

堀 美 佳 校⾧会⾧（関ケ原小学校 学校⾧） 

高 木 英 樹 西濃地域食品衛生協会 関ケ原支部 

廃棄物収集運搬事業者 田 中 将 和 関ケ原衛生有限会社 代表取締役社⾧ 

資源回収・再生事業者 
柳 江 憲 男 丸硝株式会社 監査役 

衣 斐 潤 一 株式会社イビ 代表取締役社⾧ 

顧問 
奥 村 豪 敏 西濃県事務所 環境課 課⾧ 

西 脇 直 樹 南濃衛生施設利用事務組合 所⾧ 

関ケ原町役場 澤 頭 義 幸 総務課 課⾧ 
（敬称略・順不同） 

 

資料５ 廃棄物減量等推進審議会 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この計画書の本文は古紙パルプ配合率 70％・白色度 80％の 

グリーン購入法適合商品を使用しています。 
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